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正当防衛における「防衛意思」の問題点口

一
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
刑
法
思
想
全
般
の
特
色
を
簡
潔
に
把
握
し
描
出
す
る
こ
と
は
、
現
時
点
の
研
究
状
況
等
か
ら
み
て
か

（
１
）
（
２
）

な
り
困
難
な
作
業
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
多
く
の
留
保
を
付
し
つ
つ
も
、
以
下
で
は
、
ン
ユ
ー
ネ
マ
ン
の
手
頃
な
ス
ケ
ッ
チ
を
顧
慮

第
二
款
ナ
チ
ス
期

第
一
章
問

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
一
款

第
二
款

第
三
款

正
当
防
衛
に
お
け
る
「
防
衛
意
思
」
の
問
題
点
口

蕊
ｌ
『
全
体
的
鬘
」
（
特
に
「
キ
ー
ル
学
派
」
の
不
法
論
と
人
的
不
法
論
へ
の
端
緒
）

は
し
が
き

－
章
問
題
史
的
概
観

第
一
節
実
体
的
問
題
の
原
初
的
所
在

第
二
節
一
八
八
○
年
頃
の
問
題
状
況

第
三
節
合
世
紀
に
お
け
る
展
開

第
一
款
一
九
三
○
年
代
頃
ま
で
の
状
況
（
以
上
本
誌
三
○
巻
二
号
）

戦
後
（
西
ド
イ
ツ
）
（
以
上
本
号
〉

ナ
チ
ス
期

振
津
隆
行

185



一
一
そ
の
際
、
こ
の
期
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
キ
ー
ル
学
派
」
（
ダ
ー
ム
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
）
に
よ
る
不
法
概
念
の
拡
張

と
い
う
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
益
侵
害
が
初
め
て
、
か
つ
そ
れ
の
み
で
違
法
が
根
拠
付
け
ら
れ
る

と
す
る
違
法
観
が
排
撃
さ
れ
、
そ
の
中
に
表
明
さ
れ
た
共
同
体
敵
対
的
心
情
、
共
同
体
に
よ
る
社
会
的
拘
束
裡
に
あ
る
個
々
人
の
義

務
侵
害
が
現
実
的
な
法
違
反
を
含
む
も
の
と
さ
れ
、
「
…
…
犯
罪
的
所
為
は
、
最
早
外
部
的
秩
序
の
撹
乱
あ
る
い
は
法
的
命
令
に
対
す

る
形
式
的
不
服
従
と
し
て
現
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
こ
れ
を
超
え
て
道
義
的
に
非
難
さ
れ
る
行
為
、
す
な
わ
ち
、

共
同
体
に
対
す
る
行
為
者
の
動
揺
せ
し
め
ら
れ
た
関
係
、
そ
の
内
心
的
堕
落
、
そ
の
共
同
体
違
反
的
な
心
情
が
そ
の
中
で
明
ら
か
と

（
３
）

し
て
、
本
款
の
論
述
の
出
発
点
と
し
た
い
。

さ
て
、
新
カ
ン
ト
主
義
の
刑
法
学
は
、
一
九
三
○
年
頃
ま
で
は
、
全
く
少
数
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
そ
の
都
度
散
発
的
に
し
か

発
言
さ
れ
な
か
っ
た
批
判
者
達
に
対
し
自
ら
を
主
張
し
え
た
一
方
で
、
一
一
一
○
年
代
に
、
特
に
ナ
チ
ス
の
権
力
掌
握
（
一
九
三
一
一
一
年
）

後
、
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
光
景
を
ほ
と
ん
ど
完
全
に
変
貌
さ
せ
た
強
固
な
反
対
運
動
が
地
歩
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、

新
カ
ン
ト
主
義
的
体
系
思
考
の
弱
点
お
よ
び
不
完
全
性
を
攻
撃
の
対
象
と
し
、
た
と
え
ば
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
保
誕
法
益
に
限

（
４
）

定
さ
れ
た
目
的
論
的
概
念
構
成
の
一
面
性
を
非
難
し
、
ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
は
法
的
現
象
そ
の
ｊ
Ｕ
の
を
文
化
科
学
的
概
念
構
成
の
産
物
に

（
５
）

す
ぎ
な
い
と
す
る
ラ
ス
ク
の
テ
ー
ゼ
を
認
識
論
的
観
点
か
ら
疑
わ
し
い
ｊ
ｂ
の
と
し
て
攻
撃
し
た
。
だ
が
、
か
よ
う
な
批
判
は
、
か
な

り
政
治
的
か
つ
世
界
観
的
な
源
泉
か
ら
供
給
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
、
新
カ
ン
ト
主
義
的
体
系
の
「
分
解
思
考

（
目
『
の
目
目
ｍ
ｍ
９
の
二
丙
ｇ
）
」
を
い
わ
ゆ
る
古
臭
い
、
誤
っ
た
自
由
主
義
的
刑
法
思
想
の
産
物
と
し
て
拒
絶
し
、
免
責
事
由
（
向
昌
の
、
冒
一
‐

＆
、
自
傷
、
『
目
Ｑ
の
）
の
拡
大
（
た
と
え
ば
、
「
超
法
規
的
緊
急
避
難
」
、
「
期
待
可
能
性
」
の
思
想
等
）
を
「
刑
法
の
社
会
主
義
的
軟
骨

（
６
）

化
」
と
し
て
絡
印
付
け
た
。
こ
れ
に
代
っ
て
、
「
全
体
的
考
察
方
法
（
ぬ
目
い
す
の
三
一
号
の
因
の
［
『
四
。
寓
目
、
の
勇
『
の
】
の
①
）
」
が
喧
伝
さ
れ
、
そ

れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
非
合
理
主
義
と
決
断
主
義
ｅ
の
凰
○
己
⑪
曰
巨
の
）
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
刑
法
学
の
自
己
廃
棄
へ
と
導
い
た
の
で

（
７
）

今
の
つ
Ｃ
Ｏ
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正当防衛における「防衛意思」の問題点ロ
（
８
）

な
る
態
度
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
」
と
。
な
る
ほ
ど
、
所
為
の
自
己
答
率
凰
的
な
惹
起
者
と
し
て
の
行
為
者
の
人
間
、
人
格
の

か
よ
う
に
明
確
な
強
調
は
、
三
○
年
代
に
新
た
に
蔓
延
っ
た
国
家
的
共
同
体
意
識
の
連
関
の
中
で
眺
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
主
観
的
不
法
要
素
の
理
論
お
よ
び
主
観
的
未
遂
論
に
よ
っ
て
、
決
定
的
な
推
進
力
を
も
ち
え
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
倫
理
的
に
結
合
さ
れ
、
か
つ
答
責
的
な
人
格
と
し
て
の
行
為
者
を
不
法
概
念
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
ょ
っ

（腿）（９）
て
、
そ
れ
は
不
法
の
「
主
観
主
義
的
」
見
解
へ
の
回
帰
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
違
法
性
と
責
任
と
の
同
一
視
へ
と
向
っ
て
い
っ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
点
で
、
Ｈ
・
マ
イ
ヤ
ー
も
、
「
あ
る
行
為
が
違
法
（
尹
『
】
』
の
ｑ
の
、
巨
一
●
ず
）
で
あ
ろ
う
と
い
う
判
断
は
、
責
任
あ
る
い
は
よ
り
適
切

、
、
、
、
、

も
Ｂ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ｂ
ｂ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
は
答
資
性
（
『
の
『
冒
す
己
・
耳
一
一
、
算
の
】
（
）
に
関
す
る
更
な
る
、
か
つ
区
別
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
肯
定
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
同
時
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
き
に
の
み
、
有
意
義
的
な
や
り
方
で
下
さ
れ
う
る
ｊ
Ｕ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
独
立
の
客
観
的
不
法
と
い

、
、
、
、
、
、
、
（
皿
）

う
の
は
存
し
な
い
。
」
（
傍
点
原
文
隔
字
体
）
等
と
さ
れ
、
そ
れ
で
も
っ
て
、
メ
ル
ケ
ル
、
フ
ェ
ル
、
不
ツ
ク
お
よ
び
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ

（
ｕ
〉

等
の
理
論
（
主
観
的
違
法
論
）
に
対
し
て
苦
労
し
て
創
り
出
さ
れ
た
不
法
と
責
任
の
区
別
が
放
棄
共
く
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

他
、
（
目
的
的
）
行
為
不
法
と
（
因
果
的
）
結
果
不
法
と
に
不
法
概
念
を
分
割
す
る
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
等
も
、
戦
後
の
人
的
不

法
概
念
と
の
連
続
性
と
の
関
連
で
、
特
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
上
記
の
よ
う
な
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
概
観
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
論
者
の
諸

見
解
を
抽
出
し
、
以
下
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

（
１
）
も
っ
と
も
、
最
近
ナ
チ
ス
期
刑
事
法
学
研
究
の
欠
峡
は
漸
次
的
に
埋
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
決
し
て
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。

刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
の
関
連
で
若
干
挙
げ
る
と
、
【
一
目
⑫
二
ｍ
『
〆
の
Ｐ
Ｄ
の
『
【
昌
目
［
頭
の
硯
の
ｐ
Ｓ
の
辱
の
『
四
一
の
⑫
［
『
■
｛
『
の
ｎ
頁
・
向
冒
の
、
巨
昌
：
己
ヨ

シ
ロ
三
】
す
の
『
ロ
ー
厨
目
色
⑪
ヨ
』
の
『
の
［
『
四
芽
の
ｎ
頁
２
「
一
腰
麗
。
⑪
。
寺
、
津
旦
の
『
悶
尹
「
凶
皀
凰
、
の
『
巨
己
」
。
『
の
】
国
碩
の
『
］
口
夛
『
Ｐ
こ
『
卯
○
の
日
．
》
ロ
の
『
の
、
言
⑪
己
三
一
Ｃ
ｍ
Ｃ
ｐ
三
⑫
口
云
の

国
の
歯
『
冒
邑
目
狛
皀
の
『
の
（
日
洋
画
こ
の
耳
の
］
曰
三
ｍ
二
Ｃ
目
一
ｍ
○
Ｎ
嵐
］
一
ｍ
ヨ
ロ
、
１
Ｎ
□
『
印
、
、
の
ロ
の
局
【
●
具
ご
昌
匿
〔
の
［
『
具
【
の
、
言
⑰
誤
「
】
脇
①
曰
⑪
９
＆
（
］
－
，
彦
自
□
の
二
「

穴
目
印
・
ヨ
シ
丙
の
勺
・
口
の
号
の
【
［
、
Ｚ
『
・
畠
ご
田
．
ｍ
・
圏
｛
｛
．
（
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
翻
訳
が
あ
る
。
Ｈ
・
ロ
ッ
ト
ロ
ィ
ト
ナ
１
編
ナ
チ
ス
法
理
麓
研
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究
会
訳
・
法
、
法
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
［
昭
和
六
二
年
］
八
一
一
頁
以
下
）
》
ｃ
の
『
⑫
。
》
園
目
】
く
の
『
喜
一
ヨ
ー
、
ご
Ｃ
ｐ
の
芹
国
［
『
円
言
匙
。
、
冒
呉
黒
色
目
の
［
『
、
｛
『
の
、
亘
印
’

ロ
日
×
厨
一
日
三
口
【
】
◎
二
凹
一
の
。
凰
巴
厨
目
色
の
ロ
ヨ
叩
ご
ｇ
ｏ
用
の
】
［
ロ
の
『
・
函
の
『
ロ
ロ
ー
宛
彦
旦
の
値
の
『
⑫
○
口
目
の
己
（
■
埴
・
）
亘
の
【
『
、
。
色
男
葡
巨
。
』
勺
。
】
旨
の
ニ
ョ
ロ
『
芦
の
皀
宛
の
】
ｎ
戸

」
ｃ
霞
。
、
『
『
【
｛
・
》
三
．
己
云
図
司
【
Ｃ
【
昌
曰
の
一
。
ご
ｏ
ロ
ロ
の
『
、
〔
『
画
才
の
、
二
［
円
の
［
○
コ
ロ
い
巨
『
。
ご
宛
の
○
ヶ
筋
の
ヨ
の
臣
の
『
ロ
ロ
悶
邑
・
ヨ
シ
宛
の
勺
マ
団
の
夢
の
一
〔
ｚ
『
・
】
』
】
巴
⑭
』
・
ゆ

ち
（
〔
．
（
前
掲
訳
書
・
七
一
頁
以
下
）
一
ｓ
の
の
・
・
言
の
一
割
の
一
ｍ
［
一
目
一
の
■
四
目
一
目
、
⑫
一
の
ぎ
『
の
．
同
旨
の
宍
●
口
、
、
。
回
ご
く
の
シ
ロ
ヨ
『
Ｃ
１
目
〔
目
の
息
二
・
冒
一
の
’

自
国
一
一
の
二
⑩
Ｓ
の
二
三
一
一
の
。
⑫
⑫
可
ロ
［
円
の
ｎ
頁
ｌ
ａ
の
『
Ｓ
①
い
の
函
の
己
①
ご
目
已
の
『
ご
□
す
の
『
昌
己
目
、
。
の
、
言
の
１
コ
の
巨
一
『
四
一
尻
已
巨
の
倉
】
曰
の
（
『
煙
才
の
、
江
》
ご
》

宛
の
】
ヨ
の
ロ
Ｉ
の
。
：
目
（
エ
曲
・
）
》
四
・
四
，
Ｐ
の
。
』
魚
（
・
色
・
切
・
ぞ
．
な
お
、
ナ
チ
ス
期
ド
イ
ツ
刑
事
法
学
に
関
す
る
詳
細
な
文
献
目
録
と
し
て
、
曽
貝
】
ｎ
豈

勾
ご
ロ
ヨ
醇
囚
ご
］
】
○
ｍ
『
：
三
ｍ
目
ョ
⑫
庁
『
蝕
守
の
、
言
】
白
ｚ
四
二
○
目
一
ｍ
Ｏ
Ｎ
旨
一
読
ヨ
ロ
⑪
叱
口
［
①
日
［
巨
『
目
目
⑫
【
『
四
［
１
．
ｍ
［
『
囚
辱
円
〔
：
『
の
弓
の
「
巨
・
①
（
『
印
才
Ｃ
一
一
・

日
晩
の
【
の
、
冨
日
一
〔
夢
『
の
。
。
『
ロ
ョ
ロ
］
凹
瞬
の
ニ
ニ
・
の
．
シ
ロ
ケ
叩
く
の
『
翻
の
－
，
コ
己
⑪
。
。
『
く
の
『
。
【
【
の
ロ
二
一
ｓ
［
の
ロ
ロ
ヨ
⑰
●
ず
の
筐
巨
己
聴
の
ニ
ロ
の
『
、
○
二
且
の
『
祠
の
『
－
，
烹
の
》
」
心
窃
．

な
お
、
わ
が
国
で
も
戦
前
、
戦
中
に
お
け
る
ナ
チ
ス
刑
事
法
研
究
に
関
す
る
紹
介
、
論
文
、
著
書
等
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
程
で
あ
る
が
、
現
在

的
視
点
か
ら
の
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
悩
で
あ
る
。
最
近
こ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
、
前
田
朗
「
ナ
チ
ス
刑
事
司
法
研
究
の
課
題
」

中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
一
五
号
（
昭
和
六
一
年
）
一
○
一
頁
以
下
、
同
『
ナ
チ
ス
期
刑
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
序
説
」
同
一
六
号
（
昭
和
六
二
年
）

八
一
頁
以
下
が
あ
り
、
個
々
の
諸
文
献
に
つ
い
て
は
同
論
文
引
用
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
山
中
敬
一
「
ナ
チ
ス
刑
法
に
お
け
る
『
法
の
革

新
』
の
意
藥
‐
ｌ
そ
の
解
鬮
の
試
み
ｌ
」
ナ
チ
ス
研
究
革
ナ
チ
ス
法
の
思
想
と
蕊
爽
一
平
成
元
年
一
一
五
九
頁
以
下
を
も
参
照
．
な
お
当
艤
の

司
法
省
調
査
課
発
行
の
『
司
法
資
料
』
に
は
多
数
の
翻
訳
が
存
す
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
く
。

（
２
）
ナ
チ
ス
期
刑
法
理
論
と
い
っ
て
も
極
め
て
多
様
性
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
諸
見
解
の
糀
確
な
分
類
、
時
期
的
区
分
お
よ
び
そ
の
理
論
史
的
位
置
付
け
等

を
巡
る
諸
問
題
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
注
⑪
引
用
の
諸
文
献
等
参
照
。

（
３
）
因
の
『
。
○
の
、
可
ご
目
の
曰
ロ
ロ
ロ
］
》
同
旨
（
邑
営
『
巨
己
、
ご
こ
■
⑫
⑪
【
『
四
［
『
の
、
三
二
】
、
彦
の
の
望
⑪
扁
日
○
の
邑
天
の
二
三
坤
。
『
巨
皀
ロ
［
【
凹
砲
の
皀
旦
の
、
目
○
ロ
の
『
己
の
ロ
、
〔
『
口
〔
『
の
、
耳
の
の
竜
⑪
‐

房
己
⑩
』
房
』
・
の
・
篭
｛
。
（
本
書
翻
訳
．
ベ
ル
ン
ー
ｒ
・
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
縄
中
山
研
一
Ⅱ
浅
田
和
茂
監
訳
・
現
代
刑
法
体
系
の
基
本
問
題
〔
平
成
二
年
〕
一
一
一

六
頁
以
下
）
。
（
な
お
、
本
款
概
観
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
お
よ
び
フ
ェ
ル
バ
ー
［
用
○
一
四
己
『
の
］
す
の
『
》
目
の
『
の
、
言
⑫
三
】
色
１
，
房
の
一
［

』
＄
シ
局
『
］
罵
言
＠
の
ロ
ｚ
・
亘
『
①
ゴ
『
す
の
畳
ヨ
ョ
目
阻
８
１
Ｎ
巨
砲
一
の
一
ｓ
の
ご
因
の
一
〔
『
回
ｍ
２
Ｈ
『
凹
匡
《
）
』
の
⑫
ｚ
Ｃ
ヨ
『
の
声
『
『
の
。
三
⑪
Ｉ
』
召
Ｐ
⑫
・
患
］
両
者
の
夕

（
４
）
く
頤
一
・
句
『
】
の
。
『
－
，
ヶ
の
、
夛
呉
｛
⑪
（
の
ヨ
》
制
巨
『
勺
『
◎
す
］
の
目
囚
［
】
宍
。
①
『
（
の
｜
の
。
一
○
頭
蹟
、
ゴ
の
皀
国
の
砲
ユ
『
［
の
亘
一
。
Ｅ
二
ｍ
一
日
の
〔
『
蝕
守
の
、
宮
・
旨
碗
司
の
の
〔
⑩
、
ゴ
ユ
ヰ
ロ
の
『

Ｆ
の
一
℃
且
殖
の
『
］
ニ
ユ
⑪
肩
。
〔
四
戸
Ｅ
一
国
［
［
回
『
□
面
・
丙
－
，
ケ
ｍ
Ｈ
Ｑ
ｍ
ｎ
ヨ
ヨ
。
【
Ｎ
ロ
ロ
】
』
・
Ｚ
ｏ
ぐ
の
日
す
の
『
］
昌
一
．
』
場
③
》
ぬ
．
葛
（
【
．

（
５
）
四
回
ロ
の
ご
く
の
｝
Ｎ
の
］
》
Ｚ
鼬
冒
『
ｍ
一
一
⑫
ロ
旨
②
色
。
」
ご
く
の
耳
已
三
一
Ｃ
⑪
。
Ｃ
豆
の
】
目
の
｛
『
臼
守
の
ｎ
頁
ご
屋
韻
（
ヨ
ェ
ン
ヶ
ゴ
四
コ
ユ
ー
ニ
ョ
油
の
皀
頃
巨
目
の
［
『
員
『
の
、
烹
巨
ョ
旦
目
『

内
の
、
冨
呂
三
一
Ｃ
切
目
三
の
．
』
ヨ
ロ
の
．
『
『
｛
帛
・
）
な
お
、
本
書
の
藤
尾
彰
訳
「
刑
法
に
お
け
る
自
然
主
義
と
価
値
哲
学
」
法
政
理
論
五
巻
一
号
（
昭
和
四
七

イ
ト
ル
を
顧
慮
し
て
付
し
た
）
。
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が
示
す
よ
う
に
、
メ
ッ
ガ
ー
の
「
刑
法
上
の
構
成
要
件
の
意
義
に
つ
い
て
」
（
一
九
二
六
年
）
で
追
究
さ
れ
た
志
向
上
で
構
築
さ
れ
た

（
６
）

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
人
格
的
法
益
聿
諏
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

（
７
）

彼
も
、
構
成
要
件
、
違
法
性
お
よ
び
責
任
と
い
う
犯
罪
概
念
の
一
二
分
的
構
成
を
不
動
の
基
礎
だ
と
し
、
ま
ず
、
ベ
ー
リ
ン
グ
お
よ

び
Ｍ
・
Ｅ
・
マ
ィ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
苦
労
し
て
創
り
出
さ
れ
、
刑
法
理
論
の
共
通
財
に
算
入
す
る
構
成
要
件
の
概
念
を
、
犯
罪
論
の
出

（
８
）

発
点
だ
と
表
一
不
す
る
。
し
か
し
、
「
構
成
要
件
該
当
性
の
諸
類
型
」
の
中
で
、
彼
は
、
行
為
者
心
理
的
お
よ
び
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル

を
包
含
す
る
修
正
後
の
ベ
ー
リ
ン
グ
の
理
論
（
一
九
一
一
一
○
年
）
の
意
味
に
お
け
る
「
犯
罪
類
型
ｅ
の
一
諄
扇
【
百
口
、
）
」
と
彼
の
構
成
要

（
９
）

件
と
を
同
一
の
も
の
だ
と
す
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
類
型
と
し
て
の
構
成
要
件
は
、
全
く
犯
罪
類
型
を
形
成
す
る
す
べ
て
の
も

の
を
含
ん
で
い
る
。
特
に
Ｅ
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
理
論
に
と
っ
て
注
目
に
値
し
、
か
つ
基
本
的
な
こ
と
は
、
法
規
が
行
為
者
を
類
型
化
す

（
皿
）

る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
含
む
行
為
者
類
型
（
『
蝕
斤
の
耳
旨
巨
、
）
と
行
為
類
型
（
曰
四
戸
ロ
ロ
ニ
⑫
）
と
に
構
成
要
件
を
分
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
本
論
文
の
目
的
は
、
彼
に
と
っ
て
ま
ず
第
一
に
、
個
々
の
犯
罪
類
型
の
構
造
研
究
を
通
し
て
、
各
則
の
体
系
性
へ
の

（
ｕ
〉

｜
寄
与
を
果
そ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
構
成
要
件
は
そ
の
構
成
要
素
へ
の
分
解
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
彼
に
と
っ
て
構
成
要
件
該
当
性
の
諸
類
型
は
、
「
行
為
の
要
素
（
国
の
日
の
貝
の
Ｑ
の
【
西
目
巳
目
、
）
」
（
時
間
的
順
序
に
従
え
ば
、
①

意
思
決
定
［
三
一
一
一
の
ご
用
具
の
、
匡
呂
］
②
意
思
実
行
［
三
一
一
一
の
。
⑫
ワ
の
＆
高
昌
個
］
、
お
よ
び
③
意
思
結
果
［
冨
一
一
の
ｐ
ｍ
の
『
（
○
一
ｍ
］
）
お
よ
び
「
行

為
の
事
情
（
因
四
且
一
目
、
の
ｐ
Ｂ
ｍ
威
己
の
）
」
（
グ
ル
ー
プ
毎
に
分
け
る
と
、
①
経
験
的
［
①
日
菖
⑩
＆
］
行
為
事
情
Ⅱ
空
間
的
・
時
間
的
規

定
［
Ｉ
Ｍ
．
Ｅ
・
マ
ィ
ヤ
ー
の
い
わ
ゆ
る
態
様
（
三
・
□
島
＆
【
）
］
お
よ
び
行
為
客
体
、
②
目
的
論
的
［
〔
の
一
の
○
一
・
四
ｍ
：
］
行
為
事
情
Ⅱ

規
範
的
構
成
要
件
要
素
、
③
人
格
的
［
己
①
厨
。
：
」
］
行
為
事
情
Ⅱ
主
観
的
構
成
要
件
要
素
）
が
、
個
別
機
成
要
件
の
中
で
特
別
な
方
法

で
変
化
し
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
変
化
の
特
殊
・
類
型
的
意
味
に
基
づ
き
（
論
理
的
お
よ
び
目
的
論
的
に
）
犯
罪
は
明
白
に
区
別
さ

（
吃
）

れ
る
グ
ル
ー
プ
に
統
括
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
い
う
事
実
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
構
成
要
件

雪
性
の
類
型
論
す
な
わ
ち
犯
鬚
型
グ
ル
「
プ
の
カ
タ
ロ
グ
Ｉ
そ
れ
は
通
常
示
さ
れ
る
よ
う
に
彗
雲
的
側
面
か
ら
「
利

190



正当防衛における「防衛意思」 の問題点口

、
、
、
、
、
、
、
、
、

益
侵
害
」
の
カ
タ
ロ
グ
と
－
）
て
現
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
律
的
側
面
か
ら
行
為
類
型
の
カ
タ
ロ
グ
（
四
口
目
一
目
、
の
〔
旨
）
の
ロ
百
国
一
○
ｍ
）

を
意
味
す
る
ｌ
Ｉ
－
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
類
型
は
、
個
別
構
成
要
件
に
対
し
て
よ
り
高
度
の
抽
象
化
の
段
階
と
し
て

現
わ
れ
る
。
最
も
一
般
的
な
犯
罪
概
念
と
個
別
特
殊
の
犯
罪
概
念
と
の
間
に
、
な
お
犯
罪
グ
ル
ー
プ
（
「
の
【
耳
の
＆
の
ロ
の
殖
目
弓
の
）
の
慨

Ｅ
・
ヴ
オ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
が
行
為
者
を
類
型
化
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
行
為
（
不
法
）
構
成
要
件
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
こ
こ
で
典
型
的
な
一
例
の
み
を
挙
げ
る
と
、
た
と
え
ば
、
メ
ッ
ガ
ー
の
目
的
犯
な
い
し
へ
－
グ
ラ
ー
の
超
過
す
る
内
心
傾

向
を
も
つ
犯
罪
に
対
応
す
る
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
目
的
利
用
犯
（
Ｎ
葛
の
Ｃ
互
一
の
目
ｎ
房
の
岸
且
の
一
一
戸
）
」
と
名
付
け
ら
れ
た
構
成
要
件
（
そ

れ
は
、
「
…
す
る
た
め
に
…
あ
る
こ
と
を
な
す
者
は
（
二
言
円
の
言
四
ｍ
目
…
七
日
…
目
…
倉
）
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
）
、
特
に
客
観
的
目
的
利
用
犯
に
関
連
し
て
、
そ
の
場
合
の
当
罰
性
（
の
【
日
罫
ご
ａ
信
戸
の
岸
）
は
、
行
為
者
の
動
機
付
け
と
い
う
特

別
の
危
険
性
に
在
り
、
か
よ
う
な
危
険
性
は
責
任
に
属
さ
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
行
為
者
の
危
険
性
は
、
そ
れ
が
具
体
的
な
諸
事
情

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
抽
象
的
行
為
類
型
の
構
成
要
素
と
な
る
と
き
に
は
、
不
法
構
成
要
素
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
、
個
人
お
よ
び
そ

の
性
格
学
か
ら
引
驫
さ
れ
た
蒙
的
行
薯
誓
に
関
す
る
判
断
ｌ
そ
れ
峰
一
切
の
抽
象
的
行
為
菱
に
相
応
す
る
よ
う
に

ｌ
峰
「
責
任
の
震
要
素
で
は
灘
く
行
為
（
不
法
）
霞
襄
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
な
議
事
例
に
お
い
て
峰
『
危
墜
は

、
、
、

主
観
的
『
社
会
侵
害
性
』
と
し
て
、
も
し
く
は
以
下
の
よ
う
に
も
一
一
一
一
口
い
う
る
よ
う
に
、
不
法
の
人
格
的
（
個
別
的
で
は
な
い
ノ
・
）
化

、
、
、

体
と
し
て
現
わ
れ
る
。
」
（
傍
点
原
文
隔
字
体
）
。
そ
の
際
、
Ｅ
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
彼
の
フ
ラ
ィ
ブ
ル
ク
の
就
任
講
演
『
行
為
者
の
本
質

に
つ
い
て
』
（
一
九
一
一
一
一
一
年
）
で
詳
述
さ
れ
る
に
至
る
見
解
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
性
（
目
算
の
【
円
冨
坤
）
と
は
人
格
の
堕
落
も
し
く

（
妬
）

は
心
情
の
堕
落
を
意
味
す
る
と
い
う
見
解
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
彼
が
、
既
述
の
「
危
険
性
」

に
あ
っ
て
は
、
行
為
者
の
「
法
的
人
格
性
の
荒
廃
」
の
中
に
本
来
の
当
罰
的
な
「
損
害
（
の
呂
且
目
）
」
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
と
述
べ

て
い
る
点
で
明
白
と
な
る
。
行
為
者
の
中
で
社
会
損
害
が
生
ず
る
。
「
彼
の
法
的
人
格
性
の
自
己
断
頭
（
の
①
一
宮
ａ
の
百
℃
言
の
日
。
、
）
の

現
わ
れ
る
。
最
も
一
般
的
な
犯
》

（
ｕ
）

念
が
押
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
』
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（
Ⅳ
）

中
に
、
彼
の
所
為
の
実
質
的
な
（
９
口
つ
と
も
、
『
主
観
的
に
』
根
拠
付
け
ら
れ
た
）
不
法
が
存
在
す
る
。
」
メ
ッ
ガ
ー
や
ツ
ィ
ン
マ
ー

ル
は
、
な
る
ほ
ど
実
質
的
不
法
に
と
っ
て
の
主
観
的
不
法
要
素
の
意
義
を
認
識
し
た
が
、
実
質
的
不
法
の
特
質
（
Ｃ
ｇ
－
菌
こ
の
個
々

（
旧
）

の
具
体
的
相
違
に
つ
い
て
は
詳
し
く
述
べ
な
か
っ
た
。
客
観
的
な
財
の
侵
害
の
み
か
ら
出
発
Ｉ
）
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
法
的

（
四
）

世
界
に
と
っ
て
根
本
的
な
人
格
の
領
域
を
凡
そ
把
捉
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
「
、
王
観
的
櫛
成
要
件
（
不
法
）
要
素
は
、
た

く
刎
）

だ
に
形
式
的
違
法
性
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
実
質
的
違
法
性
に
と
っ
て
９
Ｕ
意
義
を
も
つ
、
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
、
財
お
よ
び
利
益
の
存
立

（
皿
）

に
お
け
る
と
同
様
、
法
的
世
界
の
人
格
的
存
立
に
お
け
る
侵
害
ｊ
Ｕ
存
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
。

以
上
の
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
「
榊
成
要
件
該
当
性
の
諸
類
型
」
の
中
に
、
立
法
者
が
た
だ
に
行
為
の
み
な
ら
ず
行
為
者
を
も
構

成
要
件
の
中
で
類
型
化
し
た
の
だ
と
考
え
、
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
は
行
為
の
種
類
に
関
す
る
一
般
的
な
（
個
別
的
で
は
な
い
）

価
値
判
断
だ
け
で
な
く
、
行
為
者
性
（
目
算
の
『
⑫
、
富
（
【
の
日
農
一
婆
の
一
（
）
に
関
す
る
価
値
判
断
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行

為
者
を
類
型
化
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
行
為
者
属
性
）
に
、
悪
意
、
職
業
性
、
超
過
的
内
心
傾
向
な
ら
び
に
故
意
・
過
失
と
い
っ
た

類
型
化
さ
れ
た
一
般
的
心
理
的
活
動
耀
諦
（
ヴ
ォ
ル
フ
の
い
わ
ゆ
る
「
類
型
的
意
思
傾
向
を
も
つ
意
思
臓
誉
」
）
等
を
挙
げ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
法
定
の
行
為
者
類
型
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
主
観
的
構
成
要
件
要
素
の
意
義
は
、
こ
れ
ら
の
諸
事
例
に
お
い
て
は
、
行

為
の
違
法
性
は
行
為
者
の
主
観
的
態
度
（
意
図
等
々
）
に
よ
っ
て
と
も
に
根
拠
付
け
ら
れ
、
こ
れ
な
く
し
て
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う

点
に
正
に
存
す
る
の
だ
か
ら
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
主
観
的
構
成
要
件
を
も
つ
諸
事
例
の
範
囲
を
メ
ッ
ガ
１
以
上
に
は
る
か
に
拡
張
す
る
に

（
別
）

至
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
あ
る
。
か
よ
う
な
点
で
、
ン
ユ
ヴ
ァ
イ
ヶ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
論
に
対
し
て
Ｅ
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
特
に

貢
献
し
た
重
要
な
点
は
、
ま
ず
、
彼
が
不
法
構
成
要
件
の
人
格
的
、
行
為
者
関
係
的
部
分
を
意
識
さ
せ
た
こ
と
、
お
よ
び
主
観
的
不

法
要
素
の
従
来
の
実
質
的
根
拠
付
け
の
欠
陥
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
メ
ッ
ガ
ー
や
ツ
ィ
ン
マ
ー
ル
の
一

元
的
実
質
的
違
法
論
と
は
異
な
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
結
果
無
価
値
と
並
ん
で
人
格
的
無
価
値
を
認
識
し
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
実

際
上
、
現
代
的
違
法
論
が
行
為
無
価
値
お
よ
び
心
情
無
価
値
と
い
う
用
語
で
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
と
全
く
同
様
の
も
の
を
主
張
し
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（
溺
）

て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
評
Ｉ
し
て
い
る
。

（
配
）

も
っ
と
９
口
、
Ｅ
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
こ
の
よ
う
な
認
識
を
既
述
の
論
文
『
行
為
者
の
本
質
に
つ
い
て
』
（
本
論
文
は
、
前
記
の
『
構
成
要

件
該
当
性
の
諸
類
型
』
が
公
刊
さ
れ
た
同
年
の
一
九
一
一
一
一
年
一
一
月
一
二
日
に
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
で
行
な
っ
た
就
任
講
演
の
内
容
を
公

刊
し
た
も
の
で
あ
る
）
で
、
部
分
的
に
明
ら
か
に
再
び
放
棄
す
る
。

さ
て
、
本
稿
で
の
彼
の
問
題
関
心
は
、
「
行
為
者
性
の
諸
類
型
論
（
Ｆ
＆
【
の
ご
目
Ｑ
の
ロ
》
曰
弓
の
二
・
の
Ｈ
弓
騨
の
『
の
、
富
津
目
〕
昌
一
畏
の
一
〔

（
”
）

へ
）
」
を
新
た
に
展
開
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
「
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
は
行
為
で
は
な
く
、
行
為
者
で
あ
る
」
と
い
う
人
口

（
餌
）

に
謄
灸
‐
し
た
フ
ラ
ン
ッ
．
ｖ
・
リ
ス
ト
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
か
ら
出
発
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
行
為
者
の
概
念
は
古
い
自
然
科
学
的
考
察

（
鱒
）

方
法
に
由
来
す
る
９
℃
の
で
あ
っ
て
、
「
真
の
行
為
者
刑
法
の
発
展
」
を
阻
害
し
て
き
た
と
す
る
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
本
質
科
学
的
人

（
釦
）
、
、
、
、
＄
、
、
、

格
論
と
法
律
的
価
値
論
の
思
想
を
基
礎
に
行
為
者
を
法
的
文
化
の
生
活
領
域
の
中
で
把
、
え
る
べ
き
だ
と
し
、
「
行
為
者
は
そ
の
本
質

、
、
、
、
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
釦
）

上
、
堕
落
し
た
法
的
心
情
を
Ｊ
ひ
つ
法
共
同
体
の
人
格
的
構
成
員
で
あ
る
。
」
（
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為

者
の
堕
落
し
た
心
情
の
中
に
、
「
人
格
的
損
害
」
、
法
的
人
格
性
の
荒
廃
Ｉ
－
彼
が
、
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
記
念
論
文
集
で
表
現
し
た
よ

う
に
ｌ
が
、
罵
し
て
い
る
．
墓
「
人
欝
震
の
中
に
、
損
害
人
格
的
法
薑
冨
震
し
よ
う
と
す
る
試
み
ば
本

論
文
で
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
者
の
心
情
、
す
な
わ
ち
堕
落
し
た
法
的
心
情
そ
の
も
の
が
判
断
の
対
象
と
さ
れ
、

（
鑓
）

そ
れ
が
こ
の
行
為
者
論
の
特
徴
を
ｊ
Ｕ
な
し
て
い
る
。

で
は
、
前
稿
で
人
格
的
法
益
侵
害
、
人
格
的
・
行
為
者
関
係
的
不
法
構
成
要
件
と
さ
れ
た
主
観
的
構
成
要
件
（
不
法
）
要
素
に
つ

い
て
は
ど
う
か
。
本
稿
で
は
特
に
、
メ
ッ
ガ
ー
の
意
味
に
お
け
る
主
観
的
構
成
要
件
要
素
の
体
系
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
れ
ら
は
責
任
に
属
さ
ず
、
外
部
的
行
為
記
述
の
意
味
に
お
け
る
構
成
要
件
該
当
性
に
属
さ
ず
、
ま
た
犯
罪
類

型
に
関
す
る
客
観
的
無
価
値
判
断
、
す
な
わ
ち
、
違
法
性
に
も
属
さ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
、
法
定
の
行
為
者
の
類
型
化
の
不

、
、
、
、
、
、
、
、

十
分
な
試
み
と
し
て
、
構
成
要
件
該
当
性
の
諸
類
型
と
同
等
の
権
利
を
も
つ
と
み
ら
れ
る
行
為
者
性
の
諸
類
型
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
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な
お
、
本
書
で
実
質
的
違
法
性
と
の
関
連
で
、
や
っ
と
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
防
衛
意
思
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
「
従
来
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
違
反
性
の
意
味
に
お
け
る
社
会
違
反
性
の
も
と
で
の
み
考
え
ら

れ
て
い
る
実
質
的
違
法
性
の
思
想
は
、
国
家
違
反
性
と
し
て
把
握
さ
れ
、
一
層
保
持
さ
れ
、
か
つ
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
。
主
観
的
不

法
の
根
拠
付
け
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
原
文
改
行
）
こ
の
意
味
で
正
当
化
事
由
も
ま
た
変
形
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に

社
会
の
防
衛
で
は
な
い
正
当
防
衛
は
、
そ
の
権
限
を
失
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
（
－
正
当
防
衛
・
筆
者
注
）
は
国
家
防
衛

（
の
国
鳥
。
。
（
言
の
耳
）
で
あ
る
場
合
に
義
務
と
な
る
。
防
衛
の
意
思
（
ご
円
［
の
己
］
ぬ
目
鴨
ミ
ー
ー
ー
の
）
お
よ
び
法
共
同
体
の
役
員
と
し
て
行

為
す
る
と
い
う
意
識
が
、
正
当
防
衛
行
為
の
権
限
に
と
っ
て
決
定
的
と
な
る
。
防
衛
を
な
し
う
る
財
の
領
域
は
非
物
質
的
国
家
財
の

（
鍋
）

方
向
に
お
け
る
拡
張
を
必
要
と
す
る
。
」
と
。
以
上
の
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
も
防
衛
意
思
の
必
要
説
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
な
お
、

ナ
チ
ス
時
代
の
正
当
防
衛
権
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
「
健
全
な
る
民
族
観
念
（
晩
の
の
目
Ｑ
の
ぐ
・
岸
の
目
⑪
、
冨
巨
目
、
）
」
（
な
い
し
「
健
全

な
る
民
族
感
情
」
）
に
よ
る
社
会
（
倫
理
）
的
制
限
と
、
他
方
で
国
家
防
衛
（
の
日
日
、
ロ
・
胃
①
胃
）
に
対
す
る
正
当
防
衛
権
の
拡
大
に

（
㈹
）

特
色
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
か
よ
う
な
視
点
を
も
考
慮
す
る
場
合
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
必
要
説
の
論
拠
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
）
。

（
認
）

あ
る
。
」
（
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
、
王
観
的
構
成
要
件
（
不
法
）
要
素
は
不
法
の
基
体
に

も
責
任
の
基
体
に
も
位
置
付
け
ら
れ
ず
、
行
為
者
の
類
型
化
の
要
素
と
し
て
、
違
法
性
と
責
任
と
並
ぶ
特
殊
存
在
、
し
た
が
っ
て
ま

（
狐
）

た
、
可
罰
性
の
た
め
の
独
自
の
第
一
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
誼
）

だ
が
、
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
の
年
（
一
九
一
一
一
一
二
年
）
に
公
刊
さ
れ
た
彼
の
『
刑
法
改
正
の
危
機
と
新
構
成
』
で
は
、
不
分
明
な
が

ら
、
不
法
の
基
体
と
並
ぶ
特
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
行
為
者
性
の
諸
類
型
の
要
素
は
、
む
し
ろ
（
主
観
的
な
）
不
法
論
の
領
域

（
鋼
）

へ
の
再
転
換
へ
の
示
唆
が
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
法
共
同
体
の
役
員
（
句
ロ
ロ
【
〔
一
・
＆
『
）
と
し
て
行
為
す
る
と
い
う
内
心
的
な
確

〈
”
）

信
の
要
件
を
、
主
観
的
正
当
化
要
素
と
１
」
て
」
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
な
解
決
へ
の
傾
向
を
看
取
す
る
こ
と
が

（
犯
）

で
き
し
よ
う
。
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ま
ず
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
ー
ッ
ィ
ン
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
現
象
学
へ
の
依
存
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
解
釈
、
概
念
構

成
お
よ
び
体
系
性
を
規
定
す
べ
き
思
考
方
法
の
若
干
の
要
素
を
少
し
く
考
察
す
る
と
き
に
は
、
確
証
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
は
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
還
元
方
法
と
同
じ
く
、
非
本
質
的
な
も
の
の
排
除
を
目
指
し
、
意
識
的

（
媚
）

な
「
注
視
方
向
の
単
純
化
」
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
「
本
質
（
三
の
冊
。
）
」
と
か
「
本
質
的
な
（
葛
の
⑫
の
。
富
津
）
」
と
か
、
と
り
わ
け
「
本

（
仰
）

質
直
感
（
ヨ
の
い
の
皀
膀
、
宮
口
）
」
と
い
っ
た
一
一
一
一
口
葉
の
多
用
は
、
現
象
学
と
の
関
連
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

（
媚
〉

れ
に
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
Ⅱ

二
本
款
一
概
観
で
も
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
期
刑
法
学
を
代
表
す
る
最
も
典
型
的
な
刑
法
理
論
の
一
つ
で
あ
る
、
い
わ

（
、
）

ゆ
る
「
キ
ー
ル
学
派
」
（
ダ
ー
ム
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
）
の
見
解
に
つ
き
、
本
稿
の
一
ア
ー
マ
と
の
連
関
で
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ

る
諸
点
に
つ
き
、
以
下
で
は
キ
ー
ル
学
派
の
⑪
哲
学
的
背
景
、
②
犯
罪
論
、
と
く
に
そ
の
人
格
的
な
い
し
倫
理
的
不
法
観
に
分
っ
て
、

若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

⑪
三
○
年
代
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
を
国
民
社
会
主
義
（
ナ
チ
ズ
ム
）
の
理
念
に
整
序
し
、
か
つ
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
い
わ
ゆ
る

自
由
主
義
的
基
本
態
度
の
対
極
と
し
て
自
ら
を
自
覚
し
た
キ
ー
ル
学
派
が
、
圧
倒
的
に
政
治
的
根
拠
か
ら
成
立
し
た
。
キ
ー
ル
学
派

に
よ
れ
ば
、
「
カ
ン
ト
主
義
の
概
念
構
成
の
抽
象
化
的
方
法
」
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
的
「
分
解
思
考
」
に
代
え
て
、
全
体
的
、

、
、
、

（
他
）

具
体
的
な
、
か
つ
辻
〈
同
体
関
係
的
法
思
想
が
登
場
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
キ
ー
ル
学
派
に
対
し
、
マ
ー
ル
プ
ル
ク
の
二
人
の
教
授
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
お
よ
び
ツ
ィ
ン
マ
ー
ル
は
そ
の
共
著
『
刑
法
に
お

く
偲
）

（
“
）

け
る
本
質
直
観
と
具
体
的
秩
序
思
想
』
（
一
九
一
一
一
七
年
）
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
基
本
一
ア
ー
ゼ
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ー

ム
と
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
刑
法
学
上
の
見
解
は
、
哲
学
上
の
学
説
に
全
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ

の
方
法
・
体
系
は
現
象
学
と
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
具
体
的
秩
序
思
想
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。
こ
の
同
時
代
の
観
察
者

に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
断
が
、
こ
の
精
神
史
的
問
題
を
再
度
今
日
的
視
点
か
ら
推
持
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
検
討
課
題
を
わ
れ
わ
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だ
が
、
こ
の
よ
う
な
徴
懸
は
、
ダ
ー
ム
や
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
現
象
学
を
刑
法
に
転
換
し
よ
う
と
企
て
た
と
い
う
判
断
を
十
分

（
岨
）

根
拠
付
け
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
マ
ル
ク
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
厳
密
な
現
象
学
的
方
法
を
（
民
）
法
学
に
導
入
し
よ
う
と

し
た
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
と
比
較
す
る
と
、
ダ
ー
ム
と
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
全
く
異
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
明
ら
か
に
専
門
哲
学

的
な
現
象
学
に
依
存
も
し
な
け
化
腰
、
同
じ
く
そ
の
思
考
シ
ュ
ー
マ
の
一
つ
も
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
現
象
学
が
少
な
く
と
も
出

発
に
お
い
て
認
識
手
段
と
し
て
の
合
理
的
論
理
を
使
用
し
た
の
に
反
し
、
ダ
ー
ム
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
っ
た
反
自
由
主
義
的

刑
法
学
者
は
、
明
白
に
も
合
理
主
義
と
闘
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
「
本
質
直
観
」
は
、
何
ら
精
確
に
提
供
可
能
な
方
法
を
形
成
し

て
お
ら
ず
、
全
体
的
か
つ
本
質
的
に
思
考
す
る
と
い
う
単
な
る
要
求
は
、
非
合
理
主
義
と
直
感
主
義
だ
け
を
結
果
的
に
も
ち
え
た
も

〈
釦
〉

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
た
だ
、
、
ン
ユ
ヴ
ィ
ン
ゲ
ー
ッ
ィ
ン
マ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ダ
ー
ム
お

（
印
）

（
麺
〉

よ
び
、
ン
ヤ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
に
直
接
的
に
従
っ
た
ケ
ン
ペ
ル
マ
ン
に
基
づ
く
も
の
だ
と
し
て
も

（
副
）

い
る
）
。

も
っ
と
も
、
マ
ル
ク
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
ダ
ー
ム
ー
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
と
現
象
学
と
の
間
に
全
く
何
等
の
関
係
も
な
か
っ

た
と
主
張
す
る
な
ら
、
事
柄
を
十
分
に
弁
え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
現
象
学
は
既
に
二
○
年
代
に
お
い
て
哲
学

の
専
門
領
域
の
限
界
を
越
え
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
非
合
理
主
義
の
高
揚
に
よ
っ
て
熱
狂
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
単
純
化
と
通
俗
化

の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
現
象
学
の
非
合
理
的
な
最
終
局
面
、
す
な
わ
ち
、
対
象
の
「
直
感
」
が
現
象
学
的
方
法
の
唯
一
の
内
容
た
ら

し
め
ら
れ
た
。
か
よ
う
な
形
態
で
、
生
の
哲
学
と
反
自
由
主
義
的
、
反
民
主
主
義
的
政
治
改
革
運
動
と
が
結
合
し
て
、
そ
の
意
識
の

（
別
）

底
流
下
で
大
い
に
反
自
由
主
義
刑
法
学
に
影
響
し
た
と
い
、
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
弱
）

次
に
、
キ
ー
ル
学
派
は
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
、
特
に
彼
の
具
体
的
秩
序
思
想
に
依
拠
し
て
い
る
と
す
る
、
ン
ユ
ヴ
ィ
ン
ゲ
ー

（
弱
）

ツ
ィ
ン
マ
ー
ル
の
主
張
は
ど
う
か
。
こ
の
立
証
は
比
較
的
簡
単
で
あ
る
。
キ
ー
ル
学
派
は
、
し
ば
し
ば
か
つ
詳
細
に
Ｃ
・
・
ン
ユ
ミ
ッ

ト
の
理
論
に
触
れ
、
思
考
を
具
体
的
秩
序
に
整
序
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
要
求
を
行
な
い
、
そ
れ
は
「
人
格
的
」
行
為
者
概
念
や
義
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も
っ
と
も
、
ダ
ー
ム
と
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
刑
法
理
論
が
具
体
的
秩
序
思
想
に
完
全
に
依
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
な

い
。
マ
ル
ク
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
の
完
全
な
模
倣
と
い
う
の
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、

こ
れ
は
何
ら
包
括
的
な
思
考
手
続
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
具
体
的
に
思
考
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
考
上
の
ア
ピ
ー
ル
以
上
の
も
の
で

は
な
い
。
つ
ま
り
、
具
体
的
秩
序
思
考
の
類
型
は
、
厳
格
に
従
う
た
め
に
必
要
な
安
定
的
な
拠
り
所
を
欠
く
程
に
ま
で
広
範
か
つ
多

（
閉
）

様
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
具
体
的
秩
序
思
想
の
核
心
、
す
な
わ
ち
、
抽
象
化
と
合
理
、
王
義
の
回
避
と
い
う
の
は
、
広
範
に

普
及
し
て
い
た
当
時
の
精
神
的
時
代
思
潮
に
相
即
し
て
い
た
と
い
う
点
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
キ
ー
ル
学
派
の
新
理
論
を
具

体
的
秩
序
に
整
序
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
は
、
必
然
的
に
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
具
体
的
秩
序
思
想
を
前
提
と
す
る
わ
け
で
は
な

（
弱
）

か
つ
た
。
そ
れ
故
に
、
マ
ル
ク
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
依
存
（
シ
ワ
颪
凋
冨
の
一
斤
）
と
い
う
よ
り
は
調
和
（
○
一
の
】
ｎ
房
一
目
頤
）
と
述
べ
る
方
が

務
侵
害
と
し
て
の
犯
罪
の
解
釈
の
中
に
沈
澱
し
、
た
と
え
ば
、
不
法
阻
却
事
由
や
不
真
正
不
作
為
犯
の
領
域
に
広
範
な
帰
結
を
も
た

な
お
、
最
後
に
、
マ
ル
ク
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
ー
ッ
ィ
ン
マ
ー
ル
が
挙
げ
な
か
っ
た
第
三
の
背
景
と
し
て
、
ビ
ン
ダ
ー

（
印
）

お
よ
び
そ
の
弟
子
ラ
レ
ン
ッ
の
い
わ
ゆ
る
「
新
へ
１
ゲ
ル
、
王
義
」
と
の
連
関
が
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
ラ
レ
ン
ッ
は

（
配
）

「
キ
ー
ル
学
派
」
の
法
哲
学
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
新
へ
－
ゲ
ル
、
王
義
が
反
自
由
、
王
義
的
刑
法
学
の
見
解
の
中
に
明

（
“
）

白
な
痕
跡
を
残
し
て
い
る
こ
と
等
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
付
一
一
冒
し
て
お
く
。

以
上
か
ら
零
「
ル
学
派
に
あ
っ
て
は
「
新
し
い
哲
学
上
の
窯
ｌ
こ
こ
で
は
現
拳
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
お
よ
び
生
の
哲

学
ｌ
が
、
断
片
的
に
援
用
さ
れ
、
単
純
化
さ
れ
、
混
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
法
上
の
立
場
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て

い
」
た
の
で
あ
っ
て
、
キ
ー
ル
学
派
の
こ
の
よ
う
な
思
考
手
続
は
、
「
一
定
の
政
治
的
意
思
に
よ
っ
て
直
接
に
操
縦
さ
れ
て
い
」
（
傍

（
則
）

点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）
た
と
い
う
点
に
特
色
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

か
つ
た
。
そ
れ
故
に
、

よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
、

（
釘
）

ら
す
こ
と
に
党
捗
っ
た
。

も
っ
と
も
、
グ
ー
。

（
㈹
）

と
三
」
れ
る
。
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②
キ
ー
ル
学
派
の
犯
罪
論
を
、
フ
ロ
ン
メ
ル
に
従
っ
て
一
一
一
一
一
口
で
表
現
す
れ
ば
「
一
元
的
体
系
（
曰
○
日
印
房
呂
の
印
の
湯
庁
の
日
）
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
（
キ
ー
ル
学
派
の
Ⅱ
筆
者
注
）
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、
一
般
的
犯
罪
概
念
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
対

し
て
一
元
的
体
系
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
綜
合
的
統
合
思
考
の
ス
タ
イ
ル
に
お
け
る
構
成
要
件
該
当
性
、

違
法
性
お
よ
び
責
任
と
い
っ
た
古
典
的
分
離
を
放
棄
し
、
そ
し
て
構
成
要
件
の
修
正
を
通
し
て
行
為
者
類
型
（
目
算
の
『
ご
己
）
の
方
向

（
開
）

に
お
い
て
全
体
的
な
非
難
性
判
断
（
違
法
性
と
責
任
を
包
括
す
る
）
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
」
と
。

（
“
）

こ
の
よ
う
に
キ
ー
ル
学
派
の
攻
撃
は
、
従
来
の
犯
罪
論
体
系
全
般
に
わ
た
る
広
範
か
つ
激
烈
な
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
不
法

論
に
焦
点
を
当
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｅ
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
キ
ー
ル
学
派
の
進
撃
以
前
に
不
法
の
人
格
的
側
面
を
意
識
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
、

不
法
を
メ
ッ
ガ
ー
お
よ
び
ツ
ィ
ン
マ
ー
ル
の
よ
う
に
法
益
侵
害
も
し
く
は
利
益
侵
害
と
し
て
把
え
る
の
で
は
な
く
、
人
格
的
領
域
の

（
町
）

中
に
も
不
法
要
素
を
承
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ダ
ー
ム
と
、
ン
ヤ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
重
点
を
犯
罪
の
人
格
的
・
倫
理
的
側
面
に

（
鯛
）

全
く
置
き
換
、
え
、
そ
し
て
法
益
概
念
に
の
み
整
序
さ
れ
た
目
的
論
的
方
法
と
闘
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
た
だ
に
法
益
の
み
な
ら
ず
、
義
務
、
心
情
と
い
っ
た
も
の
を
法
的
判
断
の
要
素
で
あ
る
と
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
素
の
何
れ
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
か
は
、
結
局
は
世
界
観
的
お
よ
び
政
治
的
決
断
を
前
提
に
す
る
。
そ

こ
で
法
震
書
と
し
て
の
犯
罪
は
古
典
的
自
由
主
義
ｌ
そ
れ
は
国
家
を
個
人
の
自
由
領
域
の
鑑
と
い
う
消
極
的
活
動
に
限

定
し
た
ｌ
の
團
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
特
徴
的
霧
で
あ
奏
・
だ
が
良
艤
喬
体
思
想
に
整
序
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
今

や
、
名
誉
（
両
耳
の
）
、
忠
誠
（
目
『
の
こ
の
）
お
よ
び
義
務
（
勺
葭
、
耳
）
と
い
っ
た
概
念
が
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
研
究
の
中
心
点
に
入

（
わ
）

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
は
、
何
と
い
っ
て
も
ま
ず
、
民
族
共
同
体
の
義
務
侵
害
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
違
法
性
の
、
王
観
主
義

（
九
）

化
’
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
「
意
思
刑
法
」
の
棗
に
す
ぎ
葱
い
’
が
生
ず
る
の
で
あ
る
．
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ

、
、
、
、
（
花
）

ば
、
ま
ず
第
一
に
、
犯
罪
は
義
務
侵
害
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
は
、
義
務
侵
害
の
事
実
と
程
度
は
そ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
結
果
の

198



正当防衛における「防衛意思」の問題点口

（
河
）

発
生
と
は
何
ら
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
た
と
え
ば
未
遂
と
既
遂
の
同
一
視
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
義
務
侵
害
と
並

（
洞
）

ん
で
、
個
別
犯
罪
の
形
成
に
お
い
て
あ
る
場
合
に
は
弱
く
、
あ
る
場
ム
ロ
に
は
強
く
影
響
す
る
心
情
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
最

（
布
）

後
に
、
犯
罪
の
攻
撃
客
体
の
相
違
へ
の
顧
慮
，
ロ
ま
た
全
く
不
可
欠
で
あ
る
。
違
法
性
と
責
任
に
対
し
て
は
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
に

と
っ
て
は
（
第
一
次
的
な
）
義
務
侵
害
と
し
て
の
犯
罪
観
か
ら
、
そ
の
区
別
に
対
す
る
内
在
的
根
拠
が
欠
落
す
る
と
い
う
帰
結
が
生

（
乃
）

（
両
）

ず
る
の
で
あ
る
．
’
そ
の
後
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
犯
罪
の
中
に
一
鬘
義
秩
序
言
旦
・
ａ
冒
蠣
）
に
対
す
る
違
反
を
み
、

そ
こ
で
、
最
も
重
要
な
観
点
と
し
て
、
順
次
、
背
信
（
曰
『
の
弓
『
ロ
ｎ
画
）
、
裏
切
り
（
く
の
『
『
ｇ
）
お
よ
び
義
務
侵
害
（
句
四
一
、
宣
く
の
【
一
の
目
目
、
）

を
算
え
上
げ
た
。
ダ
ー
ム
に
よ
っ
て
も
、
犯
罪
を
内
乱
（
四
・
、
言
の
【
日
斧
）
お
よ
び
反
逆
（
Ｆ
目
９
ｍ
叩
く
の
『
『
四
斤
）
を
超
え
る
裏
切
り
（
「
①
『
『
ｇ
）

（
犯
）

と
し
て
把
え
る
こ
と
で
、
犯
罪
の
重
点
キ
ー
大
い
に
倫
理
的
側
面
に
移
動
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
本
稿
の
直
接
的
テ
ー
マ
で
あ
る
「
防
衛
意
思
」
と
の
関
連
で
は
ど
う
か
。
既
述
の
よ
う
に
、
従
来
の
主
観
的
違
法
要
素
を

（
ね
）

法
益
侵
害
性
を
中
心
と
す
る
目
的
論
的
考
察
に
よ
る
個
別
的
証
明
を
要
す
る
と
さ
れ
る
見
解
に
対
す
る
重
大
な
疑
念
か
ら
、
、
ン
ヤ
フ

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
正
当
防
衛
お
よ
び
そ
の
他
の
正
当
化
事
由
に
お
い
て
、
外
部
的
な
正
当
化
状
況
の
現
存
に
行
為
者
の
知
見

お
よ
び
意
思
が
相
即
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
既
に
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
の
要
求
は
、
客
観
主

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
帥
）

義
的
不
法
観
に
基
づ
く
体
系
に
と
っ
て
は
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
異
常
性
と
Ｉ
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
傍
点

筆
者
）
と
感
ぜ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
「
主
観
主
義
的
不
法
観
に
よ
る
体
系
に
と
っ
て
は
、
外
部
的
事
態
に
相
即
す
る
故
意
は
不
法

（
皿
）

の
根
拠
付
け
と
同
ト
レ
く
、
不
法
阻
却
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
す
べ

て
の
刑
罰
の
本
来
的
な
、
最
も
深
淵
な
る
根
拠
と
し
て
悪
意
（
宮
印
の
『
三
一
一
一
の
）
を
考
え
る
な
ら
、
正
当
化
を
善
意
（
ぬ
具
の
『
己
三
一
の
）

に
結
び
つ
け
る
こ
と
の
み
が
首
尾
一
貫
す
る
と
さ
れ
、
す
べ
て
の
不
法
阻
却
事
由
の
主
観
主
義
化
が
要
請
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
正

〈
蛇
）

当
防
衛
に
行
為
者
の
防
衛
意
思
（
シ
ヶ
ゴ
「
の
胃
二
『
一
一
一
の
）
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
客
観

的
正
当
化
状
況
の
存
在
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
他
の
意
思
か
ら
行
為
す
る
場
合
（
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
偶
然
防
術
」
等
）
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Ｈ
・
マ
ィ
ヤ
ー
も
、
犯
罪
は
法
益
侵
害
の
中
で
汲
み
尽
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。
け
だ
し
、
犯
罪

（
肌
）

は
「
粗
雑
な
外
部
的
効
用
の
意
味
に
お
け
る
損
害
（
の
、
息
＆
”
ｐ
ｐ
ｍ
）
」
と
し
て
把
え
ら
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
代

え
て
、
彼
は
「
精
神
化
さ
れ
た
所
為
概
念
（
曰
四
ｓ
の
ｍ
『
氏
）
」
の
中
に
解
決
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
マ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
、
「
犯
罪
と

（
兜
）

は
、
本
質
的
に
悪
意
の
現
実
化
（
く
の
『
ゴ
｝
『
【
一
一
、
宮
口
瞬
冨
⑰
の
二
言
「
】
］
一
目
の
）
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
所
為
の
内
心
的
側
面
、
所
為
の
遂

行
の
種
類
お
よ
び
方
法
が
、
外
部
的
法
益
侵
害
と
並
ん
で
同
価
値
的
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
不
法
内
容
は
、
主
観
的
諸

事
情
、
生
活
連
関
に
お
け
る
全
体
作
用
に
よ
っ
て
刻
印
付
け
ら
蛎
挙
。
け
だ
し
、
「
刑
罰
威
嚇
は
抽
象
的
な
法
服
従
者
に
関
係
す
る

（
鋼
）

の
で
は
な
く
、
共
同
体
お
よ
び
そ
の
法
的
か
つ
社
ム
ェ
的
関
係
の
全
体
の
中
で
生
き
て
い
る
現
実
的
な
人
間
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
」

か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
共
同
生
活
の
消
極
的
現
象
と
し
て
の
犯
罪
は
、
法
益
世
界
に
お
け
る
損
害
と
し
て
で
は
な
く
、
「
民
族
的
道
義

（
弱
）

秩
序
に
対
す
る
耐
え
難
い
背
反
」
と
し
て
把
、
え
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
の
で
あ
る
。

〈
粥
）

マ
ィ
ヤ
ー
は
、
キ
ー
ル
学
派
と
異
な
り
、
構
成
要
件
を
（
修
正
を
要
す
る
）
出
発
点
だ
と
す
る
が
、
構
成
要
件
の
内
容
を
単
純
に

（
卯
）

採
る
に
至
っ
た
。

な
お
、
ダ
ー
ム
も
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
に
同
調
し
、
「
正
当
防
衛
に
お
け
る
防
衛
意
思
（
く
の
耳
の
己
官
ロ
媚
⑩
ａ
］
｜
の
）
と
か
超
法
規
的

緊
急
避
難
に
関
し
判
例
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
主
観
的
要
素
の
》
」
と
き
主
観
的
不
法
要
素
は
、
一
定
の
『
反
対
利
益
』
の
実
効
性
を

（
閉
）

（
妬
）

指
摘
し
て
も
、
満
足
の
行
く
説
明
を
見
出
せ
な
い
。
」
と
し
て
、
防
衛
意
思
の
必
要
説
の
立
場
を
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
師
）

一
一
一
既
に
一
九
一
一
一
○
年
に
、
通
説
的
違
法
観
お
よ
び
違
法
性
考
察
と
責
任
考
察
の
伝
統
的
二
分
化
に
疑
念
を
提
起
し
て
い
た
最
初

（
鯛
〉

（
鯛
）

の
者
の
一
人
と
し
て
の
へ
ル
ム
ー
ト
・
マ
ィ
ヤ
ー
は
、
一
九
一
二
六
年
に
公
刊
し
た
著
書
『
ド
イ
ツ
民
族
の
刑
法
』
で
、
「
意
思
刑
法
」

（
な
い
し
心
情
刑
法
）
と
実
証
主
義
的
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
し
て
の
「
侵
害
刑
法
」
と
の
間
の
、
独
特
か
つ
独
自
の
中
間
的
立
場
を

（
閉
）

は
、
「
外
部
的
構
成
要
件
の
欠
峡
」
の
事
例
な
の
で
、
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
と
一
致
し
て
、
未
遂
と
し
て
処
飼
し
て
よ
い
だ
ろ
う
と
し
て

、
Ｉ
，

（
別
）

い
た
の
で
あ
る
。

200



正当防衛における「防衛意思」の問題点口
惹
起
の
出
来
事
と
し
て
把
え
る
な
ら
ば
、
外
部
的
構
成
要
件
は
凡
そ
す
べ
て
の
意
味
内
容
を
奪
い
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
も
も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
実
際
上
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
行
為
（
目
目
）
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
犯
罪
の
主
観
的
前
提
の
理
論
（
Ｐ
の
胃
の
ぐ
・
己
の
二

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
〈
ｗ
）

⑩
量
の
百
ぐ
の
曰
く
○
円
目
⑩
⑫
①
同
冒
、
の
口
・
の
⑫
ぐ
の
『
ご
『
の
、
ゴ
の
ロ
⑪
）
の
中
で
初
め
て
知
る
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
原
文
隔
字
体
）
。

こ
の
よ
う
な
表
明
と
と
も
に
、
再
度
、
独
立
の
客
観
的
〈
Ⅱ
責
任
な
き
）
不
法
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
主
張
が
提
立
さ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
■
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
る
。
「
あ
る
行
為
が
違
法
で
あ
ろ
う
と
い
う
判
断
は
、
雫
凰
任
あ
る
い
は
よ
り
適
切
に
は
答
責
性
に
関
す
る
更
な
る
、
か
つ
区
別
さ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も

る
べ
き
問
題
が
』
同
定
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
き
に
の
み
、
有
意
義
的
な
や
り
方
で
下
さ
れ
う
る
の

、
、
、
（
兜
）

で
あ
る
。
」
（
傍
点
原
文
隔
字
体
）
と
。
強
制
力
を
授
け
，
わ
れ
た
道
義
秩
序
と
し
て
の
刑
法
は
、
過
去
の
中
に
存
在
し
た
い
か
な
る
行

為
が
断
罪
に
値
す
る
も
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
る
べ
き
な
の
だ
か
ら
、
違
法
な
行
為
は
同
時
に
有
責
な
行
為
た
り
う
る
の
み
で
あ

論
Ｔ
外
部
的
所
為
面
に
関
す
る
分
離
さ
れ
た
、
か
つ
終
局
的
な
判
断
と
い
う
も
の
は
、
犯
罪
が
実
現
さ
れ
た
悪
意
と
し
て
把
え
ら

れ
る
と
き
に
は
、
可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
違
法
性
は
常
に
答
責
的
な
意
思
の
み
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
帰
責
さ
れ

（叩）

な
い
法
益
侵
害
は
偶
然
で
あ
り
、
災
害
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
犯
罪
の
こ
の
よ
う
な
ラ
ジ
カ
ル
な
主
観
化
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
マ
イ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
客
観
的
な
不
法
と
責
任
と
が
合
流
す
る
わ
け
で
は
斡
・
す
な
わ
ち
、
両
者
は
犯
罪
と
い
う
全
体
概

念
の
内
部
に
お
け
る
部
分
概
念
と
し
て
区
別
さ
れ
る
が
８
つ
と
も
樹
別
問
題
ｌ
た
と
え
ば
違
法
性
Ｉ
の
肯
定
住
そ
れ
高

（皿）
体
だ
け
で
は
全
く
何
の
法
的
意
味
も
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
す
べ
て
の
外
部
的
な
、
全
客
観
的
所
為
面
は
客
観
的
不
法
に
属

し
、
す
べ
て
の
主
観
的
な
、
全
内
心
的
所
為
面
は
責
任
、
よ
り
適
切
に
は
答
資
性
の
理
論
に
属
す
る
と
い
う
彼
の
確
定
は
、
専
ら
法

（噸）
適
用
の
た
め
の
分
類
的
意
義
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｈ
・
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
不
法
と
主
観
的
答
資
性
と
の
対
置

は
犯
罪
が
現
実
化
さ
れ
た
悪
意
で
あ
る
（
か
く
し
て
、
行
為
者
に
答
責
さ
れ
る
有
責
な
行
為
）
と
き
に
初
め
て
意
味
を
も
つ
の
だ

』皿）
力
ら
、
実
際
上
独
立
の
客
観
的
不
法
と
い
っ
た
も
の
に
は
何
の
余
地
も
な
い
。
違
法
性
と
責
任
と
の
間
の
限
界
の
広
範
に
わ
た
る
瞬

昧
化
は
、
マ
イ
ヤ
ー
自
身
に
よ
っ
て
、
彼
の
基
本
テ
ー
ゼ
を
説
明
す
る
た
め
に
優
れ
て
適
し
た
も
の
と
し
て
引
き
出
さ
れ
て
い
る
（
刑
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さ
て
、
か
よ
う
な
観
点
か
ら
Ｈ
・
マ
イ
ヤ
ー
も
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
防
衛
意
思
」
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
般
的
に
、
「
緊
急
行
為
は
、
そ
れ
ら
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
益
侵
害
の
性
格
を
保
持
す
る
な
ら
、
行
為
者
は
明

ら
か
に
、
彼
が
主
観
的
に
も
緊
急
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
、
そ
し
て
侵
害
の
意
図
（
く
の
『
一
旦
Ｎ
冒
鴨
：
骨
頁
）
で
行
為
し
な
か
っ
た

（、）
と
き
に
の
み
、
緊
急
と
い
う
正
当
化
事
由
に
基
づ
き
う
る
の
で
あ
る
。
」
だ
か
ら
、
「
防
衛
は
ま
た
、
防
衛
の
目
的
（
凶
乏
の
、
声
○
の
『

ぐ
の
『
〔
の
亘
碕
目
ｍ
）
で
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
法
は
犯
罪
克
服
の
た
め
に
、
正
当
防
衛
行
為
者
の
意
思
の
質
を

全
く
何
ら
考
慮
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
至
る
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
う
る
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
然
る
時
に
は
、
正
当
防

衛
行
為
者
の
人
格
内
部
の
犯
罪
的
意
思
を
不
処
飼
た
ら
し
め
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
決
定
は
、
法
の
伝
統
に
符
合
し
な
い
。

〈、）
か
え
っ
て
、
防
衛
意
思
が
存
し
な
い
と
き
に
は
、
正
当
防
衛
の
行
使
は
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
防
衛
意
思
の
必
要
説
が
明

（噸）
法
上
の
）
緊
急
避
難
の
個
別
問
題
が
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
基
本
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
刑
法
的
意
味
に
お
い
て
、
禁
ぜ
ら
れ

た
行
為
と
禁
ぜ
ら
れ
な
い
行
為
の
み
が
存
在
蕊
」
の
で
あ
る
か
ら
迩
法
で
あ
る
が
責
任
の
な
い
行
為
と
い
う
概
念
は
彼
に
と
・

て
は
排
除
さ
れ
る
。
緊
急
避
難
行
為
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
行
為
は
ド
イ
ツ
刑
法
旧
五
一
一
一
条
（
正
当
防
衛
）
の
意

味
に
お
い
て
も
違
法
で
は
な
い
。
ま
た
、
責
任
の
な
い
攻
撃
も
、
実
際
上
正
当
防
衛
規
定
の
意
味
に
お
い
て
違
法
で
は
な
識
・
刑

法
旧
五
一
一
、
五
四
条
の
緊
急
避
難
は
責
任
阻
却
事
由
で
は
な
く
正
当
化
事
由
で
あ
り
、
そ
し
て
、
子
供
、
そ
の
他
答
責
任
の
な
い
者
、

責
任
な
く
あ
る
い
は
過
失
で
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
者
は
全
く
違
法
に
行
為
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
す
べ
て
の
責
任
な
く
行
為
す

（皿）
る
攻
撃
者
に
対
し
て
は
正
当
防
衛
は
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
Ｈ
・
ラ
ン
ペ
に
よ
れ
ば
、
Ｈ
・
マ
イ
ヤ
ー
の
こ
れ
に
対
す
る
抗
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
違
法
性
と
責
任
と
の
広
範
に

わ
た
る
混
同
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
刑
法
の
「
断
罪
判
断
（
ぐ
の
ａ
目
目
目
、
の
巨
耳
の
一
一
）
」
は
元
来
答
資
的
な
行
為
に

と
っ
て
の
み
関
心
が
あ
る
「
民
族
的
道
義
秩
序
に
対
す
る
耐
え
難
い
背
反
」
と
し
て
の
犯
罪
的
性
格
の
強
調
に
顕
現
し
て
い
る
の
だ

（叩）
と
し
て
い
る
。

202



正当防衛における「防衛意思」の問題点口

そ
こ
で
、
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
「
刑
法
規
範
の
体
系
的
位
置
付
け
の
試
み
は
、
立
法
者
に
は
規
範
の
形
成
に
お
け
る
言
語

と
い
う
表
現
手
段
に
よ
っ
て
限
界
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
看
過
し
て
は
な
ら
齢
・
」
と
さ
れ
る
．
「
立
法
者
は
社
会

侵
害
的
な
行
態
（
ぐ
の
［
冨
一
扇
口
切
冒
の
一
切
の
。
）
を
刑
罰
の
も
と
に
置
く
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
の
核
心
を
使
用
さ
れ
た
動
詞
（
ぐ
の
【
す
）

が
形
成
し
て
い
る
・
そ
の
構
成
お
よ
び
そ
の
内
容
に
、
規
範
の
構
成
お
よ
び
内
容
は
本
質
的
に
依
存
蕊
・
」
と
．
と
こ
ろ
で
立
法

者
は
行
態
を
あ
る
概
念
に
総
括
す
る
場
合
に
二
つ
の
形
式
を
使
用
す
る
。
「
一
つ
の
形
式
は
結
果
、
す
な
わ
ち
外
界
の
変
更
か
ら
出
発

し
、
そ
し
て
、
こ
の
結
果
に
と
っ
て
因
果
的
（
こ
『
の
睦
９
－
－
９
）
で
あ
る
す
べ
て
の
態
度
を
包
括
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
因
果
的
動
詞
（
百
房
四
一
の

弓
登
暑
の
冒
言
Ｃ
耳
の
）
」
を
使
用
す
る
場
合
と
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
「
行
為
者
の
心
的
態
度
（
国
。
⑰
庁
の
一
一
冒
賄
）
、
．
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
っ

て
そ
の
挙
動
で
も
っ
て
追
求
さ
れ
た
目
的
が
概
念
構
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
」
別
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
、
「
外
界
に
お
い

て
現
わ
れ
る
態
度
は
重
要
で
あ
る
が
、
結
果
の
惹
起
で
は
な
く
、
行
為
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
結
果
へ
の
方
向
が
決
定
的
に
重
要

で
あ
る
」
よ
う
恋
構
成
要
件
も
見
出
さ
蕊
．
こ
こ
で
は
、
結
果
を
目
指
す
こ
と
が
そ
の
惹
起
に
決
定
的
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て

系
を
支
配
し
て
き
た
命
題
、
一

（畑）
動
の
中
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

〈、）
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
偶
然
防
衛
」
も
正
当
防
衛
に
基
づ
き
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
か
な
り
以
前
か
ら
通
説
的
犯
罪
論
体
系
（
古
典
的
刑
法
体
系
）
に
対
す
る
疑
念
を
抱
い
て
き
た
へ
ル
ム
ー
ト
。
ｖ
・
ヴ
ェ
ー

（、｝
パ
ー
は
既
に
雑
鑿
で
様
々
に
表
明
し
て
き
た
彼
の
見
解
を
、
一
九
三
五
年
の
彼
の
論
文
荊
法
体
系
の
震
に
つ
い
て
』
に
お

（“）
い
て
詳
述
し
、
そ
の
批
判
を
通
じ
て
全
く
新
し
い
視
点
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
（
な
お
、
違
法
論
に
関
し
て
い
え
ば
、
彼
の
見
解
は

（卯）
「
心
理
的
違
法
概
念
」
［
ブ
ラ
ウ
ン
］
と
表
示
さ
れ
て
い
る
）
。

こ
れ
に
対
す
る
動
因
は
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
も
、
体
系
構
成
の
か
な
り
の
紛
糾
へ
と
導
い
た
と
こ
ろ
の
「
規
範
的
責
任
論

と
主
観
的
不
法
要
素
の
理
論
に
よ
る
」
古
典
的
刑
法
体
系
の
動
揺
で
あ
主
恕
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
特
に
、
公
理
の
よ
う
に
総
論
の
体

系
を
支
配
し
て
き
た
命
題
、
す
な
わ
ち
、
違
法
性
は
外
部
的
所
為
面
に
、
責
任
は
内
心
的
所
為
面
に
」
と
い
う
原
則
的
区
別
は
、
流
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一
定
の
意
思
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
態
度
ｌ
た
と
え
贋
「
狩
猟
を
な
す
臺
眉
…
量
」
｛
ド
イ
ツ
刑
法
旧
二
九
二
菱

「
反
抗
す
る
（
三
己
の
『
、
国
且
］
巴
の
（
９
）
」
（
同
法
一
一
一
一
一
条
、
’
二
二
条
等
）
、
「
勧
誘
す
る
（
四
島
・
ａ
の
目
）
」
（
同
法
一
一
○
条
、
一

一
一
鏡
一
一
一
一
条
等
）
壷
の
よ
う
に
ｌ
が
決
定
的
で
あ
る
・
こ
こ
で
住
主
観
的
薑
に
よ
っ
て
す
な
わ
ち
行
鑿
の
意

〈皿〉
欲
に
よ
る
統
合
が
生
ず
る
と
こ
ろ
の
鯵
、
か
く
し
て
、
｜
竈
の
意
思
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
態
度
が
璽
甕
な
の
で
あ
る
（
「
目
的
的
動

詞
（
旨
四
一
の
目
冨
嘗
の
一
〔
⑫
三
・
『
〔
の
）
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
構
成
要
件
を
使
用
す
る
場
合
）
。
か
よ
う
に
し
て
、
「
態
度
は
客
観
的
に

（噸）
も
主
観
的
に
も
違
法
な
も
の
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
う
る
」
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
全
刑
法
を
貫
通
す
る
「
二
重
の
態
度
概
念
」

が
明
ら
か
と
な
る
。
因
果
的
に
榊
築
さ
れ
た
構
成
要
件
に
あ
っ
て
は
、
不
法
に
と
っ
て
行
為
者
の
心
理
（
知
見
お
よ
び
意
欲
）
が
問

題
で
は
な
い
一
方
で
、
「
目
的
的
な
」
構
成
要
件
の
場
合
に
は
、
態
度
は
概
念
上
行
為
者
の
意
思
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
把
握
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
内
心
的
意
思
方
向
・
意
思
内
容
が
外
部
的
行
為
を
初
め
て
構
成
要
件
該
当
的
な
も
の
と
し
て
特
徴

（頤）
付
け
る
の
で
あ
る
。
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
認
識
を
一
般
化
し
、
構
成
要
件
実
現
の
知
見
お
よ
び
意
欲
は
不
法
を
規
定
す

る
要
素
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
故
意
（
こ
こ
で
は
違
法
性
の
認
識
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
寵
・
今
日
的
用
語
で
い

（噸）
え
ば
「
構
成
要
件
的
故
意
」
を
指
す
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
は
一
般
的
な
主
観
的
不
法
要
素
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
「
故
意
の
行
為
を
違
法
性
に
設
定
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
責
任
の
領
域
か
ら
抜
き
取
る
と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、

少
な
く
と
も
原
則
的
に
す
べ
て
の
客
観
的
な
も
の
は
違
法
に
、
す
べ
て
の
主
観
的
な
も
の
は
責
任
に
算
入
す
る
秩
序
原
理
（
○
ａ
目
。
－

ｍ
の
耳
ご
閏
ご
）
を
否
定
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
一
体
何
が
本
来
責
任
の
も
と
で
理
解
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
な
け
れ
ば

な
ら
露
・
」
と
さ
れ
、
そ
こ
で
Ｙ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
従
来
の
客
観
的
（
Ⅱ
違
法
性
）
お
よ
び
主
観
的
（
Ⅱ
責
任
）
の
対

置
に
代
え
て
、
当
為
（
の
。
］
一
目
）
お
よ
び
可
能
（
【
○
目
の
ロ
）
の
対
置
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
性
は
当
為
に
、
責

任
は
可
能
に
関
す
る
も
の
で
あ
矛
劉
、
行
為
者
は
彼
が
行
な
う
べ
き
こ
と
と
は
異
な
っ
て
行
為
す
る
と
き
に
違
法
に
行
為
す
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
、
彼
が
適
法
に
行
為
し
、
か
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
違
法
に
行
為
す
る
者
が
有
責
に
行
為
す
る
の
で
あ
る
。
そ
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正当防衛における「防衛意思」の問題点口

（皿）
れ
故
、
「
他
行
行
為
の
可
能
性
（
口
目
の
『
⑫
冨
且
の
一
コ
【
◎
ロ
ロ
の
ご
）
」
を
全
く
も
た
な
か
っ
た
者
は
責
任
非
難
を
免
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
違
法
Ⅲ
当
為
、
責
任
１
可
能
と
い
う
彼
の
基
底
か
ら
、
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
新
し
い
刑
法
体
系
の
構
成
が
行
な
わ
れ
、
そ

こ
か
ら
個
別
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
霧
、
以
下
で
は
、
そ
の
論
述
を
わ
れ
わ
れ
の
テ
ー
マ
と
の
関
連

に
限
定
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
あ
る
態
度
の
違
法
性
は
、
客
観
的
並
び
に
主
観
的
諸
事
情
に
従
っ
て
規
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
主
観
的
不
法
要
素
の
理
論
を
承
認
す
る
が
、
更
に
そ
れ
を
越
え
て
、
そ
の
理
論
が
あ
え
て
行
な
わ
な
か
っ
た
と
こ

（、）
ろ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
故
意
の
行
為
は
違
法
な
行
為
で
も
あ
る
。
」
と
。
か
よ
う
な
点
か
ら
企
行
（
口
員
の
ョ
ｇ
‐

（四）

ョ
の
ロ
）
並
び
に
他
の
目
的
的
動
詞
で
形
成
さ
れ
る
犯
罪
は
、
未
遂
の
み
な
ら
ず
既
遂
の
場
合
で
も
、
故
意
は
違
法
要
素
な
の
で
あ
る
（
な

お
、
過
失
に
つ
い
て
も
上
述
の
区
別
か
ら
、
「
行
為
者
が
行
為
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
と
は
異
っ
て
行
為
し
た
こ
と
」
と
い
う
規
範
的
要

素
Ⅱ
違
法
性
と
、
「
彼
が
行
為
し
え
た
の
と
は
異
っ
て
行
為
し
た
こ
と
」
と
い
う
可
能
の
問
題
Ｉ
責
任
要
素
と
の
両
者
を
統
合
す
る
複

合
概
念
だ
と
す
る
。
前
者
の
規
範
的
要
素
に
つ
い
て
は
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
顧
慮
し
て
、
社
会
生
活
上
必
要
な
注
意
（
＆
の
旨

く
⑦
島
の
す
『
の
『
【
Ｃ
ａ
の
【
］
】
９
の
の
。
『
質
四
一
一
）
が
一
定
の
態
度
を
要
求
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
注
意
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
結
果
を

惹
起
し
て
も
違
法
で
は
な
い
。
他
方
、
態
度
が
違
法
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
行
為
者
が
結
果
を
回
避
し
え
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

（噸）
は
責
任
Ｉ
可
能
の
問
題
だ
と
さ
れ
て
い
る
）
。

こ
の
よ
う
な
体
系
構
成
か
ら
、
「
故
意
の
結
果
犯
に
あ
っ
て
は
、
客
観
的
お
よ
び
主
観
的
構
成
要
件
が
統
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一

致
は
、
全
構
成
要
件
要
素
が
現
実
に
も
、
行
為
者
の
表
象
に
お
い
て
も
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
、
一
つ
の
完
全
な
も
の
と

（“）
〈ｗ）

な
り
う
る
」
と
の
観
点
か
ら
、
錯
誤
論
に
つ
い
て
論
じ
た
う
え
、
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
不
法
阻
却
事
由
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
客
観
的
構
成
要
件
に
は
客
観
的
正
当
化
事
由
が
相
即
し
、
主
観
的
構
成
要
件
に
は
主
観
的
正
当
化
事

由
が
相
即
す
る
。
故
意
の
結
果
犯
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
構
成
要
件
に
該
当
す
る
態
度
が
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
と
き
に
は
、
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五
Ｗ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
そ
の
箸
『
意
思
刑
法
の
体
系
に
と
っ
て
の
主
観
的
不
法
要
素
の
意
義
』
（
一
九
三
一
鐸
）
に
お
い
て
、
既
に

表
題
が
示
す
よ
う
に
、
従
来
の
客
観
的
違
法
論
を
疑
問
と
す
る
「
新
し
い
刑
法
体
系
」
（
意
思
刑
法
な
い
し
心
情
刑
法
）
を
構
想
す
る

見
解
に
と
っ
て
も
、
主
観
的
不
法
要
素
の
理
論
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
そ
の
出
発
点
を
形
成
す
る
と
の
観
点
蕊
、
当
該
問
題
を

巡
る
意
義
の
再
検
討
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

簡
単
な
学
説
史
の
ス
ケ
ッ
チ
窪
、
彼
は
、
従
来
の
違
法
の
実
質
を
法
益
侵
害
的
性
格
に
求
め
る
客
観
的
違
法
論
が
認
め
て
き
た

「
所
為
の
法
益
侵
害
的
性
格
に
影
響
を
及
ぼ
す
主
観
的
不
法
要
素
」
に
つ
き
、
順
次
、
Ⅲ
超
過
的
内
心
傾
向
を
も
つ
犯
罪
（
ヘ
ー
グ

ラ
ー
）
な
い
し
目
的
犯
（
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ッ
ガ
「
Ｔ
そ
の
内
都
で
側
暴
さ
れ
た
二
行
為
犯
一
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ッ
ガ
「
｝

な
晒
し
後
の
行
為
を
目
的
と
す
る
犯
罪
（
ヘ
ー
グ
ラ
ー
）
、
お
よ
び
⑪
断
絶
さ
れ
た
結
果
犯
（
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
メ
ッ
ガ
ー
）
な
い
し

鬘
を
目
的
と
す
る
犯
罪
｛
ヘ
ー
グ
ラ
ー
）
に
区
別
す
る
ｌ
②
意
艤
を
琴
す
る
目
的
を
も
つ
犯
罪
（
ヘ
ー
グ
ー
フ
ー
｝
な
い
し

傾
向
犯
（
メ
ッ
ガ
ー
）
、
③
心
理
的
状
態
を
前
提
と
す
る
犯
罪
（
ヘ
ー
グ
ラ
ー
）
な
い
し
ほ
ぼ
メ
ッ
ガ
ー
の
表
現
犯
に
対
応
す
る
以
上

三
つ
の
グ
ル
ー
臨
一
お
よ
び
若
干
の
主
観
的
不
法
阻
却
鬘
（
被
壽
の
同
意
治
療
摩
）
が
個
別
・
具
体
的
に
薑
さ
れ
る
・

だ
が
、
通
説
は
こ
の
よ
う
な
所
為
の
法
益
侵
害
的
性
格
に
意
義
を
も
つ
主
観
的
不
法
要
素
以
外
に
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
刑
法
一
九

（、）
遂
説
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（噸）
両
者
は
併
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
、
た
と
え
ば
正
当
防
衛
に
つ
い
て
こ
れ
を
適
用
す
れ
ば
、
「
こ
の
こ
と
は
、
被
攻
撃

者
が
客
観
的
に
結
果
の
惹
起
に
よ
っ
て
攻
撃
を
防
衛
す
る
こ
と
、
並
び
に
主
観
的
に
も
防
衛
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
彼
は
適
法
に

行
為
す
る
と
い
う
こ
と
を
凛
蕊
・
」
と
さ
れ
、
誤
想
防
衛
の
場
合
に
は
、
故
意
行
為
で
は
な
く
過
失
の
彙
犯
だ
と
主
張
す
る
。

そ
し
て
正
に
、
「
逆
の
場
合
に
お
い
て
、
主
観
的
規
範
の
み
が
侵
害
さ
れ
る
が
客
観
的
規
範
は
侵
害
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
行
為
者
は

（即）
結
果
の
招
来
の
企
行
（
ご
ロ
［
の
『
ロ
の
｝
目
目
）
の
か
ど
で
の
み
答
責
的
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ｖ
・
ヴ
ェ
ー

バ
ー
も
防
衛
意
思
の
必
要
説
に
立
脚
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
偶
然
防
衛
」
の
処
理
に
つ
い
て
は
企
行
、
す
な
わ
ち
準
未
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正当防衛における「防衛意思」 の問題点｡
一
一
一
条
（
正
当
な
利
益
の
擁
護
）
に
お
け
る
「
利
益
擁
譲
の
目
的
（
■
葛
の
、
丙
』
の
『
旨
〔
の
『
の
昭
の
皀
冨
：
日
の
ケ
ヨ
目
、
）
」
と
か
同
二
六
三
条

（
詐
欺
）
の
「
利
益
の
意
図
（
ぐ
。
円
の
〕
一
目
、
、
煙
圓
ｎ
頁
）
」
等
々
の
よ
う
に
、
法
益
侵
害
的
性
格
に
何
ら
影
響
し
な
い
主
観
的
不
法
要

（ｗ）
素
を
も
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
で
は
利
益
衡
量
の
原
理
に
よ
っ
て
探
究
さ
れ
る
行
為
の
客
観
的
価
値
、
つ
ま
り
事
実
上
法

秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
利
益
が
擁
護
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
み
が
問
題
で
あ
り
、
後
者
で
は
詐
欺
の
法
益
侵
害
的
性
格
は
、
被
害

者
の
財
産
上
の
損
害
以
外
の
何
も
の
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
場
合
に
主
観
的
不
法
要
素
を
肯
定
す

る
こ
と
は
「
す
べ
て
の
不
法
は
、
そ
の
実
質
的
内
容
に
よ
れ
ば
利
益
（
法
益
）
侵
害
」
で
あ
る
と
す
る
法
益
侵
害
説
の
立
場
か
ら
は
、

違
法
性
に
体
系
付
け
る
こ
と
は
で
き
斡
・
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
な
場
合
に
通
説
的
な
法
益
侵
害
説
か
ら
は
三
つ
の
解
決
方
法

が
思
考
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
⑪
実
質
的
違
法
性
Ⅲ
法
益
侵
害
性
を
貫
徹
し
て
、
か
よ
う
な
要
素
の
存
在
を
凡
そ
否
定
す
る
か
、
②

責
任
の
基
体
に
位
置
付
け
る
か
、
③
不
法
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
も
責
任
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
も
な
い
第
三
の
「
主
観
的
処
罰
条
件

（蝿）
（
⑩
巨
亘
の
言
ぐ
の
の
〔
『
■
ず
四
『
【
の
】
扇
す
の
。
ご
ｍ
ｇ
ｍ
の
口
）
」
と
し
て
考
え
る
か
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、
①
の
方
法
、
す
な
わ
ち
か
よ

う
な
存
在
の
否
定
は
、
そ
の
方
法
論
に
は
異
論
な
く
単
純
で
は
あ
る
が
、
判
例
等
が
一
九
三
条
の
よ
う
な
諸
事
例
で
伝
統
的
に
骨
を

折
っ
て
位
置
付
け
て
き
た
理
論
的
構
築
物
を
ぐ
ら
つ
か
せ
る
も
の
で
、
こ
の
事
実
を
単
純
に
否
定
す
る
こ
と
は
疑
問
の
あ
る
駝
鳥
政

策
（
ぐ
○
帰
一
‐
の
〔
国
民
‐
勺
○
一
冨
丙
）
で
あ
る
。
人
は
そ
れ
か
ら
目
を
閉
じ
る
こ
と
で
、
困
難
を
取
り
除
き
え
な
い
と
し
て
、
⑩
の
方

法
を
否
定
蕊
・
次
に
②
の
方
茂
す
な
わ
ち
寳
任
の
基
体
へ
の
位
置
付
け
も
、
通
説
つ
ま
り
霊
的
質
任
論
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
た
枠
を
越
え
て
拡
張
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
非
難
は
一
定
の
心
理
的
事
実
（
故
意
も
し
く

は
過
失
）
、
行
為
者
の
責
任
能
力
、
お
よ
び
通
常
の
動
機
付
け
状
態
の
存
在
の
三
つ
を
前
提
に
し
て
い
る
。
だ
が
、
既
述
の
要
素
は
心

理
的
責
任
部
分
に
属
さ
な
い
（
心
理
的
責
任
部
分
は
、
専
ら
、
客
観
的
構
成
要
件
の
映
像
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
越
え
る
何
も
の

も
含
ま
な
い
か
ら
）
し
、
ま
た
、
当
然
に
責
任
能
力
に
も
属
し
な
い
の
で
、
結
局
、
責
任
へ
の
帰
属
は
、
唯
一
行
為
者
の
動
機
付
け

（、〉
過
程
（
言
○
斤
ご
農
○
コ
⑫
□
【
・
園
の
⑤
）
に
帰
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
動
機
（
ｇ
ｏ
牙
）
と
目
的
（
吋
葛
の
Ｏ
【
）
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だ
が
、
こ
の
点
を
看
過
す
る
と
し
て
も
、
法
益
保
護
説
は
新
し
い
刑
法
に
お
い
て
は
役
に
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
見

、
、
、
、
、

解
に
よ
れ
ば
、
「
違
法
性
と
は
義
務
違
反
性
（
勺
［
一
一
ｎ
頁
ゴ
ー
・
『
侭
戸
田
（
）
で
あ
る
。
義
務
違
反
性
の
原
理
は
新
し
い
刑
法
に
お
い
て
、
自

と
の
区
別
が
重
要
と
な
る
が
、
「
動
機
と
は
、
そ
こ
か
ら
あ
る
所
為
が
生
ず
る
動
因
（
国
の
言
の
照
日
目
ｅ
で
あ
り
、
目
的
と
は
、
そ
れ

（、）

に
あ
る
所
為
が
向
け
ら
れ
る
目
標
（
ｎ
行
一
）
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
メ
ッ
ガ
ー
が
挙
げ
る
よ
う
に
、
一
八
○
、
一
八
一

条
ａ
（
「
利
己
心
か
ら
（
目
の
国
、
の
目
昌
国
）
」
）
は
行
為
者
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
目
的
で
あ
り
、
二
四
八
条
ａ
、
一
一
六
四
条
ａ
（
「
困

窮
か
ら
（
自
切
Ｚ
。
【
）
」
）
は
真
の
動
機
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
後
者
は
動
機
と
し
て
責
任
に
属
す
る
が
、
前
者
の
よ
う
な
要
素
は
目
的
と

（、）
し
て
責
任
に
属
し
え
な
い
の
で
、
責
任
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
ヘ
ー
グ
ラ
ー
等
は
行
為
者
の
目
的
が
違
法
性

に
も
責
任
に
も
属
さ
な
い
、
「
当
罰
性
お
よ
び
処
飼
適
性
の
前
提
条
件
」
と
い
う
独
自
の
存
在
を
肯
定
し
、
③
の
主
観
的
処
飼
条
件
の

主
張
へ
と
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
挙
・
だ
が
し
か
Ｌ
「
い
わ
ゆ
る
社
会
侵
喜
摸
一
一
颪
す
れ
ば
所
為
の
法
益
侵
譽
的
性
格
は
違

法
性
に
と
っ
て
の
唯
一
の
決
定
的
尺
度
で
あ
る
の
か
。
法
益
概
念
は
、
違
法
性
の
理
論
が
そ
の
回
り
を
巡
る
中
心
概
念
な
の
か
。
」
（
傍

点
原
文
隔
字
体
）
レ
ー
プ
ラ
ゥ
ン
は
疑
問
を
提
示
夢
。
そ
こ
で
彼
も
、
ダ
鱒
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
狗
と
同
様
保
護
客
体
と
し
て

の
法
益
だ
け
で
は
な
く
こ
れ
に
対
立
す
る
多
様
な
利
益
が
解
釈
の
基
礎
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
蕊
。
こ
の
後
鬘
ヘ
ー

グ
ラ
ー
は
「
形
式
目
的
論
的
視
点
」
と
し
て
、
た
と
え
ば
法
的
安
全
、
法
的
平
等
、
衡
平
、
実
際
性
、
了
解
性
、
継
続
性
と
い
っ
た

（卸）
常
に
、
か
つ
ど
こ
で
も
役
割
を
演
ず
る
抽
象
的
普
遍
的
目
的
理
念
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ
こ
か
ら
ま
さ
に
発
生

し
た
法
益
侵
害
と
い
う
事
実
お
よ
び
種
類
だ
け
が
行
為
の
違
法
性
に
と
っ
て
の
尺
度
で
は
な
く
、
か
く
て
、
た
と
え
ば
二
六
一
一
一
条
の

場
合
に
は
、
発
生
し
た
財
産
の
損
害
だ
け
で
は
な
く
、
法
益
侵
害
を
招
来
す
る
手
段
お
よ
び
、
そ
の
際
行
為
者
を
支
配
し
た
心
情
も

ま
た
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
…
…
可
罰
的
不
法
は
一
定
の
法
益
（
利
益
）
侵
害
に
よ
っ
て
の
み
特
徴
付
け
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
詳
細
な
事
情
、
す
な
わ
ち
使
用
さ
れ
た
手
段
お
よ
び
見
せ
つ
け
ら
れ
た
行
為
者
の
心
情
も
重
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
澤
殿
・
」
と
。
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正当防衛における「防衛意思」 の問題点口
由
主
義
刑
法
に
お
い
て
法
益
保
護
説
が
果
た
し
た
方
法
論
的
お
よ
び
体
系
的
任
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
従
来
は
法

益
保
護
思
想
、
す
な
わ
ち
『
結
果
原
理
（
厚
【
○
一
ｍ
の
□
『
冒
昌
ご
）
』
（
そ
の
際
、
単
な
る
法
益
の
危
殆
化
も
『
結
果
』
と
し
て
考
え
ら
れ
る
）

だ
け
が
所
為
の
法
的
判
断
に
と
っ
て
役
割
を
演
じ
た
一
方
で
、
新
し
い
刑
法
に
お
い
て
、
し
か
も
実
に
ま
ず
第
一
に
、
義
務
履
行
の

〈、）
思
想
、
つ
ま
り
『
忠
誠
原
理
（
曰
『
の
こ
の
己
『
旨
凰
已
）
』
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
原
文
隔
字
体
）
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
所
為
の
法
益
侵
害
的
性
格
に
影
響
を
与
え
な
い
主
観
的
要
素
の
体
系
的
位
置
付
け
は
何
の
困
難
も

生
じ
さ
せ
な
い
。
か
よ
う
な
要
素
は
、
所
為
の
法
益
侵
害
的
性
格
に
と
っ
て
意
味
を
も
つ
主
観
的
不
法
要
素
と
は
異
な
り
、
「
行
為
者

の
心
情
を
類
型
化
す
る
主
観
的
不
法
要
素
」
な
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
ら
の
要
素
の
個
別
的
検
討
が
行
な
わ
蕊
．
も
っ
と
も
、

本
稿
テ
ー
マ
と
の
墨
で
以
下
で
は
不
法
阻
却
事
由
特
に
正
当
防
衛
に
限
定
し
て
鬘
蕊
・

さ
て
、
正
当
防
衛
（
ド
イ
ツ
刑
法
旧
五
一
一
一
条
）
に
つ
き
、
判
例
は
行
為
者
が
正
当
防
衛
状
況
の
知
見
お
よ
び
防
衛
の
意
図
で
行
為

（血）
し
た
と
き
に
の
み
正
当
化
さ
れ
る
と
し
、
通
説
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
だ
が
、
メ
ッ
ガ
ー
が
教
え
る
よ
う
に
、
正
当
防
衛
の
正
当

化
は
「
優
越
的
利
益
の
原
理
」
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
攻
撃
に
よ
っ
て
脅
威
さ
れ
た
被
攻
撃
者
の
法
益
と
、
そ

れ
に
対
し
防
御
が
向
け
ら
れ
て
い
る
攻
撃
者
の
法
益
と
が
相
互
に
衡
量
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
両
者
の
法
益
衡
量
は
正
当

化
す
る
緊
急
避
難
の
よ
う
に
そ
の
客
観
的
価
値
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
、
客
観
的
に
よ
り
高
い
価
値
あ
る
利

益
が
優
越
す
る
利
益
で
は
な
く
、
被
攻
撃
者
の
法
益
は
、
攻
撃
者
に
よ
っ
て
脅
威
さ
れ
た
危
険
の
故
に
、
そ
の
者
の
す
べ
て
の
法
益

に
対
し
て
全
く
優
越
す
る
法
益
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
優
越
す
る
利
益
は
常
に
攻
撃
さ
れ
た
法
益
に
存
す
る
。
攻
撃
者
の
す
べ
て
の
法

益
は
ｌ
そ
れ
が
客
観
的
に
い
か
に
高
い
繊
値
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
ｌ
そ
れ
に
劣
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
は
曇
着
の

法
益
た
る
が
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
秩
序
に
よ
っ
て
犠
牲
に
供
さ
れ
、
か
く
て
不
法
に
攻
撃
さ
れ
た
法
益
が
救
わ
れ
、
そ
れ
を
も
っ

て
、
法
は
不
法
に
対
し
て
防
御
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
攻
撃
者
の
法
益
の
維
持
に
反
し
て
、
優
越
的
利
益
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

防
御
行
為
の
側
で
は
何
ら
の
法
益
侵
害
も
示
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
蕊
」
（
傍
点
原
文
隔
字
体
）
．
し
た
が
っ
て
、
法
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益
侵
害
説
の
立
場
か
ら
は
正
当
防
衛
状
況
の
知
見
な
い
し
防
衛
の
意
図
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ヘ
１
グ
ラ
１
等
の
ご
と
く
防

（噸）
衝
意
思
不
要
説
の
み
が
首
尾
一
貫
す
る
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ク
に
従
っ
て
、
Ｅ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
等
は
「
防
衛
（
ご
円
‐

訂
昌
胸
目
、
）
」
の
概
念
か
ら
そ
の
必
要
性
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
人
は
法
益

保
護
説
を
固
持
し
う
る
が
、
然
る
と
き
に
は
、
所
為
の
社
会
侵
害
性
に
対
す
る
そ
の
影
響
が
証
明
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
も
の
を
主
観

的
不
法
要
素
と
し
て
は
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
何
ら
の
影
響
も
も
た
な
い
よ
う
な

（町）
も
の
も
主
観
的
不
法
要
素
と
し
て
承
認
す
る
か
で
あ
る
。
然
る
と
き
に
は
、
法
益
保
謎
説
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
法
益
保
護

説
の
根
底
の
上
に
立
ち
、
に
も
拘
ら
ず
正
当
防
衛
に
お
い
て
主
観
的
不
法
要
素
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
Ｅ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
お
よ
び
そ

の
他
す
べ
て
の
者
は
、
根
本
的
に
背
理
的
で
あ
っ
て
、
法
益
保
謹
説
を
貫
徹
し
て
不
要
説
に
赴
く
か
、
必
要
説
を
と
っ
て
法
益
保
譲

（噸）
（噸）

説
を
放
棄
す
る
か
の
二
途
の
い
ず
れ
か
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
近
時
ジ
ー
バ
ー
ッ
は
、
正
当
防
衛
の
規
範
的
属
性
は
た

だ
に
不
法
に
攻
撃
さ
れ
た
法
益
を
救
う
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
「
全
く
一
般
的
に
法
秩
序
を
不
法
に
対
し
て
防
衛
す
る
」
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
後
者
の
観
念
的
作
用
の
中
に
正
当
防
衛
の
特
別
の
パ
ト
ス
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
高
い
非
物
質

的
な
価
値
、
な
い
し
「
知
的
効
用
（
旨
旦
一
の
丙
冨
の
一
一
の
ｚ
具
凶
の
）
」
を
見
出
し
、
防
衛
意
思
の
必
要
説
を
根
拠
付
け
よ
う
と
す
る
が
、
既

述
の
ご
と
く
、
正
当
防
衛
の
正
当
化
が
優
越
的
利
益
の
原
理
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
そ
れ
自
体
発
生
し
た
現
実
の
法
益

侵
害
は
、
攻
撃
さ
れ
た
法
益
の
救
助
に
よ
っ
て
清
算
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
正
当
防
衛
の
『
知
的
効
用
』
と
い
っ
た
非

〈、）
物
質
的
価
値
に
よ
っ
て
ど
う
し
て
止
揚
さ
れ
う
る
の
か
は
理
解
で
き
な
い
。
」
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
度
外
視
す
る
と
し
て
も
、
ジ
ー

パ
ー
ッ
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
「
支
配
的
な
法
益
保
護
説
の
観
点
か
ら
、
行
為
者
が
防
衛
意
思
を
も
っ
て
行
為
す
る
と
き
に
だ
け
、
ど

う
し
て
法
秩
序
が
不
法
に
対
し
て
守
ら
れ
る
の
か
は
全
く
理
解
で
き
な
い
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
法
秩
序
は
『
客
観
的
生
活
秩
序
』
で

あ
る
。
そ
れ
は
全
く
差
し
迫
っ
た
法
益
侵
害
の
回
避
に
よ
っ
て
、
既
に
守
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
不
法
に
対
す
る
法
秩
序

（、）
の
勝
利
に
と
っ
て
は
法
益
侵
害
、
有
害
な
結
果
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
全
く
十
分
な
の
で
あ
る
。
」
か
く
し
て
、
ジ
ー
バ
ー
ッ
の
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（、）

論
証
も
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
上
、
自
己
の
立
場
の
放
棄
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
踏
ま
え
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
実
際
上
、
正
当
防
衛
行
為
者
の
主
観
的
態
度
（
国
己
禺
の
｜
一
目
、
）
は
行

為
の
法
益
侵
害
的
性
格
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
防
衛
の
意
図
な
く
行
為
す
る
者
は
『
権
利
の
防
御
者

と
し
て
』
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
客
観
的
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
法
秩
序
が
防
御
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
行
為
は
適
法
な
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
に
と
っ
て
の
根
拠
は
、
人
間
の
態
度
の
違
法
性
は
実
は
専
ら
『
世
俗
的

効
用
』
、
す
な
わ
ち
利
益
衡
量
の
原
理
の
尺
度
に
従
っ
て
測
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
行
為
者
の
主
観
的
態
度
、

心
情
は
所
為
の
不
法
内
容
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
。
こ
の
認
識
は
す
べ
て
の
困
難
を
一
遍
に
除
去
す
る
の
で
あ
り
、
他
方
、

（噸）
法
益
保
謹
説
は
正
当
化
諸
構
成
要
件
に
決
し
て
満
足
の
ゆ
く
解
釈
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
」
そ
れ
故
、
「
防
衛
の
意
図
で
行
為
す

る
者
だ
け
が
正
当
防
衛
の
観
点
の
も
と
で
正
当
化
さ
れ
、
か
つ
処
筋
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
他
人
に
害
を
加
え
る
と
い
う
こ
と

（、）

だ
け
を
考
え
る
者
は
、
彼
が
偶
然
客
観
的
な
正
当
防
衛
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
適
法
に
行
為
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
し
て
、

ブ
ラ
ウ
ン
は
防
衛
意
思
の
必
要
説
、
し
か
も
防
衛
の
意
図
（
く
円
国
＆
砲
目
、
切
号
の
】
、
耳
）
を
要
求
し
、
い
わ
ゆ
る
「
偶
然
防
衛
」
に
つ

い
て
も
（
既
遂
に
よ
る
）
処
飼
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（妬）
な
お
、
未
遂
論
に
つ
い
て
の
ブ
ラ
ウ
ン
の
見
解
を
若
干
付
一
一
一
一
口
し
て
お
く
と
、
ま
ず
、
有
効
な
未
遂
（
白
巨
、
－
－
８
の
【
く
の
【
召
Ｓ
）
の
場

合
、
未
遂
の
故
意
は
所
為
の
法
益
侵
害
的
性
格
に
影
響
す
る
真
の
主
観
的
不
法
要
素
で
あ
る
が
、
他
方
、
不
能
未
遂
、
構
成
要
件
の

欠
峡
等
に
お
い
て
は
法
益
の
侵
害
も
し
く
は
危
殆
化
に
基
づ
き
え
ず
、
行
為
者
の
「
心
情
」
そ
の
も
の
が
重
要
と
さ
れ
る
。
も
っ
と

も
、
行
為
者
の
心
情
の
み
が
未
遂
の
違
法
性
を
根
拠
付
け
る
の
で
は
な
く
、
外
界
に
お
け
る
行
為
の
作
用
、
す
な
わ
ち
、
最
広
義
に

お
け
る
「
結
果
」
が
一
定
の
視
点
に
お
い
て
不
法
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
法
の
「
妥
当
性
違
反
（
○
の
一
目
■
ぬ
⑫
三
画
己
碩
云
の
一
一
）
」
を
も

（噸）
必
要
と
し
て
、
迷
信
犯
等
の
不
可
罰
性
を
述
べ
て
い
る
。
が
、
し
か
し
「
犯
罪
的
意
思
は
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
者
に

『
民
族
秩
序
の
敵
』
と
い
う
絡
印
を
押
す
。
…
…
そ
れ
は
未
遂
の
違
法
性
に
と
っ
て
決
定
的
な
行
為
者
を
類
型
化
す
る
主
観
的
要
素
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（、）
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
行
為
者
意
思
の
強
調
が
明
白
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
「
新
し
い
意
思
刑
法
の
体
系
」
に
お
け
る
違
法
性
と
責
任
の
伝
統
的
な
区
別
の
問
題
性
、
お
よ
び
主
観
的

不
法
要
素
の
理
論
と
の
関
連
で
以
下
の
よ
う
な
総
括
的
評
価
を
も
っ
て
本
論
文
を
結
ん
で
い
る
点
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
「
こ
の
よ

う
な
（
違
法
性
と
責
任
と
の
Ⅱ
筆
者
注
）
区
別
は
、
『
一
切
の
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
永
遠
の
本
質
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
刑

（畑〉
法
の
具
体
的
な
精
神
史
的
状
況
の
成
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
に
そ
れ
故
に
そ
れ
と
同
様
無
常
の
も
の
で
あ
る
』
（
シ
ャ

フ
シ
ュ
タ
イ
ン
ー
筆
者
注
）
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
い
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
原
文
改
行
）
違
法
性
お
よ
び
責
任
考
察
の

区
別
は
、
刑
法
学
に
お
い
て
価
値
の
あ
る
役
割
を
果
し
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
学
問
的
課
題
を
充
足
し
、
そ
し
て
行
為
者
の

心
情
を
中
心
に
置
く
新
し
い
刑
法
的
考
察
に
は
最
早
十
分
た
り
え
な
い
。
主
観
的
不
法
要
素
の
理
論
は
『
行
為
者
を
性
格
付
け
る
心

理
的
要
素
』
と
い
う
不
法
の
意
義
に
注
目
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
結
局
、
新
し
い
違
法
観
に
道
を
準
備
し
た
も
の
と
自
負
し

う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
支
配
的
な
違
法
論
（
法
益
保
護
説
）
、
そ
し
て
同
じ
く
こ
れ
と
伝
統
的
に
結
び
付
い
て
い
た
責
任
と

不
法
と
の
概
念
的
区
別
を
問
題
に
し
、
そ
し
て
そ
れ
で
も
っ
て
、
新
し
い
刑
法
体
系
構
築
の
た
め
の
看
過
さ
れ
な
い
準
備
作
業
を
果

（卵〉
た
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
原
文
隔
字
体
）
と
。

（
１
）
同
『
涛
二
『
○
一
〔
。
、
（
『
画
可
の
、
胃
］
】
、
彦
の
の
、
声
巨
一
色
一
の
ぎ
『
の
．
閂
・
弓
の
】
］
』
⑪
畠
》
ｍ
・
縄
・
エ
コ
ョ
・
塁
。
ｍ
・
旨
Ｐ
届
函
．
ご
ｍ
一
・
』
目
色
の
）
の
ぐ
の
１
ｍ
一
ｍ
．
、
．
。
．
】
の
．

雪
・
お
よ
び
、
伊
東
研
祐
・
法
益
概
念
史
研
究
（
昭
和
五
九
年
）
一
九
一
頁
以
下
。

（
２
）
そ
の
端
緒
は
既
に
、
ご
『
。
］
［
・
ロ
の
、
巴
の
Ｅ
［
旨
い
こ
の
『
田
の
ゴ
『
⑩
ぐ
◎
己
。
①
ロ
⑪
臣
す
］
①
再
一
ぐ
の
。
目
鼻
す
の
⑪
国
且
の
①
一
の
ョ
の
貝
の
己
（
ご
【
□
の
ご
冒
冒
曰
号
の
『

ぬ
［
日
目
旨
の
『
目
碩
、
、
『
臣
且
Ｐ
旨
三
ｍ
：
【
『
一
日
で
⑪
胃
二
口
』
・
巴
》
｛
】
屯
田
）
ｍ
・
ａ
ｓ
［
［
・
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
（
：
目
高
一
・
ｍ
一
の
ぐ
の
１
ｍ
．
・
・
回
・
○
・
・
⑫
・

臼
【
・
お
よ
び
、
伊
東
・
前
掲
轡
一
九
二
頁
以
下
）
。

（
３
）
⑫
】
の
ぐ
の
耳
の
．
ｍ
・
画
・
○
・
》
叩
・
閏
。
な
お
、
佐
伯
博
士
は
「
ウ
ォ
ル
フ
の
所
論
は
論
理
的
に
明
確
で
な
く
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
」
も
の
と
表

示
さ
れ
る
（
佐
伯
「
主
観
的
違
法
要
素
」
同
．
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
の
理
輪
［
昭
和
四
九
年
］
二
四
六
頁
）
。
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も
の
と
さ
れ
る
（
く
、
一
・
の
。

（
Ⅲ
）
二
言
。
【
〉
四
・
ｍ
・
○
・
・
ｍ
・
園
｛
．

（
岨
）
ミ
。
］
【
》
四
・
四
・
Ｐ
ｍ
・
園
・

（
、
）
ご
ｍ
一
・
三
．
一
｛
》
四
・
画
。
。
．
．
ｍ
・
畠
シ
ロ
ョ
』
・

（
卯
）
「
形
式
的
違
法
性
」
（
も
し
く
は
「
客
観
的
違
法
性
」
）
と
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
（
、
Ｏ
冒
巨
の
胃
ｐ
、
．
届
ｃ
【
・
）
、
外
部
的
お
よ
び
内
心
的
視
点
に

お
け
る
規
範
秩
序
の
類
型
的
な
種
類
の
侵
害
に
関
す
る
、
繊
成
要
件
（
犯
罪
類
型
）
に
お
い
て
示
め
さ
れ
た
一
般
的
な
法
定
の
価
値
判
断
を
意
味
す
る

も
の
と
さ
れ
る
（
く
、
一
・
の
呂
三
の
芹
の
１
．
四
・
ｍ
．
。
。
》
い
・
震
シ
ロ
ョ
．
届
】
）
。

ニー、￣、グー～〆￣、￣、グー、￣、ゴー、

１７１６１５１４１３１２１１１０
国－〆、－〆、＝プ閨－〆～ン、‐〆、－〆、－〆

諏誇謂昼言

（
９
）
ご
『
。
］
【
》
四
・
四
・
○
・
・
の
．
⑫
シ
コ
ヨ
・
』
》
』
四
Ｎ
口
ぐ
ぬ
一
・
四
の
ご
ユ
、
す
、
、
豈
刮
「
の
房
の
耳
．
□
】
の
二
一
四
コ
』
一
臣
。
晩
の
。
』
の
『
『
四
ｓ
の
⑩
画
ロ
□
⑫
一
の
云
『
の
⑫
の
一
［
因
の
｝
旨
、
》
」
温
『
。

あ
る
。
」
と
し
て
い
る
Ｓ

（
８
）
二
二
○
民
回
・
画
．
。
・
・
の
．
』
．

（
６
）
⑫
】
の
ぐ
の
『
［
⑪
》
四
・
四
・
○
・
》
ｍ
・
沼
》
ロ
日
巨
口
》
四
・
口
・
○
・
・
ｍ
・
認
．

な
お
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
「
人
格
的
法
益
概
念
」
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
伊
東
・
前
掲
書
一
九
一
－
二
○
五
頁
参
照
。

（
７
）
弓
。
］
（
四
・
ｍ
．
。
。
》
の
．
』
．
も
っ
と
も
、
彼
は
犯
罪
概
念
の
一
一
一
分
的
構
成
に
発
見
的
（
夛
の
こ
『
一
⑰
（
一
関
ラ
）
価
値
し
か
認
め
な
い
。
「
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
非

哲
学
的
な
法
律
的
理
論
と
し
て
終
局
的
な
理
論
的
明
確
性
を
欠
い
て
お
り
、
そ
し
て
一
九
世
紀
の
自
然
主
義
に
根
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
」
と
し
て
い
る
（
、
．
四
・
○
・
》
、
Ｌ
）
。

（
４
）
国
『
■
二
目
四
・
四
・
○
・
・
の
．
②
．

（
５
）
同
『
房
三
二
。
］
（
Ｃ
一
の
目
く
つ
の
口
○
の
『
弓
ｇ
す
の
⑫
国
口
邑
⑪
ョ
壁
臣
一
砲
声
の
一
｛
．
ご
◎
風
白
昌
の
皀
脚
臣
『
シ
一
一
随
の
目
の
旨
の
二
Ｆ
①
声
『
の
『
○
目
印
の
⑩
ｏ
ｐ
ｐ
の
『
の
二
目
の
一
一
』
①
⑪

の
。
②
』

、
（
『
、
｛
『
の
、
豈
〔
⑭
」
＠
当
』

二
一
．
【
→
四
・
四
・
○
・
→
の
．
函
隠
．

ご
ｍ
一
・
二
二
．
一
（
ご
Ｃ
己
二
言
（

二
二
○
戸
目
竜
ロ
の
員
叩
・
麗
・

ご
く
○
戸
ｐ
．
ｍ
．
。
と
ｍ
・
塵
ご
旨
ご
ｓ
・

ご
巴
．
ご
『
。
］
（
》
四
・
四
・
○
・
・
の
。
』
。

ご
「
Ｃ
【
》
、
．
四
・
○
・
・
の
。
］
鴎
・
Ｆ
ｍ
．

ご
く
○
戻
回
・
囚
・
○
・
・
ｍ
，
←
・
頃
殖
］
・
い
，
、

二
一
．
【
、
．
“
・
○
．
。
⑫
．
、
。
⑦
。

ご
Ｃ
己
二
言
８
の
口
旦
の
⑩
弓
蝕
［
の
『
⑪
。

〔［□

揖
垣
』
ぬ
》
の
。
」
』
［
［
・
一
目
⑫
す
①
、
。
」
⑦
。
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（
弧
）
ぐ
函
一
・
口
『
凹
已
。
》
四
・
四
・
○
・
雪
⑫
。
「
理
｛
・

（
弱
）
言
・
一
（
》
【
『
画
：
且
Ｚ
の
こ
す
：
』
円
⑫
５
［
『
の
ｎ
頁
⑩
『
の
［
・
『
曰
・
国
己
ぐ
・
『
〔
『
囚
、
》
胃
⑫
西
』
＆
］
や
路
（
な
お
、
本
書
の
紹
介
と
し
て
林
瓜
麟
・
法

政
研
究
四
巻
二
号
［
昭
和
九
年
］
三
○
一
一
一
頁
以
下
が
あ
る
）
。

（
調
）
佐
伯
・
前
掲
書
二
四
九
頁
注
（
五
）
、
お
よ
び
伊
東
・
前
掲
書
二
○
○
頁
参
照
。

（
訂
）
言
。
｝
｛
》
画
．
四
・
○
・
『
の
．
笛
．
な
お
、
「
凡
そ
持
続
的
な
心
情
繊
造
の
よ
う
な
『
危
険
性
』
は
、
責
任
要
素
で
は
な
く
行
為
者
性
あ
る
い
は
主
観
的
違
法

性
の
一
部
で
あ
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
め
・
葛
）
。
『
命
日
の
『
・
ぐ
賄
一
・
煙
・
餌
・
○
・
『
⑫
・
獣
・

（
犯
）
く
い
一
・
切
国
自
画
・
色
・
Ｐ
の
・
ゴ
．

な
お
、
そ
の
後
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
櫛
成
要
件
の
概
念
を
全
く
放
棄
し
、
行
為
類
型
（
目
四
一
一
冒
局
）
と
行
為
者
類
型
（
『
蟹
の
耳
旨
巨
⑩
）
の
み
を
区
別
し
、

⑫
〔
『
口
［
『
の
、
豈
戸
。
』
①
『
回
の
。
⑫
い
］

（
皿
）
ご
く
○
房
四
・
四
・
○
・
》
の
．
届
。

（
犯
）
く
い
一
・
ｍ
目
臣
自
国
．
■
・
○

（
羽
）
三
。
］
（
》
口
・
色
．
。
．
》
の
・
圏
．

（
躯
）
三
○
戸
、
．
■
．
。
・
・
の
．
『
球
・

〈
羽
）
く
い
一
・
二
『
◎
尻
四
・
回
’
○
・
寺
、
’
Ｂ
・

（
弧
）
三
・
房
、
．
、
．
Ｐ
、
．
届
．
な
お
、
こ
の
よ
う
な
転
換
は
、
「
倫
理
的
に
中
性
の
実
証
主
義
的
個
人
主
義
」
か
ら
「
現
象
学
的
人
格
主
義

（
□
冨
曰
目
］
の
ロ
○
一
Ｃ
硬
】
、
９
円
勺
の
厨
。
：
一
】
い
【
目
⑫
）
」
ヘ
、
お
よ
び
「
自
然
主
義
」
か
ら
「
規
範
主
義
（
Ｚ
Ｃ
ゴ
ロ
目
ご
厨
冒
巨
②
）
」
へ
の
移
行
で
あ
っ
て
、
そ

の
後
の
反
自
由
主
義
的
行
為
者
論
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
、
マ
ル
ク
セ
ン
は
述
べ
て
い
る
（
二
四
『
×
の
。
．
□
の
『
宍
四
『
目
｛
晩
の
賄
目
目
⑪
―
―
す
の
３
－
句

⑫
〔
『
口
［
『
の
、
豈
戸
。
』
①
『
回
の
。
⑫
輿
』
⑫
つ
）
。

（
”
）
ご
く
つ
］
【
・
図
・
四
・
○
・
『
の
．
望
．

（
皿
）
く
値
一
・
四
の
ぐ
の
耳
⑭
一
ｍ
．
、
．
○
・
壱
ｍ
．
ｓ
》
四
の
『
曰
ｍ
ｇ
Ｆ
ｍ
曰
已
の
．
四
・
四
・
○
・
一
ｍ
・
さ
｛
・

（
お
）
の
、
彦
君
の
房
の
耳
・
“
．
、
．
。
．
》
ｍ
・
蚤
・

（
妬
）
同
１
【
三
．
一
［
》
ご
・
ヨ
ミ
の
⑪
８
９
冊
自
騨
の
３
門
品
題
・
貢
屋
旨
（
な
お
、
本
書
の
紹
介
と
し
て
、
佐
伯
・
法
学
論
叢
二
八
巻
一
一
一
号
［
昭
和
七
年
］

四
四
五
頁
以
下
が
あ
る
）
。
さ
ら
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
行
為
者
本
質
論
に
つ
い
て
は
、
大
谷
実
・
人
格
責
任
論
の
研
究
（
昭
和
四
七
年
）
九
一
頁
以
下
等

（
犯
）
ご
く
○
戸
、
．
、
．
。
・
・
⑫
．
］
『
【
・

（
羽
〉
ご
く
○
戻
餌
・
四
・
○
Ｊ
⑫
’
巳
．

を
も
参
照
。

国
国
巨
自
国
・
凶
．
。
．
》
⑫
．
『
禽
戸
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正当防衛における「防衛意思」 の問題点口

（
鋤
）
ご
ｍ
］
・
司
臥
巴
１
，
ラ
ー
ロ
］
１
⑪
〔
】
目
の
、
胃
。
且
の
『
ｂ
】
の
三
・
ョ
の
ぎ
『
四
］
⑪
冒
昌
百
（
。
『
ロ
Ｃ
一
三
門
冨
司
○
日
目
：
円
冨
色
目
函
⑦
ロ
『
旨
冨
：
『
四
９
‐
句
の
⑪
【
、
‐

、
宮
『
昼
這
員
、
．
届
】
【
・
》
庁
目
の
前
出
口
ｑ
◎
。
［
３
角
の
、
冨
旦
の
耳
の
】
Ｓ
ｍ
目
、
巨
己
幻
の
、
言
い
目
翻
す
『
：
９
目
⑪
：
（
『
の
、
言
御
巨
曰
国
巨
間
日
日
の
早

冨
員
Ｎ
三
一
⑪
、
守
の
二
○
の
三
竃
曽
・
望
の
ろ
口
ヨ
ミ
ロ
耳
の
弓
の
愚
の
『
１
句
の
⑪
§
ず
『
蔦
］
や
。
．
、
．
］
ざ
『
『
・
巨
・
⑪
・
君
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
論
文
で
は
ナ
チ
ス
期

の
特
色
を
示
す
諸
草
案
、
法
律
、
判
例
（
宛
の
鷺
・
己
』
屡
宛
の
⑰
〔
・
ヨ
ヨ
巨
・
四
・
）
等
の
具
体
的
な
摘
示
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
こ
れ

ら
を
見
ら
れ
た
い
（
ま
た
、
山
中
・
正
当
防
衛
の
限
界
［
昭
和
六
○
年
］
二
○
頁
等
を
も
参
照
）
。
な
お
、
「
防
衛
意
思
』
に
関
す
る
こ
の
期
の
判
例
と

し
て
は
、
「
喧
嘩
闘
争
を
決
意
し
た
二
人
の
者
が
喧
嘩
を
し
た
場
合
、
正
当
防
衛
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
か
」
に
関
す
る
も
の
で
、
「
Ｆ
（
Ⅲ

被
害
者
）
も
被
告
人
も
同
じ
く
喧
嘩
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
。
各
々
に
は
、
他
者
の
こ
の
よ
う
な
意
図
（
シ
国
、
茸
）
も
露
識
可
能
で
あ
っ
た
。
か

よ
う
な
状
況
下
で
、
一
一
人
の
者
が
本
気
で
喧
嘩
を
す
る
な
ら
、
刑
法
五
一
一
一
条
の
保
趣
を
だ
れ
も
要
求
し
え
な
い
。
」
と
す
る
判
示
が
注
目
さ
れ
る
（
戸

の
（
『
回
貯
８
９
．
己
『
戸
・
ぐ
・
鴎
・
昌
昌
】
や
農
冒
恥
勾
の
の
（
田
・
頁
』
田
）
。

（
虹
）
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
股
も
重
要
な
文
献
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
冒
四
風
の
ニ
ロ
の
『
【
、
日
ご
｛
ぬ
渦
の
ロ
８
⑪
］
】
ず
臼
四
一
の
の
（
『
凶
守
門
頁
］
ヨ
②
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
当
時
極
め
て
多
数
の
文
献
が
存
す
る
が
、
特
に
佐
伯
「
刑
法
に
於
け
る
キ
ー
ル
學
派
に
就
て
円
（
二
完
）
」
法
学
論
議
三

八
巻
二
号
一
一
八
六
頁
、
同
一
一
一
号
（
昭
和
一
三
年
）
五
二
六
頁
以
下
を
代
表
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

（
妃
）
く
い
一
・
御
・
国
・
四
目
の
１
田
の
旨
１
，
ケ
］
の
門
プ
の
、
【
》
Ｐ
の
う
『
す
Ｅ
Ｓ
。
の
叩
の
（
日
（
『
円
冨
勿
・
少
一
一
晩
の
日
の
ど
の
吋
弓
の
二
》
』
。
シ
こ
｛
一
・
・
乞
罠
⑫
．
］
雪
》
、
呂
君
の
一
・

宍
の
ユ
。
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
豊
・
厚
②
・
ョ
・

（
鰯
）
向
１
９
の
、
冒
旨
、
の
自
昌
ｈ
ｏ
ｐ
・
己
凶
日
日
の
『
一
・
三
の
開
ロ
脇
、
冨
巨
目
○
斤
・
己
宍
『
の
〔
の
“
Ｃ
ａ
己
目
、
巴
の
【
房
の
口
冒
⑩
（
３
（
『
円
言
》
』
田
『
（
な
お
、
本
書

の
紹
介
と
し
て
、
佐
伯
・
法
学
論
機
三
八
巻
五
号
［
昭
和
一
一
一
一
年
］
九
九
○
頁
以
下
、
木
村
勉
一
一
・
法
学
七
巻
一
一
号
［
昭
和
一
三
年
］
八
五
頁
以
下

（
羽
）
ご
く
Ｃ
ｌ
『
》
口
・
ロ
．
。
・
・
⑫
，
胃
．

す
べ
て
の
い
わ
ゆ
る
主
観
的
不
法
要
素
は
行
為
者
類
型
に
、
そ
れ
に
対
し
「
自
己
決
定
の
純
心
理
的
活
動
形
式
」
と
し
て
の
故
意
は
行
為
類
型
に
算
入

し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
従
来
心
理
的
責
任
要
素
で
あ
っ
た
も
の
が
行
為
類
型
に
属
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
『
不
法
』
、
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
犯
罪
行
為

の
犯
罪
的
性
格
を
共
に
基
礎
付
け
る
…
…
従
来
の
意
味
に
お
け
る
『
客
観
的
違
法
性
』
と
『
責
任
の
種
類
』
（
故
意
お
よ
び
過
失
と
い
う
心
理
的
要
素
）

は
行
為
類
型
の
中
で
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
行
為
へ
の
行
為
者
の
内
心
的
関
係
が
な
け
れ
ば
行
為
類
型
は
在
り
え
な
い
」
等
と
し
て
、

「
刑
法
に
お
い
て
は
責
任
か
ら
自
由
な
不
法
（
門
冒
一
堅
守
の
一
の
⑫
ご
日
の
ｎ
戸
）
は
存
在
し
な
い
」
の
で
あ
り
、
有
責
な
不
法
の
み
が
存
す
る
と
し
て
、
実

際
上
、
正
当
化
事
由
と
責
任
阻
却
事
由
と
の
区
別
は
不
要
で
あ
ろ
う
と
い
う
帰
結
に
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
（
三
・
戸
『
具
【
弓
巨
⑩
目
旦
国
［
の
耳
忌
こ
ぃ

、
Ｅ
『
句
『
ロ
、
の
こ
の
『
ｚ
の
長
］
『
日
の
目
口
、
」
の
『
こ
の
『
す
『
の
、
夛
目
⑪
］
の
ゴ
『
の
．
ご
Ｎ
シ
穴
已
丙
当
・
］
ぬ
．
の
・
酋
詔
〔
〔
旨
晋
朋
・
⑫
・
当
勇
一
ぐ
ぬ
一
・
：
目
困
の
『
・

ョ
自
己
屈
日
ロ
の
．
、
。
■
・
Ｐ
の
．
Ｐ
圏
『
の
Ｓ
暑
の
一
天
の
耳
・
画
・
■
・
Ｐ
の
・
震
．
な
お
、
伊
東
・
前
掲
書
二
○
○
頁
以
下
を
も
参
照
）
。
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（弱）○ｍ『一ｍ９日』耳》□すの『＆①且【の一シ耳の口旦のの『の９一望「一路のロの、菌『三、豈巾二】〕の鼻の二⑪．」ｃ豊（Ⅲカール・シュミット箸加藤新平他訳．

（
別
）
富
四
『
浜
の
Ｐ
口
・
凹
・
○
・
ｈ
．
呂
Ｐ

（
詔
）
の
、
冒
己
ご
ｍ
の
１
国
目
冨
己
の
『
一
・
四
・
四
・
○
・
】
の
．
黒
．

（皿）向巨函の口尻の目已の。己、口早□曰の同『宍のロ貝已⑩。①のご円す『の９の己巨皀旦⑪⑦ヨの『国の日の貝の．四二画の一〔日胸目『丙の『○一員】○ロロの『粋【呉『の、豈二『‐

（
別
）
言
凹
貝
の
Ｐ
四
・
回
．
。
・
・
⑫
・
圏
『
・

（
矼
）
な
お
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ケ
ル
ト
に
よ

囚
’
四
・
○
．
ご
叩
中
切
）
。

（
〃
）
ご
ｍ
一
・
ｍ
ロ
ヨ
ミ
冒
函
の
１
Ｎ
冒
巨
口
の
【
］
〕
四
・
四
．
。
．
．
⑫
・
し
【
［
．

（佃）⑫ＣｍＥｎ彦円与。。【■『】向己函一門戸『ご魚温。脹門弓囚巨巨。。笄○コ盲⑰【の⑩〔苛旦皀巨己、巳の口宍の己冒】⑫【国辱同ｎケ［マヨ昌切、嵜宍『旨】囚Ｐ」圏Ｐ印・
』
壁
し
冒
曰
・
』
》
三
○
一
侍
四
局
言
冒
の
ロ
己
凰
２
口
の
【
国
の
段
咀
冒
旦
円
已
の
昌
與
”
ず
①
ロ
の
（
『
呉
『
の
呂
蕨
菖
段
紺
口
⑩
、
富
津
・
旨
の
、
言
三
Ｎ
、
昂
》
、
』
・
胃
】
忠
亜
・

叩・巳②》向『房ヨ。］［．□閂三の岳。○の口牌尉芦旨邑の『の【『四｛『、、三助一のぎ『の色目印の旨の□すのゴー】ロ。ｇ値・国の曰の『宍ロロ、のロ目回の『の、ゴュ「【ごＣロ
ロユ９⑫、言ご冒碩Ｐ閂【『四二。ｐ四一一四．臣⑩巨皀ロのロロ島田〔⑩ずの〔日ｎ頁目己館ご□の『色の臣［円冨口用の、寡の。「一隅布ロ円豈凹洋員》旨ご宛三】⑰』慶宍、．
』
己
。
な
お
、
荘
子
邦
雄
・
犯
罪
論
の
基
本
思
想
（
昭
和
五
四
年
）
七
一
一
一
頁
以
下
、
特
に
八
四
頁
注
仙
等
を
も
参
照
・

（⑲）ご砲一・三四貝のＰ四・四・○・》の・臣『巨己。。『〔昏目・』量鄙甸『Ｃ自己の］・ヨシ宛の石口の二・ｚ『・艮印・巴（。（同訳書・七七頁以下）Ｐ

が
あ
る
）
。
な
お
、
言
の
脇
口
閉
呂
目
と
い
う
重
要
な
キ
ィ
・
ワ
ー
ド
に
つ
き
、
た
と
え
ば
、
「
本
質
観
照
」
（
尾
高
朝
雄
、
碧
海
純
一
）
、
「
本
質
諦
観
」

（
佐
竹
哲
雄
）
、
「
本
質
観
視
」
等
の
訳
語
が
わ
が
国
で
は
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
適
・
不
適
は
問
わ
ず
、
本
稿
で
は
刑
法
学
で
通
常
当
て
ら
れ
て
き

た
「
本
質
直
感
」
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

（
“
）
な
お
、
こ
の
キ
１
ル
学
派
と
マ
ー
ル
プ
ル
ク
学
派
と
の
論
争
の
意
義
、
お
よ
び
ヘ
ッ
ク
と
ビ
ン
ダ
ー
、
ラ
レ
ン
ッ
と
の
論
争
と
の
類
以
性
に
つ
き
、

『
『
・
ヨ
ョ
の
一
・
ヨ
シ
用
勺
国
の
ラ
ヱ
『
・
艮
巳
圏
・
の
。
ｇ
目
旦
○
・
耳
司
晨
二
・
患
（
同
訳
書
・
七
七
頁
以
下
お
よ
び
一
一
一
四
七
頁
以
下
）
参
照
。

（
鯛
）
ご
随
一
・
言
四
目
８
．
回
・
口
・
Ｐ
の
・
圏
③
竃
・

〈妬）（瀞・『、Ｃ昌員ぐのＳ『の、雪のロ巨己目口Ｓｍの【四目『旨の『巨己守謄８，の『目の口９両の、亘、ゴーの器宮門富津》冨酊・の・題（なお、本書につ
い
て
は
不
適
訳
等
不
十
分
な
も
の
で
は
あ
る
が
翻
訳
が
あ
る
。
司
法
省
調
査
部
『
新
法
律
学
の
基
本
問
題
』
司
法
資
料
二
一
一
一
一
号
［
昭
和
一
二
年
］
一

ｎ
面
の
ロ
ロ
（
）
侭
【
ご
囚
ご
【
。
ご
筐
．

的
・
弓
．

三
五
頁
）
。シ
ュ
ヴ
ィ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ケ
ン
ペ
ル
マ
ン
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
イ
デ
ー
ン
』
に
直
接
的
に
従
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
⑫
ｎ
ヶ
薯
の
房
の
１
．
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正当防衛における「防衛意思」の問題点口

（
印
）
ご
ｍ
一
・
の
、
豈
尹
『
の
房
の
耳
・
画
・
四
・
○
・
・
の
・
己
←
・

（
“
）
の
、
う
回
［
（
の
［
の
一
Ｐ
侭
巨
『
己
『
◎
す
］
の
日
日
涛
旦
円
［
の
｜
の
。
］
ｃ
臼
⑩
島
の
口
因
の
、
ユ
〔
｛
⑫
コ
ー
ロ
ニ
コ
碩
一
Ｂ
ｍ
戸
日
【
厨
、
亘
・
の
○
二
己
の
ａ
『
月
云
凹
巨
⑩
ロ
の
『
ご
可
の
⑫
厨
、
ラ
ユ
津
旦
の
『

Ｐ
の
一
目
一
ｍ
の
『
］
Ｅ
『
】
の
【
の
ご
益
百
一
（
算
｛
胃
Ｈ
）
『
・
国
、
冨
己
の
、
苣
旦
□
【
目
目
〕
・
ｚ
ｃ
『
の
ヨ
ゴ
の
『
】
患
』
《
《
》
ｓ
麓
》
□
号
日
切
の
の
ロ
【
の
、
冒
局
く
つ
２
両
『
一
。
ゴ

⑩
ｎ
頁
『
一
息
Ｐ
弓
の
］
の
。
｝
Ｃ
殖
】
⑰
、
冨
国
の
碩
昌
［
、
亘
一
目
眉
ヨ
】
⑫
〔
『
四
『
『
の
。
三
二
ｍ
、
ゴ
『
【
己
冒
宅
⑫
］
、
彦
〕
田
』
．
、
。
『
＆
（
［
両
者
は
、
特
に
、
の
。
宮
ミ
ヨ
、
の
）

官
の
］
の
ｃ
－
ｃ
歯
一
⑩
Ｃ
き
⑦
因
の
幅
『
『
房
亘
一
旦
盲
目
胃
】
の
芹
『
回
寺
の
ｎ
頁
・
国
ゴ
ロ
の
一
（
『
四
ｍ
且
『
の
［
『
員
『
の
、
ゴ
ー
】
、
弓
の
ロ
旨
の
島
Ｃ
ｇ
の
己
］
の
旨
、
』
②
ざ
（
な
お
、
本
書
の
紹
介

的
論
文
と
し
て
、
木
村
（
亀
）
「
刑
法
に
於
け
る
目
的
論
的
方
法
」
法
学
志
林
一
一
一
四
巻
二
号
［
昭
和
七
年
］
二
一
七
頁
以
下
が
あ
る
）
に
対
す
る
批
判

と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
・
前
掲
法
学
論
叢
三
八
巻
二
号
二
八
八
頁
以
下
参
照
。

②
の
ご
ｍ
一
・
山
巨
、
ラ
、
。
①
Ｐ

（
価
）
特
に
、
ダ
ー
ム
に
し

四
頁
以
下
を
も
参
照
。

（
Ⅲ
）
ご
ｍ
一
・
冨
凶
『
×
の
Ｐ
四
・
四
・
○
・
．
め
・
鴎
垣
巨
己
○
．
ユ
ン
目
】
・
』
合
・

（
塊
）
向
・
二
言
○
一
〔
。
ご
Ｃ
宛
ご
曼
厨
乞
患
》
、
．
」
三
・

（
岡
）
ご
陀
一
・
冨
凹
『
Ｈ
の
ロ
・
凹
・
四
・
○
・
⑫
，
凹
さ
巨
且
号
耳
シ
ロ
ョ
・
急
←
・

（
“
）
言
四
『
×
目
・
旨
シ
幻
の
勺
国
の
旨
Ｚ
ｎ
・
】
Ｐ
】
し
虜
⑫
。
＄
（
同
訳
瞥
・
八
九
頁
）
．

（
侭
）
句
『
Ｃ
ヨ
ョ
の
一
・
二
『
の
一
Ｎ
の
一
切
｛
旨
、
］
の
四
ｍ
ロ
。
］
Ｅ
ｐ
ｍ
⑪
］
の
胃
の
マ
ヨ
的
幻
の
曰
曽
の
『
Ｉ
ｍ
Ｃ
ｐ
ｐ
ｇ
（
｝
』
顕
・
）
・
の
戸
田
②
二
⑪
【
】
Ｎ
巨
口
□
弔
○
］
旨
の
】
宮
ニ
ロ
ユ
ヰ
の
ご
幻
の
－
，
戸
届
量
》
⑫
．

（
㈹
）
二
四
『
×
９
．
四
・
ｍ
．
。
・
・
の
・
圏
や
．

法
学
的
思
惟
の
三
種
類
〔
昭
和
四
八
年
〕
が
あ
る
）
．
な
お
．
本
書
に
つ
い
て
は
加
藤
新
平
「
所
調
具
体
的
秩
序
思
想
に
就
て
ｌ
刀
Ｉ
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
『
法
学
的
思
惟
の
三
綱
の
定
璽
』
の
紹
介
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
法
学
議
繼
三
八
巻
一
号
（
昭
和
一
三
年
一
一
○
八
頁
以
下
参
照
．

（
記
）
ぐ
ぬ
一
・
ｍ
。
旨
ご
旨
、
の
１
国
日
日
の
『
］
〉
四
・
脚
．
。
。
》
、
’
目
『
｛
・

（
訂
）
ぐ
、
一
・
冨
日
浜
の
昌
餌
・
四
・
○
・
》
⑫
．
呂
函
【
・
二
・
の
．
割
『
・

（
詔
）
三
四
『
×
の
Ｐ
、
．
、
．
。
》
の
．
麗
冒
目
色
○
耳
』
昌
己
・
←
造
・

（
弱
）
、
。
■
Ｅ
Ｃ
豈
困
’
言
回
邑
の
円
雪
□
の
『
『
の
『
す
の
、
ゴ
の
。
⑰
す
の
頭
『
一
『
｛
・
国
ロ
句
。
『
円
豈
巨
ロ
、
印
す
の
ユ
、
亘
電
ご
□
⑫
（
宛
］
や
葛
】
の
．
や
③
エ
コ
ョ
．
Ｓ
］
》
ぐ
頭
一
・
ｍ
■
、
ゴ
ロ
煙
ゴ
ヨ
ー

ロ
の
『
三
の
二
。
Ｑ
の
。
⑪
【
『
の
一
｛
ご
□
の
『
茸
の
昌
一
殖
の
口
の
（
『
画
可
の
ｎ
頁
の
君
一
ｍ
あ
の
二
ｍ
、
訂
（
【
・
侭
⑭
重
く
因
』
・
ヨ
ご
盟
雪
の
。
』
縄
》
・
の
『
、
．
□
の
の
己
『
の
呂
目
ぬ
ぐ
ｏ
ｐ
ｍ
Ｃ

ｍ
ｎ
云
日
言
一
□
一
の
巳
『
の
】
シ
耳
の
ご
Ｑ
の
⑰
閂
の
、
す
［
望
「
】
、
あ
の
二
②
ｎ
豈
凹
「
二
一
ｎ
寺
の
ゴ
ロ
の
。
【
の
。
⑫
一
Ｎ
、
白
四
二
二
ｍ
。
’
器
・
岳
韻
》
の
．
］
已
［
》
六
二
具
エ
ョ
の
｜
巨
口
、
》

宛
の
、
言
⑰
頤
員
の
３
Ｄ
与
巨
百
口
己
旦
の
ｎ
．
臣
甘
こ
の
『
の
①
印
の
一
一
い
、
可
山
津
．
】
②
己
一
ｍ
・
旨
つ
シ
ロ
目
・
置
・

ダ
ー
ム
に
よ
る
櫛
成
要
件
論
の
拒
絶
に
つ
い
て
は
、

愚
一
・
の
、
言
『
の
一
六
の
只
口
・
四
・
○
・
・
⑫
・
し
『
［
［
口
．
⑰
・
君
。
な
お
、
中
・
誤
想
防
衛
論
一
六
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ｐ
．
ｍ
．
ご
『
・

（
わ
）
な
お
、

（
門
）
の
ｎ
ヶ
呉
諒
｛
の
ご
》
句
昌
、
宣
く
の
二
の
目
巨
昌
岨
の
．
』
⑬
『
・

（
河
）
ぐ
函
一
・
の
ロ
ゴ
印
爵
一
再
の
ご
》
勺
裏
、
耳
ぐ
の
『
一
の
葡
巨
口
頗
》
の
．
］
］
霞
（
．
ご
ｍ
ず
の
⑫
．
、
．
届
⑨
．

（
巧
）
の
０
ケ
、
｛
膝
（
の
一
Ｐ
弔
曽
、
胃
ぐ
の
同
一
の
白
巨
ロ
四
ｍ
．
］
農
・

（
巧
）
の
、
冨
簾
庁
の
貫
勺
爵
、
耳
ぐ
の
『
］
の
日
旨
い
の
．
】
曽
己
の
『
の
・
・
で
『
◎
す
｜
の
ョ
四
［
畳
の
．
》
］
・
も
つ
と
も
、
既
に
そ
の
崩
芽
は
、
の
、
冨
房
国
口
》
ロ
の
四
一
一
咀
自
】
の
旨
ｇ

Ｐ
の
耳
の
曰
く
目
〕
ぐ
の
号
『
の
Ｓ
の
Ｐ
こ
い
Ｐ
⑫
’
急
で
見
出
さ
れ
る
。

（
両
）
⑫
、
写
凹
魚
、
〔
の
旨
》
Ｎ
⑫
重
「
国
○
・
３
］
や
冨
苞
の
．
』
ｇ
｛
・

（
耐
）
己
回
冒
巨
・
く
①
『
耳
の
、
彦
の
皀
巨
皀
已
目
凹
弓
の
⑰
国
目
ｇ
⑩
．
』
ｇ
シ
ロ
ョ
．
ｇ
》
□
の
『
⑪
・
省
く
の
ｑ
ｇ
巨
曰
」
ぐ
の
『
ず
『
の
、
ゴ
の
貝
Ｎ
ｍ
国
呉
三
二
国
二
・
場
】
や
韻
》
ｍ
・
凹
田
（
（
．

（
的
）
の
呂
呉
［
の
（
の
貫
己
、
⑫
ご
①
【
耳
①
＆
①
ロ
四
一
⑰
勺
冨
ｓ
［
ぐ
円
］
の
自
己
館
ご
恥
の
日
ロ
ニ
ヰ
四
ｍ
目
。
、
Ｈ
ｐ
ｍ
回
目
宛
の
、
宮
⑪
三
一
脇
の
己
の
、
冨
津
》
］
富
切
一
ｍ
』
］
］
｛
．
（
な
お
、

本
論
文
に
つ
き
前
掲
の
本
書
の
翻
訳
・
司
法
資
料
二
三
一
号
一
六
六
頁
以
下
、
お
よ
び
翻
訳
に
近
い
形
の
紹
介
を
中
心
と
し
た
も
の
と
し
て
、
中
村
勉

「
不
法
論
に
お
け
る
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
に
つ
い
て
（
三
）
」
帝
京
法
学
一
六
巻
二
号
［
昭
和
六
二
年
］
七
一
頁
以
下
等
が
あ
る
）
。

（
刀
）
の
、
す
匙
〔
の
［
の
旨
》
宅
｛
一
一
、
耳
ぐ
の
『
｝
の
目
口
頤
の
．
］
］
Ｃ
・

（
、
）
ｍ
Ｓ
ｇ
〔
鷺
の
口
早
田
菖
、
二
コ
円
】
の
冒
口
頤
の
．
］
圏
》
庁
『
口
の
『
ユ
の
【
的
『
□
』
の
ョ
貝
の
『
一
の
一
一
の
丙
の
、
江
⑫
雪
江
ユ
、
【
の
一
ロ
ョ
天
。
ヨ
ョ
の
ロ
ユ
の
己
の
【
国
沖
の
、
冨
一
㈱
の
｛
三

国
ロ
・
留
皀
患
・
⑩
・
曽
帛
【
・
》
Ｑ
の
厨
．
．
”
の
、
宮
里
ご
己
国
函
弄
国
［
自
己
⑫
同
旨
】
。
』
日
尹
巨
Ｓ
目
色
の
⑰
己
２
２
⑫
【
日
［
『
の
、
亘
頻
〕
］
⑩
忌
日
⑩
》
Ｎ
の
【
三
国
』
・
ヨ

』
忠
Ｐ
⑫
・
蛍
屋
（
な
お
、
本
論
文
の
紹
介
と
し
て
、
竹
田
直
平
・
法
と
経
済
九
巻
四
号
［
昭
和
一
三
年
］
六
一
一
頁
以
下
が
あ
る
）
。

（
犯
）
⑫
ｎ
冨
扁
目
員
石
臼
、
耳
ぐ
の
『
一
の
冨
自
甲
の
。
｝
」
②
》
］
鵲
》
』
豊
ロ
・
切
・
二
．
こ
れ
に
広
範
に
賛
同
す
る
も
の
と
し
て
、
。
、
一
一
；
国
巨
『
【
１
（
房
□
囚
Ｐ
ｇ
『
の

ぐ
。
曰
く
の
『
耳
の
、
底
の
百
四
一
ｍ
河
の
、
茸
、
、
Ｅ
［
の
ぐ
の
【
］
の
薗
巨
ご
ｍ
》
冒
坤
の
①
函
の
口
頭
「
四
円
⑪
埣
囚
、
の
ロ
ロ
の
【
の
【
国
辱
の
ｎ
頁
晩
尹
『
】
閉
の
邑
円
臣
国
辱
・
の
】
の
】
⑰
ロ
ロ
、
毒
‐
田
行
⑪
扇
ロ
ー
『
胃
．

）
な
お
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
新
た
な
犯
罪
概
念
の
展
望
、
特
に
違
法
性
と
責
任
と
の
再
検
討
と
の
関
連
で
、
行
為
概
念
と
故
意
の
体
系
的
地
位
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
結
論
に
お
い
て
、
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
、
Ｈ
・
マ
イ
ヤ
ー
、
ド
ー
ナ
お
よ
び
ヴ
ォ
ル

フ
と
同
意
見
で
あ
る
。
落
雷
、
犬
の
咬
み
つ
き
、
地
震
は
そ
の
結
果
に
お
い
て
個
人
ま
た
は
公
衆
に
と
っ
て
有
害
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
災
難
を
意

味
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
違
法
で
は
な
い
。
違
法
性
の
判
断
は
人
間
の
行
為
に
の
み
関
係
し
、
自
然
現
象
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ

し
て
、
行
為
概
念
は
今
日
ま
す
ま
す
有
力
と
な
っ
て
い
る
見
解
に
よ
れ
ば
『
元
来
目
的
的
性
質
（
｛
一
目
］
の
ｚ
呉
貝
〉
』
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行

為
者
意
思
と
関
係
し
て
与
え
ら
れ
た
『
事
象
の
個
々
の
要
素
に
ま
で
及
ぶ
意
味
統
一
体
（
、
】
冒
呂
昌
鼻
）
』
で
あ
る
。
か
く
し
て
行
為
は
、
故
意
を
概

念
必
然
的
に
自
ず
と
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま
た
、
因
果
的
事
象
の
無
限
の
連
鎖
か
ら
、
故
意
に
よ
っ
て
包
括
さ
れ
る
部
分
の
み
が
違
法
な

吟
⑫
堕
穿
の
。
ｍ
］
。
③
函
｛
。
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正当防衛における「防衛意思」の問題点口

（
師
）
因
の
ニ
ョ
色
冒
二
ど
の
『
・
口
の
『
ワ
ヨ
ロ
の
ａ
の
因
の
｛
の
ニ
ー
ョ
⑫
（
『
、
可
の
ｎ
頁
・
旨
司
『
■
口
汚
‐
句
の
の
員
呂
の
》
国
。
．
旨
『
桿
冨
Ｐ
ｍ
・
巴
⑫
．

（
肥
）
ご
ｍ
］
・
ロ
国
ロ
ロ
一
四
・
四
・
○
・
》
の
皀
麗
・
巨
口
。
「
・

（
的
）
餌
の
］
］
冒
巨
昌
二
ど
の
『
》
□
凹
め
の
耳
囚
辱
円
宮
烏
⑰
□
の
貝
⑫
ｎ
コ
の
。
ご
Ｃ
一
斉
８
ｓ
患
（
な
お
、
本
書
の
紹
介
と
し
て
、
小
野
清
一
郎
「
民
族
主
義
と
刑
法

学
」
同
．
法
学
評
論
下
［
昭
和
一
四
年
］
三
二
九
頁
以
下
が
あ
る
）
。
な
お
、
Ｈ
・
マ
イ
ヤ
ー
の
刑
法
思
想
に
つ
き
、
岡
本
勝
「
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ

ヤ
ー
刑
法
思
想
序
説
（
上
）
」
法
学
四
七
巻
五
号
（
昭
和
五
九
年
）
一
五
二
頁
以
下
、
伊
東
・
前
掲
書
二
○
七
頁
以
下
等
を
も
参
照
。

（
卯
）
出
，
三
四
希
『
》
四
・
四
・
。
．
》
⑫
．
』
ｓ
割
二
間
こ
ぐ
堀
一
・
頭
の
ョ
】
四
コ
。
Ｐ
ｍ
ｐ
］
□
の
》
、
．
四
・
○
・
ｍ
・
爵
》
、
、
二
二
「
の
房
の
耳
・
ロ
．
四
・
○
・
壱
ｍ
．
］
＆
．
Ｆ
⑫
’
三
．

（
皿
）
国
・
富
ど
の
『
》
四
・
四
・
○
・
》
の
．
己
．

（
皿
）
四
・
言
ど
の
『
》
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
韻
【
。

（
別
）
の
、
雪
呉
｛
鷺
の
ヨ
マ
国
の
重
く
ロ
ロ
・
ヨ
（
］
℃
圏
）
・
の
．
』
］
』
・

（
閲
）
□
島
目
》
□
の
『
言
の
昏
。
。
①
ロ
鼻
『
の
岸
ご
Ｑ
の
【
ラ
の
具
一
頭
の
『
】
⑫
【
『
具
『
の
９
〔
⑪
暑
】
⑩
叩
⑦
己
⑫
呂
呉
〔
・
碑
⑫
一
三
国
』
・
田
（
』
ｃ
路
）
．
、
．
』
念
・

（
妬
）
な
お
、
ヒ
ン
メ
ル
ラ
イ
ヒ
は
、
「
防
衛
の
も
と
で
『
防
衛
行
為
』
を
防
衛
意
思
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
」
第
一
説
（
Ⅱ
通
説
）
に
ダ
ー
ム
を
挙
げ

て
い
る
が
、
そ
の
出
典
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
（
く
い
一
・
宍
一
目
⑫
国
冨
目
の
一
『
の
一
。
戸
ｚ
◎
亘
『
の
ぎ
『
巨
且
目
す
の
尹
己
函
［
の
司
昌
『
一
勝
⑫
］
答
の
】
〔
》
乞
己
．
⑫
。

の
で
あ
る
。
か
く
て
、
『
客
観
的
不
法
』
は
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

、
、
、
、
已
勺
、
℃
、
▽
、
、

ま
た
、
刑
罰
法
規
の
評
価
機
能
と
決
定
機
能
の
区
別
に
よ
っ
て
、
客
観
的
違
法
性
と
主
観
的
義
務
違
反
に
不
法
を
分
解
す
る
こ
と
は
行
な
わ
れ
な

い
。
非
常
に
適
切
に
も
最
近
ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
は
、
従
来
支
配
的
な
客
観
主
義
的
不
法
論
は
そ
の
う
わ
く
だ
け
の
論
理
的
な
正
し
さ
を
評
価
規
範
と
い
う

概
念
に
お
け
る
多
義
性
に
の
み
負
う
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
刑
法
的
評
価
の
対
象
は
行
為
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
規
範
は
客

観
主
義
的
不
法
論
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
な
る
『
在
る
べ
し
（
の
⑦
ご
‐
の
。
一
一
の
己
）
』
で
は
な
く
、
『
行
為
す
べ
し
（
望
四
目
の
一
己
‐
⑫
。
一
一
の
己
）
』

で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
れ
は
決
定
規
範
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
」
等
と
し
、
客
観
的
違
法
論
の
拒
絶
、
「
意
思
刑
法
」
の
主
張
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
の
、
寺
呉
｛
⑪
〔
の
ヨ
》
Ｎ
の
芹
二
臣
・
田
（
」
麗
函
）
》
ｍ
・
酉
］
屋
・
）
。

（
帥
）
の
目
呉
〔
の
〔
の
貫
国
の
【
尋
「
ロ
ロ
・
田
（
』
冨
函
）
・
の
．
』
］
い
》
算
冒
豈
ｎ
ヶ
円
豈
Ｃ
ｐ
ｃ
の
『
⑰
．
》
目
『
で
『
○
三
の
曰
９
房
の
。
ｇ
『
・

（
虹
）
の
、
高
罵
扁
買
熈
の
（
三
田
・
田
（
］
垣
冨
）
い
・
⑭
］
』
『
・

（
腿
）
⑫
、
冨
静
（
の
亘
国
の
芹
三
●
ロ
ロ
・
駅
（
』
忠
③
）
・
の
・
愚
〔
・

（
閉
）
四
の
一
一
日
巨
昏
ぐ
。
□
言
の
す
の
【
》
Ｎ
Ｅ
Ｂ
少
巨
さ
目
。
の
、
、
戸
『
四
［
『
の
、
宮
脇
廷
⑪
（
の
日
⑩
』
垣
鼠
の
」
『
．
な
お
、
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
見
解
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

、
鴬
・
臣
・
患
シ
ロ
ヨ
・
』
き
）
。

本
款
四
本
文
参
照
。
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（
兜
）
四
・
富
ど
の
『
向
・
座
・
ｐ
．
ｍ
．
」
ｓ
・

（
弧
）
四
・
言
ど
の
『
》
□
の
『
く
の
『
す
【
の
９
の
。
⑪
ロ
の
す
⑫
一
｛
｛
・
ロ
ヨ
句
。
『
の
◎
す
自
由
⑩
ケ
の
１
，
ゴ
［
》
ロ
、
［
宛
ろ
』
Ｐ
の
・
＠
ｍ
・

（
妬
）
四
・
三
畠
の
『
》
四
・
四
・
○
・
》
印
」
ｓ
・

（
妬
）
ご
随
一
・
餌
・
言
ど
の
『
・
四
・
ｍ
．
。
・
の
．
届
］
（
｛
・
》
８
２
【
の
『
口
曾
の
、
亘
「
の
房
の
具
四
・
ｍ
・
○
・
・
ｍ
・
已
忌
・

（
Ｗ
）
雷
・
富
ど
の
『
一
四
・
凶
・
○
・
》
ｍ
・
』
＄
・

（
卵
）
餌
・
富
ど
の
『
》
四
・
口
・
○
・
・
ｍ
・
圏
獣
・

（
的
）
ご
ｍ
一
・
四
・
三
四
］
①
『
》
四
・
四
・
○
・
》
の
．
』
圏
｛
・

（
川
）
四
．
こ
こ
の
『
向
・
由
．
。
】
の
，
呂
切
・
旨
③
．

（
Ⅲ
）
四
・
言
ど
の
『
向
・
色
．
○
・
・
ｍ
・
闇
⑦
。

（
皿
）
四
・
言
ど
の
『
向
・
■
．
。
．
》
の
・
圏
⑤
．

（
伽
）
題
・
言
ど
の
『
向
．
、
・
○
・
・
ｍ
・
圏
麗
・

（
川
）
四
・
言
ど
の
『
ん
．
■
・
○
・
・
の
。
⑬
ｇ
・

（
伽
）
題
・
三
ど
の
『
向
．
、
．
。
。
》
ｍ
・
愚
Ｐ

（
脳
）
四
・
二
昌
の
『
》
四
・
旬
．
。
・
・
の
・
圏
廻
・

（
〃
）
崖
．
三
四
竜
の
『
・
四
・
四
・
。
．
》
の
．
園
つ
・

（
川
）
四
・
三
四
量
の
『
・
囚
・
囚
．
。
．
》
印
・
鵠
魚
・

（
川
）
函
の
【
目
色
己
二
Ｆ
口
冒
已
の
。
ｍ
・
画
．
。
．
》
の
・
臣
・

（
川
）
四
・
言
ど
の
『
》
四
・
ｍ
．
。
・
・
印
・
』
患
・

（
Ⅲ
）
四
・
二
亀
の
『
ｂ
・
四
・
○
．
め
・
函
巴
・

（
Ⅲ
）
な
お
、
戦
後
一
九
五
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
教
科
書
で
は
、
こ
の
点
を
以
下
の
よ
う
に
明
示
し
て
い
る
。
「
防
御
は
防
衛
の
目
的
（
目
「
の
鳥
』
①
『

ぐ
の
耳
の
己
一
召
息
）
で
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
防
衛
意
思
を
欠
く
な
ら
、
た
と
え
ば
、
被
攻
撃
者
の
闘
争
の
際
に
、
彼
が
攻
撃
を
受

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
全
く
知
ら
ず
、
彼
の
方
で
一
方
的
に
殺
害
も
し
く
は
傷
害
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
彼
は
正
当
防
衛
で
行
為
す
る
も
の
で
は
な

い
。
だ
が
、
彼
が
凡
そ
防
衛
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
副
次
的
な
別
の
動
機
、
た
と
え
ば
復
讐
心
は
彼
に
不
利
益
と
は
な
ら
な
い
」
と
（
四
・
二
旦
円
》

の
（
『
、
可
の
、
言
・
シ
ニ
浦
の
ョ
①
ヨ
の
『
『
の
一
一
つ
ご
団
・
⑩
．
ｇ
』
［
・
）
。

〈
畑
）
田
の
一
一
日
巨
昏
く
○
口
言
の
ロ
周
・
□
】
の
、
、
『
四
コ
こ
の
【
の
皀
○
の
両
目
胃
】
○
二
二
円
⑫
〔
日
狩
①
の
①
同
の
》
□
〕
Ｎ
患
・
］
ぬ
．
Ｓ
臣
奪
の
□
・
の
蜜
｛
（
一
旦
の
『
醜
。
．
□
■
い
ず
の
ロ
【
侭
の
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正当防衛における「防衛意思」 の問題点口

（
皿
）
ご
巳
・
ぐ
．
ご
く
の
け
の
『
・
■
．
、
．
。
・
・
⑰

（
噸
）
ご
’
三
の
す
の
『
》
四
・
四
・
○
・
・
⑩
Ｓ
・

（
Ⅷ
）
『
．
ご
く
の
す
円
・
囚
・
Ｐ
○
・
・
の
．
Ｓ
’

（
皿
）
ご
’
三
の
す
の
『
》
煙
．
、
．
。
・
・
の
．
ｇ
・

（
伽
）
ぐ
・
ミ
の
す
の
『
》
、
．
四
・
Ｐ
の
。
』
』
》
：
旨
く
晩
一
・
国
『
目
ョ
６
．
四
・
○
・
．
］
＆
［
【
（
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
こ
の
「
当
為
」
と
「
可
能
」
の
区
別
に
は
批
判
的
で

あ
る
）
。
な
お
、
わ
が
国
で
か
よ
う
な
区
別
に
従
う
も
の
と
し
て
、
西
原
春
夫
・
刑
法
総
論
（
昭
和
五
二
年
）
一
一
三
頁
以
下
。

（
脚
）
ご
ｍ
一
・
ぐ
・
ニ
ニ
●
す
の
『
・
四
・
ｍ
．
。
．
ご
い
・
屋
ご
息
・

（
伽
）
ぐ
・
二
言
の
ず
の
『
》
四
・
ｍ
．
。
．
》
ｍ
・
蹟
》
⑰
。
⑩
、
二
ｃ
曰
ご
□
〕
国
」
富
］
・
の
己
．
③
急
［
’
ぐ
瞬
一
・
ロ
四
目
因
『
皿
巨
ロ
－
，
．
四
・
○
・
・
ｍ
』
ｓ
訴
因
の
「
ョ
、
ゴ
ロ
Ｐ
四
日
己
の
》
ロ
．
四
・
○
・
・

（
剛
）
ぐ
．
ご
く
●
す
の
『
》
津
・
伊
○
・
壱
の
．
②
．

（
Ⅲ
）
ぐ
・
ミ
の
す
の
『
・
ロ
．
②
．
。
．
》
Ｐ
露
．

（
皿
）
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
刑
法
上
の
か
よ
う
な
動
詞
の
例
と
し
て
、
目
亘
①
【
の
亘
目
、
『
の
一
〔
の
Ｐ
目
高
］
【
の
Ｐ
冒
弄
冒
旦
一
ｍ
の
亘
目
□
【
の
扇
の
Ｐ
：
『
の
国
の
。
・

自
夛
『
の
己
の
月
（
Ｃ
ａ
の
『
Ｐ
目
（
【
Ｃ
ａ
の
貝
す
の
『
口
こ
め
（
（
）
『
」
の
ョ
罰
目
切
叩
〔
の
］
］
の
Ｐ
符
一
一
冨
一
〔
の
目
ワ
の
冨
巨
ご
【
の
。
」
勝
（
の
日
・
ぐ
の
己
腎
冒
頭
目
．
｛
厨
、
ゴ
の
二
斤
『
の
ご
ｍ
の
目

豈
の
目
の
。
》
言
亘
の
『
②
国
己
ｊ
ご
・
【
の
、
冒
す
一
の
曰
禺
の
。
》
⑫
一
ｓ
す
の
＆
の
ロ
の
Ｐ
、
】
Ｓ
す
の
（
蝕
沼
の
冨
晩
－
，
ヶ
の
日
⑪
、
旨
一
ｓ
閃
の
二
》
の
－
９
の
忌
貫
目
等
を
挙
げ
て
お
り
、

ま
た
、
あ
る
結
果
に
向
け
ら
れ
た
活
動
を
特
徴
付
け
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
、
の
『
⑩
［
『
の
す
の
ニ
ワ
の
（
『
の
す
の
ご
》
目
９
８
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
、
更
に
、
息

自
【
の
『
こ
の
豈
昌
８
９
と
か
言
ぐ
の
厨
巨
呂
の
ロ
倉
と
い
っ
た
表
現
は
よ
り
重
要
な
も
の
だ
と
す
る
（
『
・
三
の
ワ
⑦
『
向
・
回
・
ｐ
．
ｍ
．
屯
・
）
。

（
川
）
『
・
一
二
の
す
め
『
》
四
・
四
・
○
．
包
め
．
Ｐ

（
伽
）
ぐ
’
三
の
す
の
『
》
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
②
．

（
川
）
ぐ
．
ご
く
の
富
『
》
臼
．
四
・
○
・
》
の
．
⑭
．

（
皿
）
ぐ
’
ご
く
の
す
の
『
）
Ｃ
］
Ｎ
』
田
』
い
□
．
③
＄
〔
．

（
服
）
く
い
一
・
ｍ
目
己
巨
昌
四
・
四
・
一

（
川
）
田
『
凹
巨
二
ｍ
・
掌
○
・
一
の
．
『
．

○
の
［
の
【
『
の
一
，
三
ｍ
。
こ
の
の
〔
国
（
『
の
、
寓
巨
ロ
○
ｓ
の
⑫
［
『
口
（
『
の
ｎ
頁
い
『
の
｛
。
『
目
。
。
⑪
［
の
『
『
，
、
の
貝
『
“
一
ヶ
一
員
一
［
・
旨
『
・
勺
『
■
×
】
⑩
．
ロ
ユ
・
弩
］
し
旨
》
⑫
．
←
ｇ
［
［
》
』
の
『
の
：

の
『
巨
己
□
ユ
Ｐ
Ｑ
の
⑫
（
い
、
き
①
、
彦
○
ｍ
｝
つ
ぐ
凹
囿
い
、
夛
の
。
⑫
一
『
四
〔
『
の
ｎ
ヶ
【
い
■
』
暉
弾

（
血
）
田
の
］
一
目
旨
［
う
ぐ
。
ご
ミ
の
す
の
【
・
刷
目
】
シ
ニ
守
目
○
の
、
の
【
『
画
｛
『
の
。
ラ
厨
②
臣
②
〔
①
日
⑩
》
』
田
切
・

（
服
）
く
い
一
・
ｍ
ョ
目
昌
四
・
四
・
○
・
・
の
．
』
＆
．
な
お
、
佐
伯
・
前
掲
書
一
一
四
九
頁
以
下
等
を
も
参
照
。

の
。
や
Ｐ

三
の
け
の
『
・
■
。
、
。
。
．
》
⑫
．
Ｓ
・

221



（
川
）
『
，
二
二
の
己
円
・
ｐ
．
ｍ
．
○
・
・
⑫
・
旨
・

（
皿
）
な
お
、
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
体
系
を
初
め
て
彼
の
著
書
（
Ｏ
２
ａ
１
Ｐ
１
の
⑪
［
⑪
９
の
９
．
⑫
一
・
く
鳥
】
⑩
号
の
二
ｍ
〔
『
囚
【
『
の
、
言
の
（
忌
遷
）

で
導
入
し
よ
う
と
試
み
た
。
個
々
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
責
任
に
つ
い
て
は
、
□
］
い
＄
筐
．
⑦
ｓ
ｇ
Ｑ
Ｎ
ｍ
二
言
団
ｓ
②
、
未
遂
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
の
員
日
］
ご
一
員
［

［
・
巳
・
］
巨
【
・
厄
『
貝
一
の
己
麓
『
』
ｇ
、
そ
し
て
、
共
犯
論
に
つ
い
て
は
、
彼
に
よ
っ
て
勧
め
ら
れ
た
ケ
ペ
ル
ニ
ク
の
論
文
（
【
管
の
『
己
、
天
し
】
の
シ
旨
の
の
②
○
二
〔
讐

旦
の
『
『
の
一
一
邑
騨
弓
己
の
Ｅ
】
」
ｓ
の
の
。
、
皀
・
ロ
〕
】
耳
の
］
す
、
『
の
邑
馨
の
『
、
。
声
、
津
】
や
旨
［
函
の
（
［
已
旦
Ｃ
『
ロ
ロ
【
の
Ｈ
Ｅ
ｎ
豈
巨
口
嘱
の
二
侭
巨
『
」
の
言
⑫
、
ゴ
ー
ご
ｍ
【
の
『
『
の
一
。
三
ｍ
、
豈
の
口

幻
の
、
冒
叩
目
碩
一
の
一
ｓ
目
頃
］
Ⅱ
な
お
、
こ
の
ケ
ペ
ル
ニ
ク
論
文
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
・
前
掲
書
二
四
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
）
を
見
ら
れ
た
い
と
し

て
い
る
（
ぐ
・
ニ
ニ
の
す
の
『
》
臼
・
四
・
○
Ｊ
、
．
巨
少
昌
口
・
の
）
。

（
剛
）
ぐ
・
言
の
す
の
『
》
四
・
回
’
○
Ｊ
ｍ
・
巨
’

（
Ⅲ
）
ぐ
’
三
ｍ
房
『
》
四
・
四
・
○
・
一
の
．
届
．

（
剛
）
ご
碩
一
・
ぐ
・
二
言
の
す
の
『
・
餌
・
四
・
○
・
・
の
．
』
望
．

（
剛
）
く
，
乏
呂
の
『
》
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
息
・

（
Ⅳ
）
ぐ
．
ご
く
の
す
の
『
》
画
．
四
・
○
・
・
の
．
」
魚
・

（
剛
）
ぐ
’
三
巴
の
【
》
四
・
四
・
○
・
》
の
．
』
『
・

（
剛
）
ぐ
・
ミ
の
丘
の
『
》
四
・
四
・
○
・
》
⑫
・
弓
・

（
川
）
ぐ
’
二
８
の
【
・
口
・
口
．
。
．
》
ｍ
・
目
・

（
川
）
簸
者
が
、
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
説
を
企
行
Ⅱ
準
未
遂
説
と
す
る
の
は
、
未
遂
（
ぐ
の
『
２
Ｓ
）
と
は
既
念
必
然
的
に
結
果
の
不
発
生
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

企
行
の
場
合
に
は
結
果
の
発
生
・
不
発
生
と
無
関
係
に
提
立
さ
れ
て
い
る
と
す
る
指
摘
と
の
連
関
で
（
閲
・
田
・
の
．
届
）
、
彼
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う

な
場
合
既
遂
結
果
は
発
生
し
て
い
る
と
み
る
の
で
、
直
接
的
に
未
遂
説
と
表
示
し
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
戦
後
の
教
科
瞥
で
は
、

「
防
衛
意
思
は
必
要
で
は
な
い
（
⑪
百
》
凹
・
シ
・
門
の
量
』
患
）
。
だ
が
、
そ
れ
（
Ⅲ
Ⅲ
防
衛
意
思
・
筆
者
注
）
が
欠
け
る
な
ら
ば
、
内
心
的
榊
成
要
件

が
残
存
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
未
遂
の
か
ど
で
す
る
可
罰
性
が
存
在
す
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
の
曰
己
１
⑰
の
こ
の
⑪
Ｑ
２
扇
ら
の
ロ
の
【
『
“
［
『
の
ｎ
頁
⑫
．

（
皿
）
言
の
『
ロ
の
『
口
『
凹
巨
Ｐ
豆
の
因
の
ロ
の
自
目
碩
旦
の
『
呂
亘
の
宍
武
く
目
ご
日
の
、
言
⑪
｝
の
日
の
貝
の
（
ご
『
』
口
の
、
更
の
戸
の
目
の
旨
の
⑪
二
一
一
一
の
忌
寓
『
餌
守
の
、
三
⑪
》
』
忠
、
．
（
な
お
、

ブ
ラ
ウ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
佐
伯
・
前
掲
書
二
五
五
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
）
。
ま
た
、
ブ
ラ
ウ
ン
説
が
ナ
チ
ス
的
に
着
色
さ
れ
た
考
察
お

よ
び
態
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
的
的
行
為
論
と
極
め
て
近
似
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
周
一
．
シ
こ
◎
］
［
の
９
（
）
ｎ
戸
の
Ｅ
す
｝
の
云
冒
の

同
一
の
日
の
具
の
こ
の
⑩
ヨ
四
［
す
の
⑪
白
ロ
。
①
の
）
□
｛
⑪
の
。
園
皀
【
】
、
豈
壱
屋
宅
・
の
・
造
［
［
・
旨
⑪
す
①
の
・
急
．

「
防
衛
意
思
は
必
要
で
は
な
い

が
残
存
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た

』
・
缶
昌
一
・
》
乞
浅
》
ｍ
や
罠
・
）
。
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正当防衛における「防衛意思」の問題点目

（
脇
）
因
『
四
巨
旦
四
・
画
．
。
．
》
ｍ
・
巴
・

（
剛
）
出
の
函
］
円
亨
凶
の
乏
二
因
旦
・
学
（

（
側
）
因
国
皀
Ｐ
図
・
色
．
。
．
省
の
．
』
』
・

（
皿
）
因
国
巨
二
ｍ
・
画
．
。
．
）
の
．
旨
・

（
腿
）
国
団
巨
Ｐ
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
圏
一

（
脳
）
ご
悶
一
・
ｍ
３
Ｅ
Ｐ
四
・
ｍ
．
。
。
》

（
脳
）
国
３
二
コ
》
四
・
四
・
○
・
．
ｍ
・
急
．

（
筋
）
因
国
巨
Ｐ
四
・
画
．
。
．
》
の
．
温
・

（
脇
）
ロ
昌
日
一
三
の
：
『
宍
『
］
ョ
で
望
呂
］
畠
】
》
ぬ
．
『
霊
・

（
町
）
の
、
冨
帛
（
⑩
［
の
亘
凶
色
『
勺
円
Ｃ
亘
の
ロ
】
呉
民
⑰
．
】
『
｛
［
．
な
お
、
佐
伯
・
前
掲
書
一
一
五
一
二
、
一
一
五
五
頁
注
（
三
）
を
も
参
照
。

￣、アーペグー、〆￣、グー､グー、

１５４１５３１５２１５１１５０１４９
，＝〆、．＝昌一、－－、－プ、－プ

ロ因因ロロ口
吋司局n円同

国ＰＳ凹囚ｍｐＤ

ｇ目目目目目
幽四ｐＤｎＤｐｐＤ

ｍ四四四四四

○｡。。｡○

の〔ののの⑫い

い｡い、いりｔ○［､、いら
－コ－コ。、<JＴｅＪＵＧｊＴ
Ｄ●●ヘ゛●

（
剛
）
口
『
回
目
．
四
・
四
・
Ｐ
ｍ
・
鴎
．
な
お
、
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、
メ
ッ
ガ
ー
が
主
観
的
不
法
要
素
と
し
て
挙
げ
て
い
る
一
一
一
一
一
一
一
条
二
項
、
一
八
○
条
、
一

八
一
条
ａ
、
二
五
八
条
、
一
一
五
九
条
、
二
六
○
条
、
二
六
三
条
、
二
九
四
条
等
は
所
為
の
法
益
侵
害
的
性
格
に
何
ら
新
し
い
も
の
を
付
け
加
え
る
も
の

で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
「
メ
ッ
ガ
ー
は
所
為
の
法
益
侵
害
的
性
格
に
何
の
影
響
も
な
い
主
観
的
不
法
要
素
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
肩
一
・
四
・
囚
．
。
。
．
ｍ
・
量
）
。

グー、￣、尹酋、グー、

１４７１ｲ６１４５１４１
－〆、＝〆、－〆、－戸

□国■因

日ヨョヨ
目目目目

PＤＰＤＰＤＰＤ

ｐＤｍｐＤｐＤ

ｏ○○。

(、〔のｍｍ

ｔ､、￣￣（ＡＤ

Ｉ苫！《ＦＩＩ

（
剛
）
因
国
巨
二
・
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
哺
・

因
国
巨
。
》
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
．
』
－
『
・

■
『
凹
巨
Ｐ
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
や
Ｉ
屋
・

国
『
、
巨
昌
■
・
印
・
○
・
マ
の
。
ご
～
函
■
．

因
□
・
急
（
ご
］
⑨
）
》
、
。
ｇ
シ
ニ
ョ
．
』
．

の
。
い
い
鷺
。

、
。
。
・
・
の
．
』
、
庫
。
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（
１
）

以
上
の
よ
う
な
見
渡
し
難
い
多
様
な
ナ
チ
ス
期
の
断
片
的
考
察
か
ら
で
も
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、
一
九
一
二
○
年
代
以
降
の
ナ
チ

ス
期
に
お
い
て
は
、
従
来
の
新
カ
ン
ト
主
義
的
な
「
目
的
論
的
考
察
方
法
」
に
基
づ
く
法
益
保
護
（
法
益
侵
害
）
説
に
対
し
て
、
「
法

益
保
謹
思
想
は
、
漸
次
的
に
説
得
力
を
失
い
始
め
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
一
切
の
人
間
の
態
度
の
評
価
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
世

、
、
、
、
、
、

（
２
）

俗
的
効
用
の
程
度
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
唯
物
論
的
、
王
張
に
同
意
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
と
さ
れ
、
そ
れ
仁
代

（
畑
）
の
、
豈
囚
【
房
【
巴
ロ
・
吋
巨
『
句
『
◎
す
］
の
日
四
二
【
』
の
⑪
【
の
］
の
。
］
Ｃ
晒
房
ロ
ゴ
①
口
因
の
、
『
〕
【
貯
亘
一
旦
旨
、
国
］
⑫
庁
『
山
守
の
、
耳
・
］
垣
慧
ご
ｍ
・
学
］
．

（
刑
）
国
風
巨
貝
、
．
■
．
。
．
》
の
・
巨
桿
．

（
川
）
ぐ
胴
］
・
国
風
巨
早
■
・
Ｐ
Ｃ
当

（
町
）
因
日
巨
己
》
四
・
四
・
○
こ
め
・
や
つ
．

（
皿
）
因
『
四
口
ロ
・
凹
・
四
・
○
・
》
印
・
弓
・

（
燗
）
ぐ
ぬ
」
・
国
『
山
口
Ｐ
、
．
四
・
○
・
一
ｍ
・
ゴ
ー
害
・

（
川
）
ぐ
胴
］
・
国
風
巨
早
■
・
Ｐ
Ｃ
ご
印
・
雷
［
［
。

グー、グー～ニー、－戸、

１７３１７２１７１１７０
、-－、－－、-〆～ン

因団団国
円同列甸

國四四、
＝ロロ巨

目」弓」。Ｐ

⑪ｎＤｐＤｍ

ｍｐ』四四

・。｡○

ｍ〔のの⑫

←一一←

Q●：ＣＣｂＯＣ
のDＰｈ●

（
蝿
）
国
国
巨
目
印
．
、
．
。
・
・
⑫
・
合
．

。

（
伽
）
の
］
の
『
の
耳
の
壹
回
・
ロ
．
。
’
》
⑫
’
９
℃
．

グー、〆－－￣、

１６７１６６１６５
，－戸～￣～一

国国国
円n円
、田口】

目冒目
四四ｍ

ｍｐ】、

。○・
ｓどこ

のＵ〕（、

←￣一
一ｺ－コ●､

＝
￣

評

価
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正当防衛における「防衛意思」 の問題点口

（
３
）

え
て
、
「
義
務
侵
害
」
に
基
づ
く
「
意
思
刑
法
」
（
よ
り
正
し
く
は
「
心
情
刑
法
」
）
が
喧
伝
量
」
れ
、
そ
れ
は
刑
法
の
主
観
化
・
倫
理
化

（
４
）

を
圧
倒
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
若
干
の
有
力
な
反
論
は
存
し
た
も
の
の
、
新
理
論
に
よ
る
従
来
の
侵
害
ド
グ

マ
の
放
棄
と
所
為
の
不
法
内
容
に
と
っ
て
の
主
観
的
・
人
格
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
強
力
な
顧
慮
は
、
不
法
と
責
任
の
区
別
を
一
般
に

（
５
）

排
除
す
る
か
、
も
し
く
は
少
な
く
と
ｊ
Ｕ
疑
問
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

か
よ
う
な
状
況
下
で
、
従
来
の
全
犯
罪
論
体
系
は
流
動
の
中
に
陥
り
、
こ
と
に
主
観
的
不
法
要
素
の
理
論
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
防

衛
意
思
」
に
も
新
た
な
意
味
賦
与
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛
そ
の
他
正
当
化
事
由
に
お
い
て
、
防
衛
意
思
等

主
観
的
要
素
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
法
益
保
護
説
か
ら
は
根
拠
付
け
ら
れ
え
な
い
こ
と
、
ま
た
、
行
為
者
の
「
意
思
」
・
「
心

情
」
の
強
力
な
考
慮
と
相
俟
っ
て
、
「
所
為
の
法
益
侵
害
性
に
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
主
観
的
不
法
要
素
」
の
観
念
を
認
め
る
べ
き

こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
「
防
衛
意
思
必
要
説
」
の
論
拠
と
も
な
っ
て
い
っ
た
（
も
っ
と
も
、
か
よ
う
な
必
要
説
内
部
で
も
、

い
わ
ゆ
る
「
偶
然
防
衛
」
等
の
処
理
に
つ
き
、
未
遂
な
い
し
準
未
遂
説
［
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ｖ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
］
か
既
遂
説
［
Ｅ
・

ヴ
ォ
ル
フ
、
Ｈ
・
マ
イ
ヤ
ー
、
ブ
ラ
ウ
ン
］
か
に
つ
い
て
は
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
た
〉
。

（
６
）

だ
が
、
他
方
か
よ
う
な
状
況
は
法
益
侵
害
的
違
法
観
を
動
揺
せ
－
し
め
、
二
で
検
討
さ
れ
た
論
者
の
見
解
以
外
に
、
ジ
ー
ガ
ー
ト
、

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
皿
）

（
ｕ
）

ベ
ル
ゲ
ス
、
ズ
ッ
ク
、
ガ
ラ
ス
、
グ
ラ
ー
フ
・
ツ
ー
・
ド
ー
ナ
、
Ｒ
・
ラ
ン
ゲ
、
お
よ
び
ス
イ
ス
の
ゲ
ル
垂
等
の
諸
見
解
と
相
俟
っ

て
、
一
九
四
○
年
九
月
六
、
七
日
に
ワ
イ
マ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
刑
法
学
者
会
議
の
席
上
、
ポ
ッ
ケ
ル
マ
ン
は
以
下
の
よ
う

に
明
一
一
一
一
口
し
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
伝
統
的
体
系
へ
の
位
置
付
け
が
困
難
で
あ
り
、
そ
し
て
、
例
外
が
原
則
と
な
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
主
観
的
不
法
要
素
が
満
足
の
行
く
解
決
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
問
の
あ
る
一
定
の
「
人
格
的
（
ご
円
切
・
目
一
）
」

（
蝿
）

犯
罪
要
素
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
通
説
だ
と
表
一
示
し
え
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
－
）
て
、
当
時
既
に
、
「
人
的
不
法
観
」
が
最

（
皿
）

初
の
頂
点
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
戦
後
期
（
一
九
四
五
年
以
降
）
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
的
違
法
観
の
圧
倒
的
展
開

（
鴫
）

へ
と
繁
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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（
２
）
国
田
口
。
》
■
・
四
・
○
・
》
の
。
』
ｓ
・

（
１
）
こ
れ
に
つ
い
て
、
当
時
の
わ
が
国
の
重
要
と
思
わ
れ
る
諸
文
献
を
若
干
挙
げ
る
と
、
木
村
（
亀
）
「
ナ
チ
ス
の
刑
法
」
杉
村
章
三
郎
Ⅱ
我
妻
栄
Ⅱ
木

村
勉
二
「
後
藤
靖
ナ
チ
ス
の
法
律
（
昭
和
九
年
）
一
五
九
頁
以
下
．
安
平
政
吉
「
自
由
主
義
刑
法
論
と
権
力
主
義
刑
法
論
の
対
立
ｌ
ナ
チ
ス
支
配

下
に
於
け
る
刑
法
理
論
の
拳
ひ
ｌ
」
合
法
月
報
二
七
巻
一
一
号
一
頁
以
下
同
一
二
号
（
昭
和
八
年
一
一
頁
以
下
、
同
二
八
巻
一
号
（
昭
和
九
年
一

三
三
頁
以
下
、
佐
伯
「
刑
法
学
の
危
機
１
－
権
力
主
義
刑
法
懸
想
ｌ
」
改
造
一
五
巻
一
二
号
（
昭
和
八
零
〉
三
四
頁
以
下
、
同
繭
掲
法
学
論
議
一
二

八
巻
二
号
一
一
八
六
頁
以
下
、
同
三
号
五
二
六
頁
以
下
、
市
川
秀
雄
・
ド
イ
ツ
戦
時
刑
法
研
究
第
一
巻
（
昭
和
一
八
年
）
お
よ
び
、
同
氏
の
法
学
新
報
誌

上
で
の
一
連
の
ナ
チ
ス
刑
事
法
に
関
す
る
諸
論
文
等
々
参
照
。

（
３
）
ご
函
］
・
田
の
ロ
邑
回
ロ
ロ
ド
ロ
已
已
ｎ
ｍ
・
口
．
○
・
・
ｍ
・
患
．

（
４
）
、
、
言
『
旨
い
の
‐
凶
目
日
の
二
》
言
の
⑪
の
曰
朋
９
ｍ
巨
巨
且
【
Ｃ
Ｈ
胃
の
〔
の
⑪
Ｃ
ａ
皀
巨
ロ
ｍ
ａ
の
『
戸
の
二
ｍ
・
麗
亟
ｚ
ｍ
ｍ
』
の
『
》
旨
い
①
ご
い
【
。
■
員
団
（
③
・
し
＆
こ
》
の
．
Ｅ
｛
『

【
。
ご
【
凹
巨
の
、
戸
冒
Ｃ
ｍ
ｍ
宍
○
日
・
号
・
の
芹
宛
・
『
国
の
⑫
・
円
・
』
・
少
巨
室
・
雪
⑫
．
⑨
宣
昏
・
旨
倉
ご
【
旨
の
ロ
皀
囚
】
の
『
．
】
己
の
、
冒
二
・
瞬
⑪
【
冗
団
Ｑ
・
留
皀
篭
．
⑫
９
℃
【
【
・
臣
．
ｍ
・

虫
「
．
も
っ
と
も
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
ー
ッ
イ
ン
マ
ー
ル
で
さ
え
、
「
所
為
の
全
体
無
価
値
（
の
①
の
自
員
目
尋
の
耳
）
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
（
言
の
⑩
．
ｍ
・

認
）
、
そ
れ
は
一
定
の
人
格
的
要
素
を
不
法
の
中
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
三
五
年
（
類

推
解
釈
の
禁
止
の
廃
止
と
同
じ
年
）
に
発
布
さ
れ
た
「
ド
イ
ツ
の
血
と
ド
イ
ツ
の
名
誉
の
保
護
の
た
め
の
法
律
」
に
つ
き
、
「
ク
レ
ー
も
メ
ッ
ガ
ー
も
、

『
ド
イ
ツ
の
血
の
純
粋
性
』
と
い
う
法
益
に
対
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
い
し
ド
グ
マ
ー
テ
ェ
ッ
シ
ュ
な
疑
念
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

（
田
イ
○
日
目
の
←
ご
「
の
一
月
一
の
【
旨
画
一
の
四
目
皀
巨
口
、
、
］
の
耳
ｐ
⑫
．
＄
）
。
Ｃ
周
こ
ぐ
巴
・
田
の
国
ご
“
自
伊
四
三
己
の
雪
②
．
四
・
○
・
》
⑪
・
雷
》
忠
一
向
曰
再
１
］
８
，
ヨ
ョ
田
四
日
□
の
）

（
５
）
の
○
耳
守
山
の
』
因
○
一
号
】
宛
の
○
耳
の
ロ
○
一
菖
切
●
す
の
ご
く
四
コ
』
一
口
ロ
曲
の
己
ロ
ロ
【
円
』
日
出
の
月
の
、
彦
四
沖
□
の
⑫
宛
の
『
○
戸
冊
耳
回
碕
の
繋
辞
Ｎ
す
■
○
茸
の
、
》
旨
い
の
国
四
ニ
ベ
ロ
ニ
・
患
・

ろ
』
Ｐ
の
．
、
急
》
『
巴
・
回
巨
●
ず
因
の
ゴ
ロ
四
コ
口
伊
“
日
ご
ｐ
四
・
四
．
。
．
》
ｍ
・
題
》
田
ゴ
ロ
輿
Ｉ
］
○
月
亘
曰
Ｐ
四
日
□
の
》
四
・
ｍ
．
。
．
》
⑫
・
葛
『
．

（
６
）
炭
．
⑫
】
の
砲
の
耳
》
三
○
（
禺
凹
己
。
■
冨
旦
勺
巨
国
盆
ぐ
■
○
奇
禺
ｍ
ｐ
ｇ
】
葛
】
・
の
’
圏
Ｉ
沼
〉
の
．
笛
》
』
：
巨
己
、
］
’
・
田
①
『
目
四
口
二
Ｆ
四
日
□
ｐ
回
・
凶
．
。
．
．
ｍ
・
筐
｛
．

（
７
）
シ
ニ
胴
⑪
〔
国
の
『
駒
の
叩
．
［
）
の
『
ｍ
①
、
の
ロ
愛
『
蝉
『
二
ｍ
の
の
白
。
○
○
円
Ｆ
の
弓
吊
ぐ
○
日
」
○
一
○
の
①
ご
二
三
の
吋
云
い
の
Ｅ
、
旨
二
三
②
の
①
己
⑫
、
毒
、
津
巨
ご
已
内
の
、
耳
②
。
『
の
、
ラ
ニ
ョ
閃
（
の
【
『
’

シ
ヮ
彦
・
餌
の
【
（
』
麓
）
》
忌
瞳
》
ｍ
・
患
》
Ｑ
の
８
．
》
句
冨
ｎ
頁
急
己
『
一
ｍ
【
の
】
【
自
己
。
ご
く
】
］
］
の
口
、
あ
（
国
坤
⑪
ｎ
頁
．
ご
□
⑫
庁
宛
』
①
匿
嘗
⑫
・
坤
乞
》
』
闇
臣
ご
随
一
・
田
圃
Ｅ
Ｐ
ｍ
・
■
．

。
．
》
⑫
．
】
ｓ
【
・
引
困
の
ゴ
ロ
四
コ
ロ
伊
自
口
つ
の
》
■
・
凹
・
。
．
》
叩
・
田
．

（
８
）
ご
く
の
日
の
『
の
巨
○
丙
一
口
の
門
口
の
四
口
目
。
①
『
笥
呉
ヨ
ロ
の
口
の
ロ
ロ
の
具
⑩
島
目
⑫
片
目
奇
の
◎
頁
。
、
耳
・
』
す
可
・
田
の
沖
曽
聾
。
］
患
『
》
⑫
．
］
三
承
・
》
『
ぬ
一
・
岸
す
の
『
、
臣
。
【
⑪

シ
『
ず
の
芹
の
、
す
呉
廓
群
の
言
”
園
印
二
言
国
旦
・
中
『
】
⑤
器
⑫
・
笛
Ｃ
》
■
の
『
Ｂ
口
目
ニ
ト
ロ
己
ロ
①
】
餌
・
臼
・
Ｃ
Ｊ
ｍ
・
豊
｛
【
．

■
・
四
・
○
．
》
⑫
‐
単
ｍ
Ｆ
ｍ
・
急
．
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（
、
）
○
鼻
“
『
シ
』
Ｃ
一
【
の
①
『
目
、
ロ
ロ
》
□
、
の
『
の
『
す
『
の
ｎ
ケ
の
ロ
旨
】
口
の
ロ
の
ロ
、
〔
国
坤
の
○
頁
》
ご
色
》
ｍ
・
豊
」
倉
・
ロ
僅
目
く
ぬ
一
・
両
曰
呂
－
〕
。
■
、
三
日
い
■
ヨ
ロ
の
〕
四
・
四
・

○
・
・
⑩
。
』
Ｐ
》
⑫
、
豈
○
、
戸
国
・
図
・
○
・
・
ｍ
’
圏
Ｆ
口
・

（
、
）
勺
目
一
国
ｏ
ｎ
【
の
一
日
目
。
．
『
算
⑪
《
『
■
厩
目
色
弓
騨
の
『
稗
『
煙
葡
・
国
の
１
。
貢
・
岡
⑫
〔
言
因
○
・
ｓ
こ
←
］
．
②
。
』
』
『
［

（
ｕ
）
国
の
ロ
ロ
②
ロ
曰
伊
賀
ロ
ロ
ｐ
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
桿
已
・

（
咽
）
な
ぜ
に
ナ
チ
ス
期
に
出
現
し
た
ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
の
「
目
的
的
行
為
論
」
（
な
い
し
人
的
違
法
観
）
が
、
’
九
四
五
年
以
降
も
圧
倒
的
重
要
性
を
獲
得

し
え
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
今
日
的
視
点
か
ら
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
ぐ
ぬ
一
・
句
３
自
己
の
］
．
ご
Ｃ
ｐ
ｇ
の
『
の
【
３
『
『
の
、
云
房
『
の
（
。
§

目
閂
忌
詞
①
ｎ
宮
⑫
の
目
２
ｍ
目
ロ
、
賃
・
冒
少
”
の
勺
団
の
号
の
沖
三
円
・
民
』
①
鴎
．
ｍ
・
圏
魚
。
（
Ⅱ
前
掲
訳
書
七
九
頁
以
下
）
》
冨
四
【
Ｈ
の
Ｐ
ロ
日
①
ｎ
房
□
三
一
。
⑫
○
℃
三
切
目
の

因
の
硬
【
已
且
目
、
已
囚
⑫
【
国
毎
日
目
Ｚ
目
◎
目
］
ｍ
Ｃ
Ｎ
冒
二
印
目
伝
言
缶
用
⑫
弓
、
巾
曽
の
岸
ｚ
『
・
民
］
や
優
い
・
詔
【
［
。
（
Ⅱ
Ⅱ
前
掲
訳
書
一
八
七
頁
以
下
）
聿

甸
『
Ｃ
ヨ
ョ
の
一
百
二
『
の
一
嗣
の
一
⑪
閂
旨
四
一
の
四
四
コ
旦
一
自
己
顕
⑪
一
の
ぎ
『
の
》
ご
印
の
（
『
■
⑰
邑
鷺
一
Ｎ
口
。
○
で
Ｃ
一
一
Ｎ
の
ゴ
ョ
ロ
ユ
耳
の
。
”
の
】
ｎ
戸
皀
豊
．
ｍ
・
器
｛
｛
・
ロ
．
⑭
．
二
・

（
ｕ
）
国
、
冨
己
Ｆ
自
随
⑪
□
の
『
ョ
。
』
の
ョ
の
『
算
の
『
す
の
ぬ
ユ
【
（
口
ａ
こ
の
『
』
２
扇
、
富
め
［
国
碕
の
⑰
の
肩
の
ニ
ラ
三
日
｛
・
乞
韻
。
ｍ
・
患
【
・
》
望
威
．
ご
闇
巨
員
一
・

頭
の
コ
ゴ
ｇ
ｐ
Ｅ
【
目
の
》
、
．
ｍ
・
Ｐ
の
．
』
民
．
な
お
、
ラ
ン
ゲ
の
見
解
に
つ
き
大
越
義
久
・
共
犯
の
処
罰
根
拠
（
昭
和
五
六
年
）
’
二
七
頁
以
下
を
も
参

（
９
）
の
四
］
】
四
②
》
旨
の
］
の
一
⑩
ロ
舛
ｎ
ケ
－
可
の
⑩
庁
．
。
（
ｓ
患
）
》
の
．
ｇ
【
【
・
》
」
①
閂
の
。
》
Ｎ
の
庁
三
．
因
已
・
巴
」
程
」
、
．
』
『
』
［
【
・
ロ
ロ
哺
巨
ぐ
砿
］
・
田
の
『
曰
、
ロ
ロ
伊
四
口
】
□
の
．
四
・
四
・
○
・
一
⑪
．

①
麗
帛
・
》
向
『
ロ
⑰
芹
－
］
。
■
の
冨
日
旧
凹
曰
己
の
】
Ｐ
回
，
。
，
ご
い
，
』
照
．
》
田
の
｝
す
の
、
包
凹
・
砂
，
○
・
画
⑩
，
瞠
餌
・
巨
・
⑪
。
三
・

（
、
）
Ｏ
Ｂ
【
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｃ
豈
皀
臼
》
ご
図
⑫
巨
亘
の
頁
】
ご
騎
日
ロ
⑩
旨
こ
の
『
い
の
す
『
の
『
。
。
□
の
『
宛
の
、
宮
⑪
急
己
ユ
、
岸
の
芦
三
ｍ
、
旨
炭
ユ
ヨ
弓
⑫
旨
戸
乞
置
》
叩
・
］
『
『
〔
【
・
》
⑭
．
■
臣
の
豈

○
の
『
⑰
．
。
□
の
『
シ
ニ
ご
目
○
の
『
ぐ
の
『
す
『
の
８
８
⑪
］
の
冑
の
一
四
・
鈩
巨
色
・
弓
ご
竜
．
ｍ
・
畠
・
く
い
一
・
四
の
『
曰
、
目
旧
四
ヨ
ロ
の
》
四
・
回
．
。
．
⑫
．
場
罰
向
『
。
⑫
［
‐
｝
８
，
三
日

照
。

Ｐ
、
目
】
己
ｐ
、
．
、
．
⑰
．
←
Ｐ

既
に

、

第
三
款
戦
後
（
西
ド
イ
ツ
）

概
観
ｌ
違
法
論
の
現
状

九
一
一
一
○
年
代
に
淵
源
す
る
初
期
目
的
的
犯
罪
論
（
帛
昌
ぼ
の
【
〕
目
］
の
め
す
四
津
呉
］
の
宮
の
）
は
、
戦
後
（
一
九
四
五
年
以
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降
）
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
を
中
心
と
す
る
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
達
に
よ
っ
て
、
目
的
的
行
為
論
、
そ
し
て
ま

た
、
こ
れ
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
立
つ
と
さ
れ
る
人
的
不
法
論
（
隠
円
の
。
ご
巴
の
口
貝
の
、
耳
⑪
］
の
胃
の
）
が
強
力
に
主
張
さ
れ
る
に
至
り
、

特
に
ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
は
こ
の
観
点
か
ら
「
行
為
無
価
値
（
四
目
」
一
目
鴨
目
弓
の
Ｈ
【
）
」
な
ら
び
に
「
結
果
無
価
値
（
同
感
。
｝
鴨
目
葛
の
風
）
」

（
１
）

な
る
概
念
一
対
を
樹
立
し
、
専
ら
一
別
者
に
重
点
を
置
く
不
法
観
か
ら
、
従
来
の
法
益
侵
害
説
（
古
典
的
不
法
論
）
に
論
難
を
浴
び
せ

か
け
た
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
、
違
法
論
に
お
い
て
は
大
別
し
て
二
つ
の
違
法
観
、
す
な
わ
ち
法
益
侵
害

説
と
人
的
不
法
論
と
の
対
立
が
惹
き
起
こ
さ
れ
、
こ
の
対
立
は
違
法
性
の
本
質
把
握
を
巡
る
問
題
か
ら
、
ひ
い
て
は
犯
罪
論
体
系
全

般
に
わ
た
り
、
激
烈
な
る
派
生
的
顕
現
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
も
つ
と
も
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
の
学
説
上
、
古
典
的
不
法
論
（
法
益
侵
害
説
）
の
立
場
は
、
わ
ず
か
少
数
説
に
よ
っ

（
２
）

て
、
王
張
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
被
害
者
に
対
す
る
所
為
の
作
用
、
お
よ
び
法
益
侵
害
も
し
く
は
危
殆
化
へ
の
そ
の
適
性
に
よ
る

不
法
の
（
専
ら
の
）
評
価
と
い
う
の
は
、
余
り
に
一
面
的
に
結
果
無
価
値
に
向
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
、
と
り
わ
け
そ
の
批

判
の
骨
子
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
法
益
侵
害
も
し
く
は
そ
の
危
殆
化
は
、
そ
れ
ら
が
あ
る
人
間
に
「
過
誤
行
為
〈
同
の
臣
の
寓
目
砲
）
と
し

て
」
帰
属
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
と
き
に
の
み
、
お
よ
そ
刑
法
的
に
意
味
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
不
法
の
考

（
３
）

察
に
あ
っ
て
は
、
一
般
に
ま
た
人
的
要
素
（
行
為
者
関
係
的
要
素
－
－
と
り
わ
け
「
故
意
」
等
）
を
も
編
入
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る

ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
等
に
よ
っ
て
決
定
的
に
推
進
さ
れ
た
見
解
は
、
今
日
ほ
と
ん
ど
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
批
判
の
是
認
、
お
よ
び
そ
れ
に
応
じ
て
古
典
的
体
系
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
行
為
不
法
（
四
目
昌
巨
『
鴨
巨
貝
の
ｏ
宮
）
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
に
ま
で
拡
張
す
る
必
要
性
か
ら
、
以
下
の
議
論
も
出
発
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
の
要
請
さ
れ
た
「
人
格
化
」
は
、
規
範
理

解
の
必
然
的
帰
結
、
つ
ま
り
、
刑
罰
法
規
を
そ
の
有
効
性
の
前
提
の
も
と
で
の
み
適
用
可
能
な
も
の
と
考
え
、
か
つ
そ
れ
に
相
即
し

て
そ
の
内
容
を
限
定
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
刑
法
上
の
不
法
規
範
（
ご
貝
の
ｇ
〔
留
日
‐

日
）
は
、
単
な
る
評
価
規
範
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
既
に
不
法
の
平
面
で
は
人
間
の
勢
力
範
囲
（
国
昌
烏
す
の
『
の
§
）
の
中
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に
存
す
る
よ
う
な
行
態
の
み
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
不
法
概
念
を
一
面
的
に
結
果
無
価
値
に
整
序
す
る
見
解
に
対
す
る
反
対
者
が
学
説
上
圧
倒
し
た
後
に
、
不
法
を
規
定

す
る
に
際
し
、
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
に
い
か
な
る
意
義
を
賦
与
す
る
か
と
い
う
問
題
が
、
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
論
争
の
対
象
は
、
と
り
わ
け
以
下
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。

Ｉ
刑
法
上
の
不
法
の
基
礎
付
け
に
際
し
て
、
結
果
無
価
値
に
い
か
な
る
機
能
を
帰
せ
し
め
る
か
、

ｌ
い
か
な
る
人
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
行
為
不
法
で
あ
る
の
か
、
お
よ
び
、

（
４
）

ｌ
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
と
の
間
の
序
列
関
係
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
べ
き
か
。

（
５
）

こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
ガ
ラ
ス
等
に
よ
れ
ば
、
行
為
無
価
値
の
一
元
論
を
採
る
か
、
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
の
二
一
兀
論
を
採

る
か
で
こ
つ
に
大
別
さ
れ
、
後
者
の
二
元
論
に
お
い
て
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
区
別
さ
れ
る
と
し
て
、
一
一
一
つ
の
基
本
的
見
解
が
引
き

皿
行
為
無
価
値
一
元
論
（
一
元
的
主
観
的
不
法
概
念
な
い
し
極
端
な
主
観
説
）
。
本
説
は
、
ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
の
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
を

徹
底
的
に
貫
徹
し
、
規
範
の
命
令
的
性
格
の
絶
対
化
の
も
と
で
「
志
向
無
価
値
（
胃
の
目
・
口
の
目
乏
の
耳
）
」
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
た

行
為
無
価
値
の
一
元
論
を
採
り
、
結
果
無
値
値
を
不
法
概
念
か
ら
排
除
し
、
単
な
る
処
罰
条
件
に
艇
し
め
る
見
解
で
あ
る
（
た
と
え

（
６
）

ぱ
、
ホ
ル
ン
、
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
、
リ
ュ
ー
ダ
ー
セ
ン
、
ス
ア
レ
ッ
・
モ
ン
｜
ナ
ス
、
ツ
ィ
ー
リ
ン
ス
キ
ー
等
）
。

皿
二
元
論
（
二
元
的
不
法
観
）
。
本
説
は
、
現
在
西
ド
イ
ツ
の
多
数
説
で
あ
り
、
刑
法
上
の
不
法
を
一
次
的
に
は
禁
止
違
反
的
な
目

的
的
行
為
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
た
「
人
的
」
行
為
無
価
値
と
し
て
、
二
次
的
に
は
犯
罪
結
果
の
惹
起
に
基
礎
を
置
く
「
因
果
的

な
」
結
果
無
価
値
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
元
論
は
、
不
法
概
念
の
視
点
と
し
て
の
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
を

相
互
に
い
か
様
に
区
別
す
る
か
に
よ
っ
て
、
一
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
区
別
さ
れ
る
。
②
ま
ず
、
「
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
行
為
無

価
値
は
犯
罪
の
行
為
決
意
と
な
ら
ん
で
、
特
別
の
客
観
的
な
、
特
に
犯
行
の
態
様
（
シ
耳
目
□
三
①
雨
・
の
『
団
の
的
の
盲
二
ｍ
）
を
特
色

こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
ガ
｝
｜

る
か
で
二
つ
に
大
別
さ
れ
、
》

出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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付
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
も
提
示
す
る
も
の
」
と
す
る
見
解
（
た
と
え
ば
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
、
ク
ラ
ウ
ス
、
ク
リ
ュ
ン
ペ
ル
マ
ン
、

ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
、
オ
ッ
ト
ー
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
、
ガ
ラ
ス
菱
．
⑪
そ
れ
に
対
し
、
「
第
二
の
グ
ル
ー

プ
に
と
っ
て
は
、
一
元
的
主
観
的
不
法
概
念
と
同
様
、
行
為
無
価
値
は
志
向
無
価
値
の
中
に
汲
み
尽
き
れ
、
他
方
、
す
べ
て
の
客
観

的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
結
果
無
価
値
な
い
し
は
事
態
無
価
値
に
帰
属
さ
れ
る
」
と
す
る
見
解
（
た
と
え
ば
、
ポ
ッ
ヶ
ル
マ
ン
、
ノ
ヴ
ァ

（
８
）

コ
フ
ス
キ
ー
、
ル
ド
ル
フ
ィ
ー
、
ザ
ム
ゾ
ン
、
レ
ン
ク
ナ
ー
等
）
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
ガ
ラ
ス
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
Ⅲ
説
（
行
為
価
値
一
元
論
）
と
囮
⑤
説
（
二
元
論
第
二
グ
ル
ー
プ
）
、
他
方
で

皿
③
説
（
二
元
論
第
一
グ
ル
１
プ
）
と
の
間
で
は
、
「
行
為
無
価
値
」
と
「
結
果
無
価
値
」
と
の
把
握
の
仕
方
に
相
違
が
存
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
範
囲
な
い
し
射
程
も
広
狭
様
々
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の
見
解
に
よ
る
と
、
「
行
為
規
範
（
な
い
し
行

（
９
）

動
規
範
、
ぐ
の
局
冒
］
（
の
ご
印
ロ
。
『
ョ
）
の
命
令
的
性
格
か
ら
、
行
為
規
範
に
対
す
る
矛
盾
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
行
為
無
価
値
は
、
唯
『
志

向
無
価
値
』
の
中
に
の
み
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
行
為
決
意
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
た
行
為
の
無
価
値
の
中
に
の
み
存
し
、
そ
れ

故
に
、
行
為
客
体
お
よ
び
行
為
態
様
（
国
目
巳
目
、
⑩
曰
。
：
一
冨
斤
）
は
現
実
的
で
な
く
、
行
為
者
の
表
象
の
中
に
の
み
存
す
る
こ
と
を

（
Ⅲ
）

要
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
付
け
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
行
為
無
価
値
Ｉ
志
向
無
価
値
の
考
、
え
方
か
ら
す
る
な
ら
、

逆
に
、
結
果
無
価
値
の
内
容
と
射
程
は
、
す
べ
て
の
客
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
、
因
果
的
な
結
果
の
み
な
ら
ず
客
観
的
行

（
ｕ
）

為
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
も
結
果
無
価
値
（
事
態
無
価
値
）
に
含
ま
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
後
者
の
見
解
（
囮
②
説
）

に
よ
る
と
、
「
主
観
的
お
よ
び
客
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
統
一
体
と
し
て
の
目
的
的
行
為
か
ら
出
発
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
行
為
無

（
吃
）

価
値
を
行
為
の
こ
の
両
面
に
関
係
付
け
る
」
こ
と
と
な
り
、
客
観
的
行
為
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
行
為
客
体
お
よ
び
行
為
態
様
）
も
行
為

無
価
値
の
要
素
と
し
て
こ
れ
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
故
、
行
為
無
価
値
は
主
観
的
行
為
無
価
値
と
こ
の
客
観
的
行

為
無
価
値
と
の
複
合
体
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
逆
に
、
か
よ
う
な
構
想
か
ら
捉
え
ら
れ
た
結
果
無
価
値
は
極
め
て
因
果
的
に
理
解
さ

（
凪
〉

れ
た
結
果
、
つ
ま
り
因
果
的
事
象
の
単
な
る
経
過
の
中
に
の
み
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
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の問題点口正当防衛における「防衛意思」
一
一
一
以
上
の
よ
う
に
、
人
的
不
法
観
を
採
っ
た
場
合
で
も
上
述
の
一
一
一
説
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
部
で
、
客
観
的
行

為
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
行
為
客
体
、
行
為
態
様
等
）
を
行
為
無
価
値
と
し
て
把
握
す
る
か
（
囮
③
説
）
、
結
果
無
価
値
と
し
て
把
握
す
る

か
（
囚
説
お
よ
び
皿
⑥
説
。
も
っ
と
も
、
皿
説
の
一
元
的
主
観
的
不
法
概
念
に
よ
れ
ば
、
結
果
無
価
値
は
単
な
る
処
罰
条
件
に
過
ぎ

ず
、
不
法
の
実
質
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
こ
こ
で
は
Ⅲ
⑪
説
の
み
が
重
要
と
な
ろ
う
）
と
い
う
点
で
見
解
に
相
違
が
存

す
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
ら
違
法
観
の
対
立
が
、
主
観
的
正
当
化
要
素
、
と
り
わ
け
「
防
衛
意
思
」
を
巡
る
諸
問
題
に
対
す
る
態
度

（
Ｍ
）

決
定
に
あ
る
程
度
相
即
的
に
反
映
し
、
も
し
く
は
反
映
す
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
１
）
「
行
為
」
と
「
結
果
」
を
対
立
的
に
考
え
、
そ
の
フ
ィ
ナ
リ
ム
ス
の
犯
罪
論
体
系
か
ら
「
行
為
無
価
値
」
と
「
結
果
無
価
値
」
と
い
う
対
立
概
念
が

出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
区
別
が
そ
も
そ
も
本
来
的
に
重
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
こ
の
新
し
い
概
念
一
対
も
、
実

は
古
く
か
ら
の
「
意
思
（
三
三
の
）
」
と
「
結
果
（
向
『
｛
●
］
ぬ
）
」
と
の
対
立
に
帰
す
る
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
愚
］
．
⑫
Ｃ
の
己
の
］
・
【
１
二
戸

こ
の
『
⑫
巨
亘
の
【
怠
く
①
ロ
『
の
『
⑩
臣
、
冨
昏
の
。
『
】
の
》
ｚ
］
二
］
や
＄
》
⑭
．
】
霊
『
）
。

な
お
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
犯
罪
論
体
系
の
変
遷
に
つ
き
、
餓
近
の
も
の
と
し
て
、
、
、
冒
弓
の
目
：
二
・
国
二
『
号
『
旨
、
旨
：
⑩
⑩
【
『
口
｛
円
の
ｎ
頁
ニ
ロ
ラ
の
⑫
扇
日
目
の
早

弄
①
二
（
ご
帥
の
『
目
＆
『
眉
の
ロ
…
叩
，
農
［
【
。
Ⅱ
側
前
掲
訳
書
・
三
八
頁
以
下
）
等
を
も
参
照
。

（
２
）
尻
○
ケ
］
『
目
の
ｇ
‐
傍
目
、
の
》
の
｛
『
凹
狩
の
⑩
の
冨
冒
、
。
》
念
。
シ
色
Ｐ
］
や
ｓ
・
》
患
シ
目
】
・
］
『
］
》
国
四
Ｅ
冒
冒
‐
ヨ
の
ワ
の
『
》
⑩
戸
『
凹
戸
【
の
ｎ
頁
こ
］
ぬ
の
【
口
の
旨
の
『
『
の
一
一
一

Ｐシ昌一．．》ｇ旨》二（の』巴【【・）》の□のゴロの」》冒国。。【の一日回ロロー可の⑪〔・・］④ご》⑫．囲一『》○の『⑪．》いめ〔三国二・ｓ＄望】の．⑫墨【〔】○の『、．》
ご
ｍ
８
ｎ
【
－
可
の
解
・
》
ご
霞
》
⑫
・
圏
［
・
ロ
・
の
・
二
．
□
目
巨
肩
一
・
宍
『
凹
肩
⑪
ｎ
戸
四
・
ｍ
・
○
・
・
ｍ
・
忠
一
、
【
の
旨
９
，
戸
ｍ
・
凹
・
○
・
・
ｍ
・
色
（
（
・
旨
⑩
ワ
．
ｍ
・
念
し
目
］
・

桿’

（
３
）
ご
頑
一
・
の
（
の
ヨ
ワ
四
ｎ
戸
四
・
Ｐ
○
・
・
ｍ
・
曽
巨
・
⑰
・
軍
「
．

（５）の、一一凹め》い貝、［『巨宍［こ『□の⑫⑪【『具『の、三一一●ずのコロコ『の、宮⑪ワ⑦館『】（｛⑪ごヨロ。、宍の一目四二二１句の、ｒ巴『Ｐ⑫．］閉【〔・》］庫『ぬの二三．一［の『】
○
昼
の
天
［
宮
の
巨
己
□
の
『
の
ｏ
ｇ
－
の
Ｎ
こ
『
の
９
目
二
ｍ
ご
Ｃ
曰
く
の
『
冨
一
（
の
皀
○
の
｛
島
『
巨
己
ぐ
の
『
一
①
冨
冒
、
】
こ
の
旨
の
曰
｛
目
六
二
Ｃ
目
一
目
②
［
『
四
［
（
ｇ
⑪
厨
房
員
』
垣
皀
．

●
●

（
３
）
ご
ｍ
一
・
ｍ
（
の
冒
す
四
ｎ
戸
四
・
Ｐ
Ｃ

（
４
）
【
『
具
月
戸
、
．
、
．
。
．
》
の
．
＄
（
．
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（
７
）
］
の
⑭
＆
の
。
【
『
Ｆ
①
す
『
す
巨
、
ニ
ロ
の
の
、
耳
旦
『
の
ｎ
頁
の
．
シ
一
一
館
の
目
の
旨
の
【
目
の
】
］
》
←
》
し
巨
亘
・
『
皀
麗
》
ｍ
・
旨
⑰
露
〉
□
の
こ
の
〔
尻
目
Ｅ
、
》
ロ
ユ
○
一
砠
の
巨
口
勇
『
の
耳
目
□

四
四
口
ｓ
已
口
頤
⑪
昌
夛
「
の
『
戸
旨
】
ご
口
局
ｎ
頁
》
脚
⑫
二
三
印
。
・
忌
（
］
患
』
）
】
⑫
．
留
切
］
Ｅ
⑬
白
い
宍
昌
曰
己
の
一
ヨ
ロ
コ
Ｐ
ｍ
目
〔
の
ロ
ロ
の
『
⑫
ロ
ラ
ニ
一
○
ヶ
の
旨
】
ご
●
『
す
。
厨
弓
司
冒
目
〕
・

の
シ
こ
＆
．
、
屋
匂
一
二
二
の
一
脚
の
一
・
Ｃ
画
の
Ｃ
の
具
の
Ｃ
声
の
、
［
『
四
［
『
の
、
言
》
巨
’
少
巨
酉
．
。
ｇ
＄
マ
⑫
・
Ｓ
（
す
隅
、
］
・
ぐ
２
ｍ
囚
巨
国
［
の
ロ
）
》
］
○
豈
回
二
二
ｍ
⑩
三
の
⑩
の
、
一
ｍ
・

留
日
［
８
，
宮
・
淳
一
一
頤
の
日
の
旨
⑥
『
目
の
】
］
》
弓
・
少
■
ご
・
・
」
し
臼
》
⑫
．
』
『
』
』
［
【
『
国
■
ｑ
Ｃ
Ｃ
兵
（
）
》
。
『
臣
。
Ｑ
云
巨
『
い
の
芹
『
■
才
の
、
プ
［
．
シ
一
一
演
目
の
旨
の
⑫
【
『
■
［
『
の
ｎ
頁
⑪
］
の
‐

声
『
の
『
瞳
・
少
こ
〔
一
・
・
』
迄
唐
》
ｍ
・
届
餌
・
》
Ｃ
ｇ
ｇ
の
『
の
（
『
■
［
の
三
二
の
耳
戸
悶
巨
『
宛
の
｜
の
ぐ
四
目
こ
の
い
、
『
｛
。
｝
潟
巨
員
ど
の
耳
の
⑪
旨
】
の
［
『
回
（
『
の
Ｓ
［
・
旨
の
、
盲
｛
【
の
【
の
旨
‐
句
の
②
【
・
》

］
・
鼠
の
．
｝
認
司
呂
。
．
②
（
な
お
、
本
論
文
の
紹
介
と
し
て
、
轍
田
豊
・
法
律
論
叢
五
○
巻
一
号
［
昭
和
五
二
年
］
九
三
頁
以
下
が
あ
る
）
》
の
四
一
一
；

凹
・
四
・
○
・
。
⑫
．
』
切
望
［
・
す
の
切
・
の
．
】
③
③
．

（
８
）
勺
四
臣
一
因
ｏ
ｎ
寿
の
一
ョ
餌
。
。
》
の
（
『
四
才
の
、
耳
管
シ
一
一
殖
の
ョ
の
ヨ
の
［
円
の
一
一
・
四
・
シ
具
・
］
］
召
Ｐ
の
．
ｇ
【
｛
・
》
団
【
【
》
可
『
（
の
。
ユ
、
ゴ
ヱ
Ｃ
聿
国
六
○
三
⑫
蚕
》
勺
『
○
す
一
の
日
の
ロ
の
『

⑫
【
【
員
【
の
、
亘
巳
Ｃ
唇
目
二
云
白
巨
砲
］
の
」
Ｓ
の
旨
の
国
の
⑫
ロ
『
の
、
盲
目
ぐ
目
］
の
⑩
目
の
、
【
め
い
の
ゴ
『
言
ｎ
ヶ
こ
め
、
⑩
芹
【
回
｛
『
の
ｎ
頁
醜
・
］
こ
『
因
一
・
置
く
乞
冨
）
》
の
．
』
⑥
》
四
目
鮠

‐
］
○
四
，
三
口
〕
【
且
○
一
己
頁
冒
冨
一
（
目
Ｑ
岡
目
宍
二
○
口
。
の
⑪
津
山
且
一
目
、
の
巨
君
の
『
【
①
の
旨
】
戸
島
己
の
口
旦
の
同
ロ
の
厨
Ｃ
ｇ
－
ｇ
ロ
ゴ
『
の
ｎ
頁
、
｜
の
胃
の
》
ご
言
四
頁
四
ｓ

‐
句
の
②
【
．
」
召
画
〉
の
．
＄
》
同
『
】
ｎ
彦
め
い
目
⑪
Ｃ
Ｐ
旨
⑫
望
の
（
の
ヨ
ロ
ニ
の
、
豈
巾
『
尻
Ｃ
自
民
己
の
員
凹
『
目
曰
の
【
国
｛
館
の
隠
冨
す
臣
、
戸
口
巳
目
・
』
・
少
巨
色
・
』
①
＄
・
勾
已
員
’
圏
『
日

写
冨
》
Ｐ
Ｂ
Ｃ
云
口
の
『
マ
ヨ
の
ｎ
ケ
。
。
【
の
Ｉ
の
、
ゴ
ａ
こ
の
『
や
め
（
（
｝
ロ
圏
・
少
巨
〔
一
・
・
巳
麗
ご
詞
。
。
『
・
蟹
・
思
巨
・
日
ぐ
。
【
》
］
』
・
内
ロ
ョ
『
。
届
く
。
『
》
患
（
な
お
、
ヴ
ォ

ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
ル
ド
ル
フ
ィ
ー
は
本
説
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
②
．
］
の
厨
［
四
・
の
Ｓ
ａ
Ｑ
ｑ
‐
の
、
岳
、
亘
昌
朋
呂
『
．
．
ｇ
［
（
・
と
注
記
し

て
い
る
［
三
二
○
一
局
『
・
津
・
■
．
。
．
》
の
．
ｇ
同
色
函
己
・
』
ｇ
｝
）
。

砂
・
叩
、
中
富
・

（
【
ｌ
）
］
の
⑭
口
豈
〔

印
・
切
言
・
の
．
三
一
六
『
鷺
目
、
戸
口
・
回
．
。
》
の
．
ｇ
》
の
【
の
三
日
ｎ
戸
。
．
、
．
Ｐ
の
・
さ
｛
・
巨
・
の
・
君
。
な
お
、
阿
部
純
二
「
行
為
無
価
値
論
か
ら
の
主
張
」
ロ
１
．

ス
ク
ー
ル
二
三
号
（
昭
和
五
五
年
一
五
頁
以
下
松
村
桧
「
刑
法
に
お
け
る
不
法
概
念
の
再
繊
成
Ｉ
Ｄ
・
ク
ラ
ッ
チ
ュ
の
シ
ス
テ
ム
論
的
考
察
の
検

討
ｌ
」
駒
沢
大
学
法
学
論
蘂
三
九
号
（
平
成
元
隼
）
’
三
八
頁
以
下
等
を
も
参
照
．

（
６
）
閂
、
云
う
四
ａ
雷
Ｃ
『
Ｐ
【
（
〕
己
穴
忌
戸
の
。
①
威
豈
己
巨
己
頤
、
」
の
一
一
蚕
の
『
一
君
』
】
⑫
．
『
望
『
》
シ
『
ヨ
ヨ
宍
餌
巨
守
ゴ
餌
コ
コ
ョ
凶
皀
目
⑫
国
回
Ｑ
の
。
①
『
伊
の
す
『
の
く
Ｃ
曰
己
の
『
⑪
。
□
凹
一
の
ヨ

ロ
ョ
の
。
頁
冒
三
の
一
㈱
の
－
１
句
の
の
〔
．
．
］
』
三
》
の
．
』
良
一
］
］
（
な
お
、
本
論
文
の
翻
訳
と
し
て
、
Ａ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
ー
Ｇ
・
ド
ル
ン
ザ
イ
フ
ァ
Ｉ
箸
川
端
博

訳
・
刑
法
の
基
本
問
題
［
昭
和
五
八
年
］
一
一
七
頁
以
下
が
あ
る
）
》
【
一
目
⑪
巨
旦
の
『
い
の
二
ｂ
－
の
⑪
［
『
四
【
『
の
、
宮
⑩
、
の
ｍ
Ｂ
－
【
の
己
の
【
『
呉
己
の
⑪
因
９
己
の
誘
『
の
、
ヨ
ヮ

的
、
【
三
国
ロ
・
爵
｛
］
弓
』
｝
一
ｍ
・
芭
縄
》
こ
の
『
の
．
一
向
堅
○
一
砲
闇
巨
【
の
ｎ
ヶ
曰
巨
皀
碩
巨
口
旦
・
尻
『
旨
】
ご
画
一
】
巴
の
『
巨
皀
、
倉
包
冒
国
。
ｎ
房
の
］
ロ
】
四
口
二
１
句
①
の
芹
・
巴
『
Ｐ
⑭
．
』
屋
［
【
》

幻
。
ニ
ユ
、
。
甸
囚
亘
○
の
巨
四
『
の
Ｎ
三
○
具
の
の
》
ゴ
の
芹
の
『
の
ロ
ョ
「
一
Ｃ
ご
目
、
□
の
『
（
旨
、
」
の
ロ
ロ
員
の
、
言
の
一
の
旨
の
》
壹
冒
ヨ
●
の
一
ｍ
の
一
‐
『
の
、
（
．
．
』
し
べ
」
》
の
．
雷
』
》
凶
の
一
旨
⑫
蚕
》

、
、
、

囚
・
色
，
Ｐ
・
の
．
」
畠
〔
［
．
な
お
、
過
失
犯
に
つ
き
本
説
に
従
う
も
の
と
し
て
、
ミ
の
一
臆
の
一
・
口
鴎
□
２
［
⑫
ｎ
可
の
め
す
■
辱
の
ｎ
頁
］
』
・
尹
巨
Ｐ
』
垣
＄
．
⑫
屋
酊
【
》

の
、
ロ
呉
汀
【
の
旨
・
題
画
ロ
昌
巨
ロ
、
⑩
巨
目
。
「
の
耳
・
向
臥
○
一
ｍ
ｍ
巨
昌
ど
の
『
［
Ｅ
ロ
ロ
宛
の
ｎ
頁
【
の
『
ご
碩
巨
自
碩
ワ
巴
旦
の
『
両
画
豈
『
］
勝
⑪
碕
戸
の
】
【
の
」
の
｜
】
頁
の
皀
冒
三
の
一
い
の
－
１
両
の
⑩
［
・
》
』
ｃ
忌
・
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正当防衛における「防衛意思」の問題点口

一
さ
て
、
’
で
み
た
よ
う
に
、
人
的
不
法
論
の
影
響
下
で
、
故
意
を
一
般
的
な
構
成
要
件
要
素
に
算
入
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て

の
故
意
犯
の
不
法
は
、
客
観
的
お
よ
び
主
観
的
側
面
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
逆
に
、
あ
ら
ゆ
る
正
当
化
事
由
に
つ
い
て
も
主
観
的
正

（
１
）

当
化
要
素
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
、
王
観
的
不
法
要
素
が
例
外
現
象
か
ら
原
則
的
存
在
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

主
観
的
不
法
要
素
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
主
観
的
正
当
化
要
素
が
原
則
的
・
一
般
的
存
在
と
し
て
地
歩
を
占
め
る
こ
と
で
、
現
在
西

（
２
）

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
「
防
衛
意
思
」
の
必
要
説
が
圧
倒
的
通
説
・
判
例
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
３
）

も
っ
と
も
、
最
近
に
お
い
て
も
、
防
衛
意
思
を
絶
対
的
に
不
必
要
な
も
の
と
考
、
え
（
「
客
観
的
不
法
論
」
の
立
場
か
ら
、
強
力
に
不

（
４
）

（
５
）

要
説
を
主
張
す
る
近
時
、
ン
ユ
ペ
ン
デ
ル
の
見
解
は
、
特
に
注
目
に
値
し
よ
う
）
、
な
い
し
は
な
ん
と
い
っ
て
も
疑
問
で
あ
る
と
し
、

（
６
）

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
過
失
犯
に
あ
っ
て
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
諸
見
解
も
以
前
か
ら
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
な
お
、
｝
フ
イ
ヒ

裁
判
所
が
明
示
的
に
防
衛
意
思
の
必
要
説
を
打
ち
出
し
た
後
で
も
、
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
過
失
犯
に
お
い
て
は
「
防
衛
意
思
」
を

（
、
）
く
い
一
・
。
ｍ
一
一
恩
》
凸
・
騨
・
○
・
・
ｍ
．
』
＄
Ｆ
忌
③
．

（
⑫
）
の
回
］
］
厨
。
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
］
弓
ぐ
函
一
・
ｍ
臣
、
弓
⑫
．
』
＄
・

（
週
）
ご
頤
一
・
の
■
一
一
四
ｍ
》
四
・
四
・
○
・
》
⑪
．
」
巴
・

（
ｕ
）
ご
ｍ
一
・
の
四
二
回
、
『
口
，
ロ
・
○
・
『
の
。
】
目
〔
［
，
》
『
『
一
⑰
ｎ
戸
の
『
目
ロ
ー
目
二
の
ｎ
ｍ
目
官
○
す
一
ｍ
ロ
］
の
。
①
印
⑪
◎
頤
，
⑫
巨
亘
の
唇
弓
の
己
勾
の
、
三
『
の
耳
一
狛
巨
。
、
、
の
一
の
曰
の
ロ
【
の
－
ご

Ｆ
口
ｎ
百
の
【
‐
句
め
い
［
・
・
皀
貫
ヨ
号
・
の
．
』
旨
【
（
・
可
の
［
の
ご
ｇ
ｎ
戸
四
・
四
・
○
・
・
ｍ
．
Ｓ
』
『
『
・
巨
・
⑭
．
諄
『
．

（
Ⅲ
）
の
巳
一
回
⑭
凹
・
四
・
○
・
》
⑫
．
］
田
．

（
９
）
こ
れ
に
関
す
る
若
干
の
文
献
を
挙
げ
る
と
、
凶
の
一
三
ｍ
戸
蝕
・
印
．
。
ｂ
・
色
司
民
。
」
巴
四
》
言
。
－
斤
の
『
・
餌
・
印
．
。
・
・
⑫
．
囹
念
〔
（
・
』
ｓ
｛
〔
》
二
○
］
狩
自
碩

蜀
１
⑫
ｎ
戸
ぐ
。
『
“
四
百
巨
己
国
⑩
房
Ｐ
】
し
屋
切
・
望
｛
・
巨
・
⑩
・
二
．
な
お
、
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
増
田
豊
「
刑
法
規
範
の
論
理
榊
造
と
犯
罪
論
の
体
系
」

法
律
論
叢
四
九
巻
五
号
（
昭
和
五
二
年
）
一
○
九
頁
以
下
等
参
照
。

二
「
防
衛
意
思
」
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
（
概
観
）
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（
７
）

拒
絶
す
る
旨
の
判
例
が
存
す
る
の
で
あ
る
）
。
さ
ら
に
、
民
法
学
に
お
い
て
９
℃
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
一
九
一
一
年
）
の
ご
と
き
必
要
説

は
そ
の
当
時
極
め
て
少
数
説
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
圧
倒
的
に
刑
法
学
を
動
か
し
た
波
は
そ
の
後
民
法
学
に
逆
流
し
、
現
在
で
は
必

（
８
）

要
説
は
刑
法
理
論
か
ら
広
範
に
わ
た
り
無
批
判
的
に
（
、
》
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
）
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
も
つ
と
も
、
他
方
、
防
衛
意
思
を
必
要
と
す
る
通
説
・
判
例
の
内
部
に
あ
っ
て
も
、
防
衛
意
思
の
内
容
を
正
当
化
事
情
の
認

識
す
な
わ
ち
「
防
衛
の
篝
｛
『
：
言
腫
…
三
で
足
る
と
す
る
か
、
防
衛
が
ｌ
鱸
｜
で
は
な
い
と
し
て
瓢
・
Ｉ
‐
行

為
の
動
機
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
「
防
衛
の
意
図
（
ぐ
の
耳
の
巨
胸
目
鴨
：
巴
、
言
）
」
ま
で
要
す
る
と
す
る
か
、
ま
た
、
「
防
衛
の

意
図
・
動
機
」
と
し
た
場
合
に
そ
れ
を
い
か
な
る
内
容
・
範
囲
の
も
の
と
し
て
構
想
す
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
が
、
近
時
活
発
に
議

（
９
）

論
さ
れ
論
争
の
渦
中
に
あ
る
。
兵
ど
ら
に
、
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
、
逆
に
防
衛
意
思
の
欠
如
の
場
合
に
、
そ
の
法
的
効
果
と
し
て

既
遂
論
を
採
る
の
か
未
遂
論
を
採
る
の
か
、
ま
た
未
遂
論
を
採
る
と
し
て
も
、
単
な
る
未
遂
（
ド
イ
ツ
語
で
い
う
ご
目
白
信
一
－
９
円

『
の
厨
ロ
島
（
《
）
な
の
か
、
準
未
遂
（
未
遂
原
則
の
類
推
適
用
）
な
の
か
等
々
が
激
し
く
論
争
さ
れ
て
お
り
、
実
の
と
こ
ろ
、
い
わ
ゆ
る

（
叩
）

主
観
的
正
当
化
要
素
の
理
論
に
つ
い
て
論
争
し
う
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
問
題
が
論
争
の
渦
中
に
あ
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
う
。
。

（
１
）
ぐ
ぬ
］
・
の
夏
『
回
肉
・
の
、
冒
己
三
・
］
Ｅ
⑫
＄
ａ
ｍ
・
霊
・
こ
の
よ
う
な
把
握
に
反
対
す
る
も
の
と
し
て
、
句
『
一
門
ゴ
》
ヨ
園
ｎ
百
の
『
‐
句
の
解
・
・
の
．
］
圏
［
［
．

（
２
）
た
と
え
ば
、
メ
ッ
ガ
ー
は
一
九
四
一
一
一
年
以
降
必
要
説
に
改
説
し
（
二
【
の
温
の
『
・
ロ
①
巨
后
ｎ
房
の
⑫
庁
【
口
【
『
の
ｎ
頁
‐
国
二
の
『
巨
且
１
口
』
・
シ
ロ
色
・
》
巳
怠
》
の
．

『
『
）
、
ザ
ウ
ア
ー
も
必
要
説
に
改
説
し
た
（
叩
目
§
シ
］
］
堀
の
曰
⑮
冒
の
⑫
［
日
｛
『
①
、
耳
、
］
の
｝
月
凸
・
シ
ロ
（
一
・
・
］
や
訊
・
、
。
届
］
）
。

（
３
）
の
国
凹
戸
臼
・
口
’
○
・
》
の
．
虜
【
【
》
＄
・
題
【
・
・
題
》
四
ｍ
口
⑭
、
、
宮
巨
］
高
・
同
旨
冨
与
司
巨
口
輌
ヨ
ニ
の
『
堅
］
随
の
曰
の
冒
周
弓
巴
］
色
の
⑰
⑫
（
日
時
の
、
声
［
⑪
。
■
。
．
■
・
』
・
少
巨
【
」
．
．

（
４
）
ご
ｍ
］
．
⑫
巳
①
己
已
⑪
］
苞
冒
己
同
】
Ｎ
】
し
『
⑭
齊
切
・
患
『
［
【
》
□
の
【
の
・
・
旨
国
。
。
汚
の
一
日
四
二
口
－
句
の
の
（
・
・
］
三
Ｐ
ｍ
・
苗
怠
｛
［
》
己
の
『
⑪
．
》
冒
如
旧
国
ロ
凶
、
ｑ
【
Ｃ
日
旨
】
の
昌
閂
Ｆ
【
）
】

］
一
・
シ
巨
亜
．
。
］
浸
切
》
》
雷
嬉
丙
旦
。
『
・
】
葛
｛
｛
・
曹
暉
］
⑨
｛
｛
・
引
已
の
『
め
ど
旨
○
の
三
の
『
１
句
の
印
芹
，
】
］
し
韻
“
、
，
巴
『
〔
［
．

（
５
）
ご
く
図
】
色
円
】
四
．
田
．
。
’
陣
⑫
．
、
鷺
［
．
》
惇
Ｃ
単
【
【
，

（
６
）
幻
・
の
、
ゴ
ョ
ニ
ｇ
ご
］
Ｅ
の
届
露
》
の
．
＆
『
四
目
目
目
の
一
局
『
ｎ
戸
ｚ
●
ワ
こ
の
ゴ
『
ロ
ロ
口
巨
ロ
ケ
の
蜜
自
再
の
可
■
す
『
一
睡
⑪
⑪
碕
弄
①
拝
」
召
」
己
の
．
浅
｛
｛
．
ご
Ｓ
Ｐ
』
＆
》
の
ロ
ゴ
α
昌
宍
①

１
⑫
、
ロ
３
○
の
【
１
Ｆ
の
ロ
、
戸
口
円
》
ぐ
。
『
》
患
宛
Ｑ
員
・
召
｛
｛
・
》
の
、
弓
ご
弓
の
日
ロ
ロ
ロ
】
］
し
］
召
、
宮
、
．
『
田
》
句
【
】
、
ｎ
戸
旨
ト
図
ｎ
房
目
の
【
‐
句
の
⑪
〔
．
。
、
・
屋
。
｛
【
・
臣
・
⑪
・
尋
．

】
し
ゴ
》
の
．
］
急
一
・
『
・
ョ
・
］
曽
・
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正当防衛における「防衛意思」 の問題点口

形
成
す
る
に
至
っ
た
。

（
１
）

も
っ
と
も
、
前
述
の
ご
と
く
、
実
は
、
王
観
的
正
当
化
要
素
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
フ
リ
ッ
シ
ュ
が
い
う
よ
う
に
、
目
下
の
と
こ
ろ

あ
ら
ゆ
る
側
面
で
論
争
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
論
争
は
、
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
正
当
化
要
素
が
お
よ
そ
是

認
さ
れ
う
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
過
失
犯
の
領
域
に
お
い
て
は
以
前
か
ら
異
論
を
唱
え
ら
れ
て
き
て

お
り
、
主
観
的
正
当
化
要
素
は
、
最
近
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
に
よ
っ
て
故
意
犯
の
領
域
に
お
い
て
す
ら
、
再
び
活
発
な
反
論
に
遭
遇
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
要
素
の
内
容
に
つ
い
て
の
諸
見
解
は
、
よ
り
激
し
い
論
争
下
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
周
知
の
ご
と
く
、

行
為
者
は
正
当
化
事
情
の
存
在
の
認
識
で
足
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
越
え
て
ま
た
、
一
定
の
意
図
・
動
機
（
防
衛
あ
る
い
は

救
助
意
図
等
）
を
も
っ
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
最
近
、
た

戦
後
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
人
的
不
法
論
の
圧
倒
的
浸
透
と
と
も
に
、
主
観
的
不
法
要
素
が
例
外
現
象
か
ら
原
則
的
存
在
と
な

る
と
と
も
に
、
そ
の
裏
面
た
る
主
観
的
正
当
化
要
素
が
要
請
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
防
衛
意
思
」
の
必
要
説
が
通
説
・
判
例
を

（
７
）
○
い
の
□
月
の
曰
の
弓
ご
］
ご
く
］
旨
Ｐ
切
冒
③
｛
）
．

（
８
）
、
ロ
の
ニ
ロ
の
一
・
冒
国
。
。
【
の
｜
ヨ
四
邑
己
－
句
の
②
［
・
】
の
．
噂
一
睡
》
⑫
。
■
．
⑫
白
四
戸
“
・
煙
。
。
．
》
⑫
・
望
．

（
９
）
く
顕
一
・
・
㈹
．
、
．
『
『
旨
Ｐ
Ｃ
Ｃ
②
》
Ｎ
昌
己
ご
冨
一
〔
』
の
『
⑩
巨
耳
の
宍
こ
ぐ
の
ロ
幻
の
ｎ
頁
【
の
耳
侭
目
鴨
の
］
の
ロ
】
の
具
の
．
旨
○
の
こ
の
『
‐
句
の
の
【
．
．
〕
＠
圏
の
・
層
『
（
（
。
（
な
お
、
本

論
文
の
紹
介
と
し
て
、
拙
稿
・
金
沢
法
学
三
一
巻
一
号
［
平
成
元
年
］
四
三
頁
以
下
が
あ
る
）
。

（
皿
）
こ
れ
ら
諸
問
題
に
つ
き
詳
し
く
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
詞
『
話
、
宣
旨
Ｅ
ｎ
百
の
『
－
句
の
、
（
・
》
の
』
届
【
｛
・
お
よ
び
、
、
［
の
ご
盲
ｎ
戸
目
『
勺
『
○
す
一
の
ョ
、
［
弄
旦
の
『

Ｆ
の
す
『
の
己
自
ｇ
ｇ
ｍ
ｇ
－
の
三
一
ぐ
の
ロ
宛
の
○
頁
【
の
ａ
顕
目
、
ｍ
の
］
の
ロ
］
の
貝
の
ロ
ブ
の
己
呂
ぐ
。
厨
讐
い
］
一
ｓ
の
二
両
『
（
。
］
ぬ
、
』
の
二
戸
の
Ｐ
］
圏
『
の
み
を
、
こ
こ
で
は
代
表
と

し
て
挙
げ
て
お
く
。

三
小
括
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す
る
こ
と
と
す
る
。

（
２
）

と
え
ば
「
一
一
行
為
的
正
当
化
状
況
（
日
弓
の
一
鼻
（
】
ぬ
①
宛
の
、
宮
｛
の
日
殖
目
胆
⑩
穴
○
二
ｍ
［
の
｝
－
９
〕
。
ご
）
」
（
ラ
ン
ペ
等
）
な
る
現
象
の
指
摘
、
あ
る

（
３
）

（
４
）

い
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ト
の
「
ご
く
の
】
］
動
機
」
説
等
の
主
張
に
よ
り
、
よ
り
一
層
の
細
分
化
が
こ
れ
に
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
最
後
に
、

、
、
、
、
、

主
観
的
正
当
化
要
素
の
欠
如
の
効
果
に
関
す
る
見
解
は
多
様
な
相
違
を
示
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
偶
然
防
衛
」
の
法

的
処
理
）
。
す
な
わ
ち
、
発
生
し
た
結
果
は
主
観
的
正
当
化
要
素
（
た
と
え
ば
防
衛
意
思
）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
既
遂
説
を
採
る
従
来
の
通
説
に
対
し
て
、
未
遂
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
後
者
の
未
遂
説
に
つ
い
て
は
再
度
、

単
な
る
未
遂
な
の
か
、
準
未
遂
な
の
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
従
来
の
図
式
的
な
対
立
状
況
に
近
時
漸
次
的
変
化
が

看
取
さ
れ
、
一
定
の
論
点
の
深
化
と
精
密
化
、
更
な
る
論
点
の
指
摘
等
が
行
な
わ
れ
、
か
よ
う
な
混
乱
状
況
下
で
い
わ
ゆ
る
主
観
的

正
当
化
要
素
の
そ
も
そ
も
の
規
範
的
根
拠
は
何
か
を
見
直
そ
う
と
す
る
動
き
（
フ
リ
ッ
シ
エ
ニ
等
も
み
ら
れ
る
な
ど
、
正
に
ラ
ッ
ク

ナ
ー
の
述
べ
る
ご
と
く
、
「
個
々
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
正
当
化
要
素
の
内
容
お
よ
び
限
界
は
、
依
然
と
し
て
未
だ
終
局
的
に
は

（
６
）

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
が
率
直
な
現
状
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
情
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
ら
諸
問
題
の
詳
細
に
わ
た
る
論
述
と
検
討
は
、
次
章
以
下
の
課
題
と
し
て
設
定

（
１
）
『
ユ
叩
、
戸
冒
Ｐ
ｍ
ｎ
丙
ゴ
の
『
Ｉ
可
の
⑪
｛
・
や
、
．
」
得
四
・

（
２
）
Ｐ
の
ロ
。
【
口
角
》
旨
の
ｎ
ケ
。
。
【
の
Ｉ
の
、
す
『
○
二
の
『
》
酉
』
・
少
皀
色
・
》
Ｓ
笛
》
く
。
『
露
冒
頭
・
勾
旦
。
『
・
』
、
》
向
日
⑪
（
Ｉ
］
Ｃ
ｕ
、
三
日
Ｆ
四
目
や
ｐ
ご
皀
己
。
］
】
天
。
白
目
の
己

目
ど
の
冒
再
侭
の
宛
の
、
亘
貯
耳
」
ぬ
色
ご
ぬ
い
銅
昌
口
旦
の
．
旨
の
シ
］
召
喚
、
．
『
開
【
・
》
Ｄ
Ｃ
『
ロ
の
］
］
旨
の
宅
邑
［
亘
「
］
厨
・
御
ロ
ョ
ぐ
の
辱
の
三
一
ｍ
目
鴨
尹
『
一
一
一
の
コ
ゴ
の
丘
円
ご
Ｃ
頁
『
：
『
・
旨

（
３
）
因
①
ヨ
の
『
シ
一
冒
蝕
１
．
己
の
『
国
の
、
ユ
（
（
」
の
⑪
三
○
盆
く
す
二
二
○
の
一
の
旨
〕
⑫
［
日
芽
の
、
耳
一
言
の
少
巴
麗
》
、
．
』
路
臨
．

（
４
）
ロ
回
瞳
巨
ぐ
、
］
・
田
・
田
。
。
⑪
。
ご
○
の
三
の
『
－
同
の
⑰
（
・
》
⑫
・
圏
「
【
［
．

（
５
）
ヨ
ユ
⑩
●
ず
》
ヨ
伊
卸
。
【
。
①
『
１
句
の
の
（
・
》
の
．
」
』
』
軍
。

の
シ
巳
⑫
Ｐ
切
・
葛
望
［
‐
ロ
．
⑪
．
三
・
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正当防衛における「防衛意思」の問題点ロ
（
６
）
円
、
、
丙
ロ
日
・
の
庁
○
口
・
息
・
シ
ニ
邑
・
・
巳
爵
。
ご
◎
『
す
⑦
曰
・
国
『
。
Ｈ
》
笛

‐
－
－
未
一
不
－
－

二
九
九
○
・
八
・
一
九
縞
）
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